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Ⅰ ガイドラインの目的 
 

Ⅰ－１ 目的 
 

 本ガイドラインは、北海道が発注する公共工事において、「公共工事の品質確保に関する北海道の

取組方針（改定版）」（平成27年12月）に示す、現在及び将来の公共工事の品質確保と、その担い

手の中長期的な育成・確保の取組の促進を図るとともに、地域の経済・雇用を支える建設業が継続

的に経営できる環境を整備することを考慮し、北海道が実施する総合評価落札方式の試行について、

その基本となる考え方を示すものである 

 
 

Ⅰ－２ 適用 
 

 本ガイドラインは、各建設管理部発注の土木工事で、総合評価落札方式を実施するにあたっての

基本事項を定めたものである。（建設部（建築局）、農政部、水産林務部は別途運用を定める。） 

なお、実施にあたっては、本ガイドラインを参考に、各建設管理部において評価項目や評価基準

等及び落札者決定基準を別途定めるものとする。 

 

 

Ⅰ－３ 用語の定義 
 

本ガイドラインで使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

 

(1) 総合評価審査委員会 

 総合評価落札方式における実施工事の選定、落札者決定基準の策定、落札者決定基準に基づく評

価、技術提案・技術的所見の技術審査等を行う委員会をいう。 

 

(2) 総合評価検討会 

 総合評価落札方式における地方自治法施行令第167条の10の2に基づく学識経験者への意見聴

取等を行うことを目的に設置する懇談会をいう。 

 

(3) ＷＴＯ対象工事 

 「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成7年政令第372号）

が適用となる建設工事の調達契約をいう。 

 

(4) ＷＴＯ対象額 

 ＷＴＯ対象工事の適用基準額以上をいう。 

 なお、令和6年度(2024年度)及び令和7年度(2025年度)の両年度に締結される建設工事の調達

契約については、27億2千万円が適用基準額である。 

 

(5) Ａ等級対象額 

 道の競争入札参加資格の種類毎に格付けされるＡ等級に対応する予定価格の金額をいう。 

 また、Ａ等級対象額は、総合評価落札方式を適用しようとする工事の契約の種類に応じた資格の

種類に対応する予定価格の金額とする。 

 なお、契約の種類が一般土木工事の請負契約の場合、7千万円以上がＡ等級対象額である。 

 

(6) 施工計画審査タイプ 

 企業の施工能力や配置技術者等の評価項目のほかに、簡易な施工計画を評価項目に加え、評価項

目と入札価格を総合的に評価する方式をいう。 

 

 

 

Ⅰ ガイドラインの目的 
 

Ⅰ－１ 目的 
 

 本ガイドラインは、北海道が発注する公共工事において、「公共工事の品質確保に関する北海道の

取組方針（改定版）」（平成27年12月）に示す、現在及び将来の公共工事の品質確保と、その担い

手の中長期的な育成・確保の取組の促進を図るとともに、地域の経済・雇用を支える建設業が継続

的に経営できる環境を整備することを考慮し、北海道が実施する総合評価落札方式の試行について、

その基本となる考え方を示すものである 

 
 

Ⅰ－２ 適用 
 

 本ガイドラインは、各建設管理部発注の土木工事（建設部（建築局）・農政部・水産林務部は別途

定める。）で総合評価落札方式を実施するにあたり基本事項を定めたものであり、実施にあたって

は、本ガイドラインを参考に各建設管理部において評価項目や評価基準等、落札者決定基準を定め

るものである。 

 

 

Ⅰ－３ 用語の定義 
 

本ガイドラインで使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

 

(1) 総合評価審査委員会 

 総合評価落札方式における実施工事の選定、落札者決定基準の策定、落札者決定基準に基づく評

価、技術提案・技術的所見の技術審査等を行う委員会をいう。 

 

(2) 総合評価検討会 

 総合評価落札方式における地方自治法施行令第167条の10の2に基づく学識経験者への意見聴

取等を行うことを目的に設置する懇談会をいう。 

 

(3) ＷＴＯ対象工事 

 「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成7年政令第372号）

が適用となる建設工事の調達契約をいう。 

 

(4) ＷＴＯ対象額 

 ＷＴＯ対象工事の適用基準額以上をいう。 

 なお、令和4年度(2022年度)及び令和5年度(2023年度)の両年度に締結される建設工事の調達

契約については、22億8千万円が適用基準額である。 

 

(5) Ａ等級対象額 

 道の競争入札参加資格の種類毎に格付けされるＡ等級に対応する予定価格の金額をいう。 

 また、Ａ等級対象額は、総合評価落札方式を適用しようとする工事の契約の種類に応じた資格の

種類に対応する予定価格の金額とする。 

 なお、契約の種類が一般土木工事の請負契約の場合、7千万円以上がＡ等級対象額である。 

 

(6) 施工計画審査タイプ 

 企業の施工能力や配技術者等の評価項目のほかに、簡易な施工計画を評価項目に加え、評価項目

と入札価格を総合的に評価する方式をいう。 
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(7) 施工実績審査タイプ 

 企業の施工能力や配置予定技術者等、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式

をいう。 

 

(8) 専門工事タイプ 

 鋼橋等の工場製作・架設、ポステンＰＣ橋、電気設備、機械設備、舗装、区画線、塗装、法面処

理、杭基礎、地盤改良等の専門性の高い工事を専門工事タイプにできる。 

 なお、道の競争入札参加資格の種類においては、「舗装工事」、「鋼橋上部工事」、「電気工事」、「塗

装工事」、「機械器具設置工事」が該当となるほか、「一般土木工事」においては、ポステンＰＣ橋工

事、法面処理、杭基礎、地盤改良が該当となる。 

 

(9) 工事技術的難易度評価 

 工事の難易度を判定するための評価手法をいう。 

 なお、工事の難易度は、構造物条件、技術特性、自然条件、社会条件、マネジメント特性から判

定する。 

 

(10) 詳細設計付施工発注方式 

 工事目的物の構造の細部の設計及び実際の施工に必要な仮設等の設計（以下「詳細設計等」とい

う。）を工事と一括して発注する方式をいう。 

 

(11) 契約後ＶＥ 

 建設業者から施工方法等に関する提案を募集し、民間の技術開発を積極的に活用することにより

建設コストの縮減を図るため、契約締結後に設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下さ

せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について提案を受け

付ける契約をいう。 

 

(12) 機械設備 

 河川堤防や道路トンネル等の土木構造物の有する機能の補完又は拡大を目的に、能動的な機能を

付与するために設置される機械設備で、河川用ゲート設備、ダム用ゲート設備、揚排水ポンプ設備、

トンネル換気設備、トンネル非常用設備、消融雪設備、道路排水設備等及びこれらに類する土木工

作物に係る機械設備をいう。 

 

(13) 技能士 

 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づく技能検定に合格した者をいう。 

 

(14) 基幹技能者 

 専門工事業団体等が運営する基幹技能者制度（民間資格認定制度）で認定された者をいう。 

 なお、国土交通大臣の登録を受けた登録基幹技能者についても基幹技能者に含む。 

 

(15) 全道枠 

 全道規模での競争の場として、工事予定価格2億5千万円以上の範囲をいう。 

 

(16) 地域枠 

 北海道建設工事等競争入札参加資格審査に係る発注標準で設定できる工事予定価格2億5千万円

未満の範囲をいう。 

 

(17) 支払限度額 

 工期が複数年にわたる債務負担行為に基づく建設工事では、各会計年度の工事量に応じた限度額

を設定して支払うこととなり、この各会計年度に設定する支払の限度額をいう。 

 

(7) 施工実績審査タイプ 

 企業の施工能力や配置予定技術者等、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式

をいう。 

 

(8) 専門工事タイプ 

 鋼橋等の工場製作・架設、ポステンＰＣ橋、電気設備、機械設備、舗装、区画線、塗装、法面処

理、杭基礎、地盤改良等の専門性の高い工事を専門工事タイプにできる。 

 なお、道の競争入札参加資格の種類においては、「鋼橋上部工事」、「電気工事」、「機械器具設置工

事」が該当となるほか、「一般土木工事」においては、ポステンＰＣ橋工事、法面処理、杭基礎、地

盤改良が該当となる。 

 

(9) 工事技術的難易度評価 

 工事の難易度を判定するための評価手法をいう。 

 なお、工事の難易度は、構造物条件、技術特性、自然条件、社会条件、マネジメント特性から判

定する。 

 

(10) 詳細設計付施工発注方式 

 工事目的物の構造の細部の設計及び実際の施工に必要な仮設等の設計（以下「詳細設計等」とい

う。）を工事と一括して発注する方式をいう。 

 

(11) 契約後ＶＥ 

 建設業者から施工方法等に関する提案を募集し、民間の技術開発を積極的に活用することにより

建設コストの縮減を図るため、契約締結後に設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下さ

せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について提案を受け

付ける契約をいう。 

 

(12) 機械設備 

 河川堤防や道路トンネル等の土木構造物の有する機能の補完又は拡大を目的に、能動的な機能を

付与するために設置される機械設備で、河川用ゲート設備、ダム用ゲート設備、揚排水ポンプ設備、

トンネル換気設備、トンネル非常用設備、消融雪設備、道路排水設備等及びこれらに類する土木工

作物に係る機械設備をいう。 

 

(13) 技能士 

 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づく技能検定に合格した者をいう。 

 

(14) 基幹技能者 

 専門工事業団体等が運営する基幹技能者制度（民間資格認定制度）で認定された者をいう。 

 なお、国土交通大臣の登録を受けた登録基幹技能者についても基幹技能者に含む。 

 

(15) 全道枠 

 全道規模での競争の場として、工事予定価格2億5千万円以上の範囲をいう。 

 

(16) 地域枠 

 北海道建設工事等競争入札参加資格審査に係る発注標準で設定できる工事予定価格2億5千万円

未満の範囲をいう。 

 

(17) 支払限度額 

 工期が複数年にわたる債務負担行為に基づく建設工事では、各会計年度の工事量に応じた限度額

を設定して支払うこととなり、この各会計年度に設定する支払の限度額をいう。 

 

 

 

 

 

 

道の競争入札参加資格のう

ち、専門工事の対象となる種

類を明確にした 
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Ⅱ 総合評価落札方式の概要 
 

Ⅱ－１ 総合評価落札方式の種類 
 

(1) 高度技術提案型 

 技術的な工夫の大きい工事において、構造物の品質の向上を図るため、強度、耐久性、維持管理

の容易さ、環境の改善への寄与、景観との調和、ライフサイクルコストの観点から、工事目的物自

体についての提案を認める等の高度な技術提案を求め、価格との総合評価を行う。 

 
(2) 標準型 

 技術的な工夫の余地が大きい工事において、発注者の求める工事内容を実現するため、工事の施

工条件や環境条件から工事ごとの施工上の技術的課題を踏まえて評価項目を設定し技術提案を求め

る。当該実現性や安全性等について審査し、価格との総合評価を行う。 

 発注者が示す標準案を向上させる技術提案を評価対象とするが、目的及び施工範囲が的確でなく

過剰な品質・性能となるような技術提案は、加点評価とはしない。 

 
(3) 簡易型 

 技術的な工夫の余地が少ない工事において、設計図書により発注者が示す仕様に基づく施工の確

実性を確保するため、簡易な施工計画や工事施行成績等に基づき技術力を審査し、価格との総合評

価を行う。 

 簡易な施工計画については、発注者が示す仕様に基づき、適切かつ確実に施工するための工夫や

配慮すべき事項等の所見を求めるが、的確な理由がない限りにおいては、発注者が示す仕様を上回

るものについては加点評価しない。 

 
 

Ⅱ－２ 総合評価落札方式による落札者の決定方法 
 
(1) 落札者の決定方法 

 地方自治法施行令第167条の10の2第2項に規定する場合を除き、入札価格が予定価格の 

制限の範囲内にある者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 

 
(2) 評価値の算出方法 

 加算方式または除算方式とする。 

 
 
 

（参考） 地方自治法施行令第167条の10の2第2項 

 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場

合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定

価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にと

つて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 総合評価落札方式の概要 
 

Ⅱ－１ 総合評価落札方式の種類 
 

(1) 高度技術提案型 

 技術的な工夫の大きい工事において、構造物の品質の向上を図るため、強度、耐久性、維持管理

の容易さ、環境の改善への寄与、景観との調和、ライフサイクルコストの観点から、工事目的物自

体についての提案を認める等の高度な技術提案を求め、価格との総合評価を行う。 

 
(2) 標準型 

 技術的な工夫の余地が大きい工事において、発注者の求める工事内容を実現するため、工事の施

工条件や環境条件から工事ごとの施工上の技術的課題を踏まえて評価項目を設定し技術提案を求め

る。当該実現性や安全性等について審査し、価格との総合評価を行う。 

 発注者が示す標準案を向上させる技術提案を評価対象とするが、目的及び施工範囲が的確でなく

過剰な品質・性能となるような技術提案は、加点評価とはしない。 

 
(3) 簡易型 

 技術的な工夫の余地が少ない工事において、設計図書により発注者が示す仕様に基づく施工の確

実性を確保するため、簡易な施工計画や工事施行成績等に基づき技術力を審査し、価格との総合評

価を行う。 

 簡易な施工計画については、発注者が示す仕様に基づき、適切かつ確実に施工するための工夫や

配慮すべき事項等の所見を求めるが、的確な理由がない限りにおいては、発注者が示す仕様を上回

るものについては加点評価しない。 

 
 

Ⅱ－２ 総合評価落札方式による落札者の決定方法 
 
(1) 落札者の決定方法 

 地方自治法施行令第167条の10の2第2項に規定する場合を除き、入札価格が予定価格の 

制限の範囲内にある者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 

 
(2) 評価値の算出方法 

 加算方式または除算方式とする。 

 
 
 

（参考） 地方自治法施行令第167条の10の2第2項 

 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場

合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定

価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にと

つて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。 
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Ⅱ－２－１ 加算方式 
 

(1) 評価値の算出方法 

 評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 ＋ 施工体制評価点 
 

(2) 価格評価点の算出 

 「Ⅱ-2-4 価格評価点の算出」 による。 
 

(3) 技術評価点の設定 

 技術評価点は、工事ごとに設定する。 
 

(4) 施工体制評価点の設定 

 「Ⅱ-2-5 施工体制評価点の算出」 による。 
 

(5) その他 

 入札価格は、予定価格の制限の範囲内であること。 

 価格評価点の算出方法は地域の裁量で変更可能とする。 

 

 

Ⅱ－２－２ 除算方式 
 

(1) 評価値の算出方法 

評価値 ＝ 
技術評価点

入札価格
 ＝ 

標準点 ＋ 技術加算点

入札価格
 

 

(2) 技術評価点の設定 

 標準点は100点、技術加算点は工事ごとに設定する。 
 

(3) その他 

ア 入札価格は、予定価格の制限の範囲内であること。 

イ 評価値は、標準点（100点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

 
 

Ⅱ－２－３ 評価値算出方法の適用区分 
 

評価値算出方法の適用区分については、当面、次のとおりとする。 
 

(1) 加算方式 

ア 標準型総合評価落札方式を試行する工事のうち、ＷＴＯ対象工事以外の工事 

イ 簡易型総合評価落札方式を試行する工事 

ウ ア、イ以外の工事で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事 
 

(2) 除算方式 

ア 標準型総合評価落札方式を試行する工事のうち、ＷＴＯ対象工事 

イ ア以外の工事で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事 
 

(3) 適用区分表 

型式等 落札者の決定方式 

標準型 
 

ＷＴＯ対象工事 除算方式 
上記以外 

加算方式 
簡易型 

 

 

 

Ⅱ－２－１ 加算方式 
 

(1) 評価値の算出方法 

 評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 ＋ 施工体制評価点 
 

(2) 価格評価点の算出 

 「Ⅱ-2-4 価格評価点の算出」 による。 
 

(3) 技術評価点の設定 

 技術評価点は、工事ごとに設定する。 
 

(4) 施工体制評価点の設定 

 「Ⅱ-2-5 施工体制評価点の算出」 による。 
 

(5) その他 

 入札価格は、予定価格の制限の範囲内であること。 

 価格評価点の算出方法は地域の裁量で変更可能とする。 

 

 

Ⅱ－２－２ 除算方式 
 

(1) 評価値の算出方法 

評価値 ＝ 
技術評価点

入札価格
 ＝ 

標準点 ＋ 技術加算点

入札価格
 

 

(2) 技術評価点の設定 

 標準点は100点、技術加算点は工事ごとに設定する。 
 

(3) その他 

ア 入札価格は、予定価格の制限の範囲内であること。 

イ 評価値は、標準点（100点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

 
 

Ⅱ－２－３ 評価値算出方法の適用区分 
 

評価値算出方法の適用区分については、当面、次のとおりとする。 
 

(1) 加算方式 

ア 標準型総合評価落札方式を試行する工事のうち、ＷＴＯ対象工事以外の工事 

イ 簡易型総合評価落札方式を試行する工事 

ウ ア、イ以外の工事で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事 
 

(2) 除算方式 

ア 標準型総合評価落札方式を試行する工事のうち、ＷＴＯ対象工事 

イ ア以外の工事で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事 
 

(3) 適用区分表 

型式等 落札者の決定方式 

標準型 
 

ＷＴＯ対象工事 除算方式 
上記以外 

加算方式 
簡易型 
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Ⅱ－２－４ 価格評価点の算出 
 

(1) 価格内で応札した者には、積算能力評価点として20点を付与する。 

 

(2) 算出方法 

ア 低入札価格調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者 

価格評価点 ＝ 100 × 1－
入札額

予定価格
＋20 

 

イ 低入札価格調査基準価格未満で応札した者 

価格評価点 ＝ 100 × 1－
低入札価格調査基準価格

予定価格
＋20   （一定） 

 
 

価格評価点算出のイメージ図 
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(3) 入札結果を公表する場合は、総合評価競争入札結果一覧表における価格評価点の桁数は小数第２位

までとし、評価値の桁数は順位が確定できるまで記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－２－４ 価格評価点の算出 
 

(1) 価格内で応札した者には、積算能力評価点として20点を付与する。 

 

(2) 算出方法 

ア 低入札価格調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者 

価格評価点 ＝ 100 × 1－
入札額

予定価格
＋20 

 

イ 低入札価格調査基準価格未満で応札した者 

価格評価点 ＝ 100 × 1－
低入札価格調査基準価格

予定価格
＋20   （一定） 

 
 

価格評価点算出のイメージ図 
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(3) 入札結果を公表する場合は、総合評価競争入札結果一覧表における価格評価点の桁数は小数第２位

までとし、評価値の桁数は順位が確定できるまで記載する。 
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Ⅱ－２－５ 施工体制評価点の算出 
 

Ⅱ－２－５－１ 施工体制評価の概要 
 

(1) 施工体制評価の概要 

 低入札工事においては、下請負者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等が懸念さ

れ、品質確保のための体制その他の施工体制が確保されない恐れがあることから、適切な施工体制

が確保されることを評価する。 
 

(2) 評価方法 

 必要がないと認められる場合を除き、開札後に積算内訳説明書の提出を求め、その内容を審査し

た上で施工体制評価点を確定する。 
 

(3) 施工体制評価点の決定方法 

ア 応札者から提出された積算内訳説明書の内容により、次表により３段階に評価する。 
 

積算内訳説明書による審査結果 評価 施工体制評価点 
施工体制が十分確保されている場合 評価Ａ １５ 

施工体制が概ね確保されている場合 評価Ｂ ５ 

施工体制の確保がされない恐れがある場合 評価Ｃ ０ 
 

イ 積算内訳説明書の記載内容については、必要に応じてヒアリングを実施できることとし、その

際には別途追加資料を求めることができる。 
 

ウ 積算内訳説明書に不備がある者については、評価Ｃとする。 
 

エ 期限までに積算内訳説明書を提出しなかった者のした入札は無効とする。 
 

(4) 低入札価格調査制度との関係 

ア 総合評価落札方式の入札を行った結果、低入札価格調査基準価格未満で応札した者が、提出さ

れた積算内訳説明書に基づき施工体制評価を行った上で落札候補者となった場合は、その者に対

して低入札価格調査を実施するが、その際の失格判断には施工体制評価時に提出された積算内訳

説明書を用いる。 
 

イ 施工体制評価に係る手続きは、総合評価落札方式における評価値算出の過程であり、積算内訳

説明書において失格基準価格を下回っている場合でも失格とはならず、この入札参加者が落札候

補者となった段階で低入札価格調査を実施し、失格の判断を行うことになることに注意すること。 
 

 

Ⅱ－２－５－２ 施工体制評価の適用区分 
 

施工体制評価の適用区分については、当面、次のとおりとする。 
 

(1) 適用工事 

 総合評価落札方式を試行する工事のうち、標準型（ＷＴＯ対象工事を除く）、簡易型を適用する工

事。 
 

(2) 適用区分表 

型式等 施工体制評価の適用 

標準型 
 

ＷＴＯ対象工事 適用しない 
上記以外 

適用する 
簡易型 

 

 

Ⅱ－２－５ 施工体制評価点の算出 
 

Ⅱ－２－５－１ 施工体制評価の概要 
 

(1) 施工体制評価の概要 

 低入札工事においては、下請負者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等が懸念さ

れ、品質確保のための体制その他の施工体制が確保されない恐れがあることから、適切な施工体制

が確保されることを評価する。 
 

(2) 評価方法 

 必要がないと認められる場合を除き、開札後に積算内訳説明書の提出を求め、その内容を審査し

た上で施工体制評価点を確定する。 
 

(3) 施工体制評価点の決定方法 

ア 応札者から提出された積算内訳説明書の内容により、次表により３段階に評価する。 
 

積算内訳説明書による審査結果 評価 施工体制評価点 
施工体制が十分確保されている場合 評価Ａ １５ 

施工体制が概ね確保されている場合 評価Ｂ ５ 

施工体制の確保がされない恐れがある場合 評価Ｃ ０ 
 

イ 積算内訳説明書の記載内容については、必要に応じてヒアリングを実施できることとし、その

際には別途追加資料を求めることができる。 
 

ウ 積算内訳説明書に不備がある者については、評価Ｃとする。 
 

エ 期限までに積算内訳説明書を提出しなかった者のした入札は無効とする。 
 

(4) 低入札価格調査制度との関係 

ア 総合評価落札方式の入札を行った結果、低入札価格調査基準価格未満で応札した者が、提出さ

れた積算内訳説明書に基づき施工体制評価を行った上で落札候補者となった場合は、その者に対

して低入札価格調査を実施するが、その際の失格判断には施工体制評価時に提出された積算内訳

説明書を用いる。 
 

イ 施工体制評価に係る手続きは、総合評価落札方式における評価値算出の過程であり、積算内訳

説明書において失格基準価格を下回っている場合でも失格とはならず、この入札参加者が落札候

補者となった段階で低入札価格調査を実施し、失格の判断を行うことになることに注意すること。 
 

 

Ⅱ－２－５－２ 施工体制評価の適用区分 
 

施工体制評価の適用区分については、当面、次のとおりとする。 
 

(1) 適用工事 

 総合評価落札方式を試行する工事のうち、標準型（ＷＴＯ対象工事を除く）、簡易型を適用する工

事。 
 

(2) 適用区分表 

型式等 施工体制評価の適用 

標準型 
 

ＷＴＯ対象工事 適用しない 
上記以外 

適用する 
簡易型 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－３ 総合評価落札方式の適用区分 
 

 総合評価落札方式の適用区分については、原則として次のとおりとする。 

 

(1) 標準型 

 予定価格が５億円以上の工事 
 

(2) 簡易型 

 簡易型総総合評価落札方式は、発注標準と整合を図り、当面は原則Ａ等級工事を対象に、工事技

術的難易度により次のタイプを適用する。(「Ⅲ-3-1 適用区分」 参照) 
 

ア 施工計画審査タイプ 

(ア) 施工計画審査タイプⅠ型 

 予定価格が2億5千万円以上5億円未満(全道枠)の工事 

(イ) 施工計画審査タイプⅡ型 

 予定価格が7千万円以上2億5千万円未満(地域枠)の工事で技術的難易度の高い工事 

 

イ 施工実績審査タイプ 

(ア) 施工実績審査タイプ型 

ａ 予定価格が7千万円以上2億5千万円未満(地域枠)の工事で技術的難易度の低い工事 

ｂ 予定価格が7千万円未満で総合評価審査委員会において必要と認められた工事 

(イ) 施工実績審査タイプ地域型 

 施工実績審査タイプ適用工事の中から地域の状況に応じて試行できる。 

(「Ⅲ-3-2-8 標準評価項目」 参照) 

 

ウ 専門工事タイプ 

 予定価格が5億円未満で総合評価審査委員会において必要と認められた工事に適用する。

(「Ⅲ-3-2-8 標準評価項目」 参照) 
 

適用除外  

 上記(１)、(２)に該当する工事であっても、次の①から③のいずれかに該当する場合は、総合評価落

札方式を適用しない。 

① 緊急工事等、特別な理由がある場合 

② 発注時期等に制限があり、総合評価落札方式を適用することにより、工事施工に必要な期間の確

保が困難な工事 

③ 総合評価審査委員会において、総合評価落札方式を適用することが不適当とされた工事 

 

 

(表Ａ) 適用区分のイメージ図 
 

ＷＴＯ対象額 
        

 

5億円 
       凡例 

 

2億5千万円 
        

 

1億円 

       総合評価落札方式を

適用する範囲 
 

  7千万円 
        

 

 
必要に応じて実施   必要に応じて実施     

 

 

施工実績審査 

タイプ 

施工計画審査 

タイプ Ⅱ型 

施工計画審査 

タイプ Ⅰ型 
専門工事タイプ 

(加算方式) (除算方式) 
 必要に応じて適用す

る範囲 

 

低   難易度   高 

【地域枠】 
【全道枠】 

標準型 

  

 簡易型   
 

Ⅱ－３ 総合評価落札方式の適用区分 
 

 総合評価落札方式の適用区分については、原則として次のとおりとする。 

 

(1) 標準型 

 予定価格が５億円以上の工事 
 

(2) 簡易型 

 簡易型総総合評価落札方式は、発注標準と整合を図り、当面は原則Ａ等級工事を対象に、工事技

術的難易度により次のタイプを適用する。(「Ⅲ-3-1 適用区分」 参照) 
 

ア 施工計画審査タイプ 

(ア) 施工計画審査タイプⅠ型 

 予定価格が2億5千万円以上5億円未満(全道枠)の工事 

(イ) 施工計画審査タイプⅡ型 

 予定価格が7千万円以上2億5千万円未満(地域枠)の工事で技術的難易度の高い工事 

 

イ 施工実績審査タイプ 

(ア) 施工実績審査タイプ型 

ａ 予定価格が7千万円以上2億5千万円未満(地域枠)の工事で技術的難易度の低い工事 

ｂ 予定価格が7千万円未満で総合評価審査委員会において必要と認められた工事 

(イ) 施工実績審査タイプ地域型 

 施工実績審査タイプ適用工事の中から地域の状況に応じて試行できる。 

(「Ⅲ-3-2-8 標準評価項目」 参照) 

 

ウ 専門工事タイプ 

 予定価格が5億円未満で総合評価審査委員会において必要と認められた工事に適用する。

(「Ⅲ-3-2-8 標準評価項目」 参照) 
 

適用除外  

 上記(１)、(２)に該当する工事であっても、次の①から③のいずれかに該当する場合は、総合評価落

札方式を適用しない。 

① 緊急工事等、特別な理由がある場合 

② 発注時期等に制限があり、総合評価落札方式を適用することにより、工事施工に必要な期間の確

保が困難な工事 

③ 総合評価審査委員会において、総合評価落札方式を適用することが不適当とされた工事 

 

 

(表Ａ) 適用区分のイメージ図 
 

ＷＴＯ対象額 
        

 

5億円 
       凡例 

 

2億5千万円 
        

 

1億円 

       総合評価落札方式を

適用する範囲 
 

  7千万円 
        

 

 
必要に応じて実施   必要に応じて実施     

 

 

施工実績審査 

タイプ 

施工計画審査 

タイプ Ⅱ型 

施工計画審査 

タイプ Ⅰ型 
専門工事タイプ 

(加算方式) (除算方式) 
 必要に応じて適用す

る範囲 

 

低   難易度   高 

【地域枠】 
【全道枠】 

標準型 

  

 簡易型   
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工事技術的難易度 

により選定 

工事技術的難易度 

により選定 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用区分のまとめ（フロー） 
 
 予定価格が 

ＷＴＯ対象額 

以上か？ 

Yes     

      

  

 

 

No 

 

      

 予定価格が 

５億円 

以上か？ 

Yes      

     

  

 

 

No 

 

       

 予定価格が 

２億５千万円 

以上か？ 

Yes       

    

  

 

 

No 

 

        

 予定価格が 

１億円 

以上か？ 

Yes 
工事技術的難易度評価 

のランクⅣ以上か？ 

Yes       

   

  

 

 

No 

 

  No         

 工事技術的 

難易度評価 

のランクⅤ 

以上か？

 

 予定価格が 

７千万円 

以上か？ 

Yes   Yes        
  

  
  

  

 

 

No 

 

   No         

  

 総合評価審査委員会で

実施の必要が認められ

た工事か？ 

Yes          

   

  No             

  

 

型式 総合評価 

落札方式 

を適用しない 

簡易型 簡易型 簡易型 標準型 標準型 

タイプ 
施工実績 

審査タイプ 

施工計画審査 

タイプ Ⅱ型 

施工計画審査 

タイプ Ⅰ型 
… … 

評価値算出方法  加算方式 加算方式 加算方式 加算方式 除算方式 

施工体制評価 
(｢Ⅱ-2-5 施工体制 

評価点の算出｣ 参照) 
 適用する 適用する 適用する 適用する 適用しない 

確実性審査 
(｢Ⅲ-2-1 確実性審査｣ 

参照) 
 適用しない 適用しない 適用しない 適用しない 適用する 

 

【注意事項】 

・予定価格が7千万円未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事は、施工実績審査タ

イプとする。 

・専門工事タイプ：予定価格が５億円未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事に適

用する。(「Ⅲ-3-2-8 標準評価項目」 参照) 

 

適用区分のまとめ（フロー） 
 
 予定価格が 

ＷＴＯ対象額 

以上か？ 

Yes     

      

  

 

 

No 

 

      

 予定価格が 

５億円 

以上か？ 

Yes      

     

  

 

 

No 

 

       

 予定価格が 

２億５千万円 

以上か？ 

Yes       

    

  

 

 

No 

 

        

 予定価格が 

１億円 

以上か？ 

Yes 
工事技術的難易度評価 

のランクⅣ以上か？ 

Yes       

   

  

 

 

No 

 

  No         

 工事技術的 

難易度評価 

のランクⅤ 

以上か？

 

 予定価格が 

７千万円 

以上か？ 

Yes   Yes        
  

  
  

  

 

 

No 

 

   No         

  

 総合評価審査委員会で

実施の必要が認められ

た工事か？ 

Yes          

   

  No             

  

 

型式 総合評価 

落札方式 

を適用しない 

簡易型 簡易型 簡易型 標準型 標準型 

タイプ 
施工実績 

審査タイプ 

施工計画審査 

タイプ Ⅱ型 

施工計画審査 

タイプ Ⅰ型 
… … 

評価値算出方法  加算方式 加算方式 加算方式 加算方式 除算方式 

施工体制評価 
(｢Ⅱ-2-5 施工体制 

評価点の算出｣ 参照) 
 適用する 適用する 適用する 適用する 適用しない 

確実性審査 
(｢Ⅲ-2-1 確実性審査｣ 

参照) 
 適用しない 適用しない 適用しない 適用しない 適用する 

 

【注意事項】 

・予定価格が7千万円未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事は、施工実績審査タ

イプとする。 

・専門工事タイプ：予定価格が５億円未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事に適

用する。(「Ⅲ-3-2-8 標準評価項目」 参照) 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 総合評価落札方式の各方式 
 

Ⅲ－１ 高度技術提案型総合評価落札方式 
 

 高度技術提案型総合評価落札方式については、実施しようとする工事ごとに、個別に実施手順等を検

討し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２ 標準型総合評価落札方式 
 

 予定価格が５億円以上の工事に適用する。 

 

(1) 標準型総合評価落札方式実施要領 

 

ア 標準型総合評価落札方式については、実施しようとする工事ごとに、工事特性等を勘案の上、

次に掲げる事項を掲載した「標準型総合評価落札方式実施要領」（以下「実施要領」という。）を

作成する。 
 

(ア) 工事名、施工場所及び工事概要 

(イ) 技術提案で求める範囲、必須要件及び評価基準 

(ウ) 技術提案の方法 

(エ) 技術提案の審査方法 

(オ) 落札者の決定方法 

(カ) 技術提案等の採否の通知方法等 

(キ) 入札方法 

(ク) 技術提案の取扱い 

(ケ) 提案内容の責任の所在等 

(コ) その他支出負担行為担当者が必要と認める事項 

 

イ 実施要領の作成に当たり、併せて落札者決定基準を作成し、実施要領とともに総合評価審査委

員会に付議する。 

 

ウ 実施要領及び落札者決定基準の作成に当たっては、あらかじめ当該事業を所管する本庁関係課

と協議する。 

 

エ 実施要領及び落札者決定基準は、入札説明書の一部を構成するものとして、入札参加者に対し

て交付する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 総合評価落札方式の各方式 
 

Ⅲ－１ 高度技術提案型総合評価落札方式 
 

 高度技術提案型総合評価落札方式については、実施しようとする工事ごとに、個別に実施手順等を検

討し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２ 標準型総合評価落札方式 
 

 予定価格が５億円以上の工事に適用する。 

 

(1) 標準型総合評価落札方式実施要領 

 

ア 標準型総合評価落札方式については、実施しようとする工事ごとに、工事特性等を勘案の上、

次に掲げる事項を掲載した「標準型総合評価落札方式実施要領」（以下「実施要領」という。）を

作成する。 
 

(ア) 工事名、施工場所及び工事概要 

(イ) 技術提案で求める範囲、必須要件及び評価基準 

(ウ) 技術提案の方法 

(エ) 技術提案の審査方法 

(オ) 落札者の決定方法 

(カ) 技術提案等の採否の通知方法等 

(キ) 入札方法 

(ク) 技術提案の取扱い 

(ケ) 提案内容の責任の所在等 

(コ) その他支出負担行為担当者が必要と認める事項 

 

イ 実施要領の作成に当たり、併せて落札者決定基準を作成し、実施要領とともに総合評価審査委

員会に付議する。 

 

ウ 実施要領及び落札者決定基準の作成に当たっては、あらかじめ当該事業を所管する本庁関係課

と協議する。 

 

エ 実施要領及び落札者決定基準は、入札説明書の一部を構成するものとして、入札参加者に対し

て交付する。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価項目の設定 

ア 評価項目は、当該工事の目的及び内容等を踏まえ、当該工事において、その内容を担保するこ

とができる事項に限り設定する。 

  なお、評価項目設定の指針となる事項について、次のとおり例示する。 
 

＜評価項目設定の指針となる事項の例示＞ 
 

１ 総合的なコストに関する事項 

ア ライフサイクルコスト 

 維持管理費・更新費を含めたライフサイクルコストについて評価する。 

イ その他 

 補償費等の支出額等を評価する。 

２ 工事目的物の性能、機能に関する事項 

ア 性能・機能 

 初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性、美観及び供用性等の性能並びに機能を評価する。 

３ 社会要請に関する事項 

ア 環境の維持 

 騒音、振動、粉塵、悪臭、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染及び景観について、道の利害の観点から評価する。 

イ 交通の確保 

 交通への影響（規制車線数、規制時間、交通ネットワークの確保及び災害復旧等）を道の利害の観点から評価する。 

ウ 特別な安全対策 

 特別な安全対策を必要とする工事について、安全対策の良否を評価する。 

エ 省資源対策又はリサイクル対策 

 省資源対策又はリサイクルの良否等への対応を道の利害の観点から評価する。 
 

 

イ 落札者が提案し採用された技術提案は契約内容となることも踏まえ、評価項目及び提案数の設

定に際しては、入札参加者が過度な負担とならないように配慮すること。 

 

 

(3) 総合評価の方法 

ア 総合評価の方法 

 評価値の算出方法に応じて、次のとおりとする。 

(ア) 除算方式の場合 

 入札参加者の技術提案の各評価項目の得点と標準点（１００点）の合計を当該入札参加者

の入札価格で除して得た数値をもって行う。 

(イ) 加算方式の場合 

 入札参加者の技術提案の各評価項目の得点の合計と当該入札参加者の入札価格から求めた

得点を加算して得た数値をもって行う。 

 評価値算出においては、必要に応じて総合評価管理費を計上することができる。また、評

価方法等は個別に実施要領を検討し実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価項目の設定 

ア 評価項目は、当該工事の目的及び内容等を踏まえ、当該工事において、その内容を担保するこ

とができる事項に限り設定する。 

  なお、評価項目設定の指針となる事項について、次のとおり例示する。 
 

＜評価項目設定の指針となる事項の例示＞ 
 

１ 総合的なコストに関する事項 

ア ライフサイクルコスト 

 維持管理費・更新費を含めたライフサイクルコストについて評価する。 

イ その他 

 補償費等の支出額等を評価する。 

２ 工事目的物の性能、機能に関する事項 

ア 性能・機能 

 初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性、美観及び供用性等の性能並びに機能を評価する。 

３ 社会要請に関する事項 

ア 環境の維持 

 騒音、振動、粉塵、悪臭、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染及び景観について、道の利害の観点から評価する。 

イ 交通の確保 

 交通への影響（規制車線数、規制時間、交通ネットワークの確保及び災害復旧等）を道の利害の観点から評価する。 

ウ 特別な安全対策 

 特別な安全対策を必要とする工事について、安全対策の良否を評価する。 

エ 省資源対策又はリサイクル対策 

 省資源対策又はリサイクルの良否等への対応を道の利害の観点から評価する。 
 

 

イ 落札者が提案し採用された技術提案は契約内容となることも踏まえ、評価項目及び提案数の設

定に際しては、入札参加者が過度な負担とならないように配慮すること。 

 

 

(3) 総合評価の方法 

ア 総合評価の方法 

 評価値の算出方法に応じて、次のとおりとする。 

(ア) 除算方式の場合 

 入札参加者の技術提案の各評価項目の得点と標準点（１００点）の合計を当該入札参加者

の入札価格で除して得た数値をもって行う。 

(イ) 加算方式の場合 

 入札参加者の技術提案の各評価項目の得点の合計と当該入札参加者の入札価格から求めた

得点を加算して得た数値をもって行う。 

 評価値算出においては、必要に応じて総合評価管理費を計上することができる。また、評

価方法等は個別に実施要領を検討し実施する。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 技術提案の評価の扱い 
 履行等 評価結果の確認 

採
用 

契
約
図
書
※１ 

加点評価する 

不履行の場合減点 

 入札参加者は発注者に対し、落

札者等の通知の日の翌日から起算

して５日以内(休日を除く。)に、書

面により説明を求めることができ

る。※４ 
一部加点評価する※２ 

 加点評価しない※２ 
技術提案書から削除 

 発注者から入札参加者に対し、

文書により通知 採用しない※３ 
 

※１： 標準型では技術提案書は契約図書となる。 
 

※２： 「一部加点評価する」とは、１枚の技術提案書で提案されている内容について、その１枚の中で

加点評価された提案と加点評価されない提案が混在していることをいう。 「加点評価しない」と

は、１枚の技術提案書で提案されている内容について、その１枚の中で加点評価された提案が１つ

もないことをいう。 
 

※３： 発注者が示す標準案の仕様を満足しない又は工事目的物の変更を伴う提案、実現不可能な提案等

は採用しない。 
  また、原則的に設計変更協議の対象となる技術提案も採用しない。 
 

※４： 評価結果の説明については、次のような技術提案へのアドバイスとなるような質問については回

答しない。 
     （例） ・各項目について、それぞれ何点獲得できたか？ 
   ・評価された提案について、どのような点が評価されたか？ 
   ・もし、○○○○という提案をしていれば、評価されたか？ 

 

 ウ 技術提案された内容の施行成績評定について 

 技術提案され契約図書となった内容については、工事施行成績評定における「創意工夫」や

「社会性等」の評価対象としない。 

 

 エ 過大な提案（オーバースペック）について 

 技術提案において過度なコスト負担を要する提案がなされた場合には、加算対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 イ 技術提案の評価の扱い 
 履行等 評価結果の確認 

採
用 

契
約
図
書
※１ 

加点評価する 

不履行の場合減点 

 入札参加者は発注者に対し、落

札者等の通知の日の翌日から起算

して５日以内(休日を除く。)に、書

面により説明を求めることができ

る。※４ 
一部加点評価する※２ 

 加点評価しない※２ 
技術提案書から削除 

 発注者から入札参加者に対し、

文書により通知 採用しない※３ 
 

※１： 標準型では技術提案書は契約図書となる。 
 

※２： 「一部加点評価する」とは、１枚の技術提案書で提案されている内容について、その１枚の中で

加点評価された提案と加点評価されない提案が混在していることをいう。 「加点評価しない」と

は、１枚の技術提案書で提案されている内容について、その１枚の中で加点評価された提案が１つ

もないことをいう。 
 

※３： 発注者が示す標準案の仕様を満足しない又は工事目的物の変更を伴う提案、実現不可能な提案等

は採用しない。 
  また、原則的に設計変更協議の対象となる技術提案も採用しない。 
 

※４： 評価結果の説明については、次のような技術提案へのアドバイスとなるような質問については回

答しない。 
     （例） ・各項目について、それぞれ何点獲得できたか？。 
   ・評価された提案について、どのような点が評価されたか？ 
   ・もし、○○○○という提案をしていれば、評価されたか？。 

 

 ウ 技術提案された内容の施行成績評定について 

 技術提案され契約図書となった内容については、工事施行成績評定における「創意工夫」や

「社会性等」の評価対象としない。 

 

 エ 過大な提案（オーバースペック）について 

 技術提案において過度なコスト負担を要する提案がなされた場合には、加算対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）＜提案に対し、オーバースペックと判断する（した）場合がある事例＞ 
※ 現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断されるわけではない。提案に当たっては各工事の入

札説明書を確認すること。 

  また、これ以外でも、過度なコスト負担を要していると判断される場合は、評価しないことがある。 
 

工種 発注者が 

設定した評価項目 

オーバースペックと見なされる技術提案内容  
工事内容  その理由 

一
般
土
木 

コンクリート 

構造物工事 

コンクリートの品質 

・耐久性向上 

 低発熱ポルトランドセメントの使用に加えて高強

度コンクリートに変更し、過剰な費用を要する提案

 要求水準に対し過剰な品質・性能を実現

するため、高価な材料等の使用や必要性の

低いとされる提案の実施に過剰な費用を要

すと判断 

河川構造物工

事 

コンクリートの良好

な品質確保 

 品質確保のためにコンクリート強度を変更（水セ

メント比の変更等）する提案 

 施工管理基準等の規定以上であり過剰で

あると判断 

コンクリートの品質

確保を図るための施

工方法 

 品質確保のためにコンクリート強度を変更する提

案 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プであると判断 

トンネル 

工事 

長期耐久性と品質の

向上 

 トンネル全線でＡＥ減水剤（高性能・中性能）を

採用する提案（目的や施工範囲が明確でない場合に

限る） 

 吹付けコンクリート及び覆工コンクリー

トにおいて、使用目的及び施工範囲が適確

でない場合、過度なコスト負担と判断 

 トンネル全線で非鋼繊維補強コンクリートを採用

する提案（目的や施工範囲が明確でない場合に限る）

コンクリートの品質・

耐久性向上 

 仮設トンネル全線でＡＥ減水剤（高性能・中性能）

を採用する提案 

 ダム工事の（仮設的な）仮排水トンネル覆

工のため（材料、配合に関する提案は評価し

ない旨、明示）  仮設トンネル全線で充填性向上を目的とした流動

化コンクリートを使用する提案 

 仮設トンネルで高強度コンクリートを使用する提

案 

 仮設トンネル全線で非鋼繊維補強コンクリートを

採用する提案 

 仮設トンネルでひび割れ抑制ファイバーを使用す

る提案 

覆工コンクリートの

品質・耐久性向上 

 仮設トンネルでのコンクリート全面にわたる表面

改質剤の塗布に過剰な費用を要する提案 

 ダム工事の（仮設的な）仮排水トンネル覆

工のため（材料、配合に関する提案は評価し

ない旨、明示） 

断面縮小部の拡幅掘

削における品質管理

に係わる具体的な施

工計画 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアップに関す

る提案（目的及び施工範囲が適確な場合は除く） 

 必要以上の高性能な注入材の使用に係わ

る費用が過度なコスト負担につながるため 

覆工コンクリート施

工計画 

 覆工コンクリートに関する事項における設計図書

等の範囲を超えたグレードアップに関する提案（但

し目的及び施工範囲が適確な場合は除く） 

 吹付コンクリート及び覆工コンクリート

において、使用目的及び施工範囲が適確で

ない場合、過度なコスト負担と判断 

掘削工及び支保工施

工計画 

 掘削工及び支保工に関する事項の内、掘削パター

ンや掘削補助工法等において設計図書等の範囲を超

えたグレードアップに関する提案（但し目的及び施

工範囲が適確な場合は除く） 

 使用目的、施工範囲が適確でない場合、過

度なコスト負担を要する提案と判断 

長期耐久性と品質の

向上 

 地質条件に伴い設計変更対象となる掘削パターン

や掘削補助工法に関する提案 

 設計図書に明示が無く設計変更の対象と

なる技術提案は評価しない 

ウォータータイト区

間のトンネル掘削工

における地山の安定

に係わる具体的な施

工計画 

 必要以上の補助工法に係わる費用が過度

なコスト負担につながるため 

 

 

 

（参考）＜提案に対し、オーバースペックと判断する（した）場合がある事例＞ 
※ 現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断されるわけではない。提案に当たっては各工事の入

札説明書を確認すること。 

  また、これ以外でも、過度なコスト負担を要していると判断される場合は、評価しないことがある。 
 

工種 発注者が 

設定した評価項目 

オーバースペックと見なされる技術提案内容  
工事内容  その理由 

一
般
土
木 

コンクリート 

構造物工事 

コンクリートの品質 

・耐久性向上 

 低発熱ポルトランドセメントの使用に加えて高強

度コンクリートに変更し、過剰な費用を要する提案 

 要求水準に対し過剰な品質・性能を実現

するため、高価な材料等の使用や必要性の

低いとされる提案の実施に過剰な費用を要

すと判断 

河川構造物工

事 

コンクリートの良好

な品質確保 

 品質確保のためにコンクリート強度を変更（水セ

メント比の変更等）する提案 

 施工管理基準等の規定以上であり過剰で

あると判断 

コンクリートの品質

確保を図るための施

工方法 

 品質確保のためにコンクリート強度を変更する提

案 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プであると判断 

トンネル 

工事 

長期耐久性と品質の

向上 

 トンネル全線でＡＥ減水剤（高性能・中性能）を

採用する提案（目的や施工範囲が明確でない場合に

限る） 

 吹付けコンクリート及び覆工コンクリー

トにおいて、使用目的及び施工範囲が適確

でない場合、過度なコスト負担と判断 

 トンネル全線で非鋼繊維補強コンクリートを採用

する提案（目的や施工範囲が明確でない場合に限る）

コンクリートの品質・

耐久性向上 

 仮設トンネル全線でＡＥ減水剤（高性能・中性能）

を採用する提案 

 ダム工事の（仮設的な）仮排水トンネル覆

工のため（材料、配合に関する提案は評価し

ない旨、明示）  仮設トンネル全線で充填性向上を目的とした流動

化コンクリートを使用する提案 

 仮設トンネルで高強度コンクリートを使用する提

案 

 仮設トンネル全線で非鋼繊維補強コンクリートを

採用する提案 

 仮設トンネルでひび割れ抑制ファイバーを使用す

る提案 

覆工コンクリートの

品質・耐久性向上 

 仮設トンネルでのコンクリート全面にわたる表面

改質剤の塗布に過剰な費用を要する提案 

 ダム工事の（仮設的な）仮排水トンネル覆

工のため（材料、配合に関する提案は評価し

ない旨、明示） 

断面縮小部の拡幅掘

削における品質管理

に係わる具体的な施

工計画 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアップに関す

る提案（目的及び施工範囲が適確な場合は除く） 

 必要以上の高性能な注入材の使用に係わ

る費用が過度なコスト負担につながるため 

覆工コンクリート施

工計画 

 覆工コンクリートに関する事項における設計図書

等の範囲を超えたグレードアップに関する提案（但

し目的及び施工範囲が適確な場合は除く） 

 吹付コンクリート及び覆工コンクリート

において、使用目的及び施工範囲が適確で

ない場合、過度なコスト負担と判断 

掘削工及び支保工施

工計画 

 掘削工及び支保工に関する事項の内、掘削パター

ンや掘削補助工法等において設計図書等の範囲を超

えたグレードアップに関する提案（但し目的及び施

工範囲が適確な場合は除く） 

 使用目的、施工範囲が適確でない場合、過

度なコスト負担を要する提案と判断 

長期耐久性と品質の

向上 

 地質条件に伴い設計変更対象となる掘削パターン

や掘削補助工法に関する提案 

 設計図書に明示が無く設計変更の対象と

なる技術提案は評価しない 

ウォータータイト区

間のトンネル掘削工

における地山の安定

に係わる具体的な施

工計画 

 必要以上の補助工法に係わる費用が過度

なコスト負担につながるため 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工種 発注者が 

設定した評価項目 

オーバースペックと見なされる技術提案内容  
工事内容  その理由 

一
般
土
木 

橋梁基礎 

工事 

 

太径鉄筋や高密度背

筋部を有する橋脚躯

体工におけるコンク

リート打設方法の工

夫 

 橋脚躯体工のコンクリート打設方法の工夫とし

て高流動コンクリートを使用する提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

コンクリートの施工

方法及び品質管理 

 品質確保のためコンクリート強度を変更する  設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 

地盤改良 

工事 

 

地盤改良による近接

構造物への影響対策 

 設計基準強度を増加する提案  設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 

地盤改良による近接

構造物への影響対策 

 追加ボーリングの実施等、必要以上の施工管理を

行う提案 

 設計図書等に明示がなく通常設計変更で

対応している次項のため 

築堤護岸 

工事 

狭隘な施工ヤードで

の施工上配慮すべき

事項について 

 施工延長全体にわたり仮設構台を設置する等の

提案 

 必要以上の対策効果を実現する提案のた

め 

鋼橋上部工 現場施工の工程管理

に係わる具体的な施

工計画 

 機種・機械の大型化等、設計図書等の範囲を超え

た効率化等を目的とした提案 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 

合成床板の品質管理

に係わる具体的な工

夫 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアップに関

する提案 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 

鋼 橋 の 耐 久 性 の 確

保、向上に資する工

場製作等における工

夫 

 鋼橋全面に増塗りする提案  必要以上の対策効果を実現する提案のた

め  重メッキを実施する提案 

 金属疲労への耐性が高い鋼材等を使用する提案 

塗装の品質・耐久性

向上または保護性さ

びの形成促進 

 風雨の影響を受けにくい部位も含む上部工鋼材

全面にわたって塗装等を追加し、過剰な費用を要す

る提案 

 要求水準に対し過剰な品質・性能を実現

するため、高価な材料等の使用や必要性の

低いとされる提案の実施に過剰な費用を要

すと判断 

アスファルト 

舗装 

橋面排水性舗装工の

品質確保に関する工

夫（防水対策を含む） 

 レベリング層において全面にわたって砕石マス

チック混合物（ＳＭＡ）を使用する提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

軟弱地盤における構

造物脇の舗装の残留

沈下対策に関する工

夫 

 ＢＯＸ脇路床部の改良に軽量混合土等を使用す

る提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

工程管理に係わる具

体的な方策について 

 機種・機械の大型化等、設計図書等の範囲を超え

た効率化等を目的とした提案 

 機種・機械の大型化等に係わる費用が過

度なコスト負担につながるため 

平坦性の向上  舗装表層における平坦性に過剰な数値を設定す

る提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

浚渫 施工上配慮すべき事

項 

 特に必要性が認められない引船、押船、安全監視

船等を過剰に配備する提案 

 必要以上の対策効果を実現する提案のた

め 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
工種 発注者が 

設定した評価項目 

オーバースペックと見なされる技術提案内容  
工事内容  その理由 

一
般
土
木 

橋梁基礎 

工事 

 

太径鉄筋や高密度背

筋部を有する橋脚躯

体工におけるコンク

リート打設方法の工

夫 

 橋脚躯体工のコンクリート打設方法の工夫とし

て高流動コンクリートを使用する提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

コンクリートの施工

方法及び品質管理 

 品質確保のためコンクリート強度を変更する  設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 
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工事 
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対応している次項のため 

築堤護岸 

工事 

狭隘な施工ヤードで

の施工上配慮すべき

事項について 

 施工延長全体にわたり仮設構台を設置する等の

提案 

 必要以上の対策効果を実現する提案のた

め 

鋼橋上部工 現場施工の工程管理

に係わる具体的な施

工計画 

 機種・機械の大型化等、設計図書等の範囲を超え

た効率化等を目的とした提案 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 

合成床板の品質管理

に係わる具体的な工

夫 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアップに関

する提案 

 設計図書等の範囲を超えたグレードアッ

プに関する提案のため 

鋼 橋 の 耐 久 性 の 確

保、向上に資する工

場製作等における工

夫 

 鋼橋全面に増塗りする提案  必要以上の対策効果を実現する提案のた

め  重メッキを実施する提案 

 金属疲労への耐性が高い鋼材等を使用する提案 

塗装の品質・耐久性

向上または保護性さ

びの形成促進 

 風雨の影響を受けにくい部位も含む上部工鋼材

全面にわたって塗装等を追加し、過剰な費用を要す

る提案 

 要求水準に対し過剰な品質・性能を実現

するため、高価な材料等の使用や必要性の

低いとされる提案の実施に過剰な費用を要

すと判断 

アスファルト 

舗装 

橋面排水性舗装工の

品質確保に関する工

夫（防水対策を含む） 

 レベリング層において全面にわたって砕石マス

チック混合物（ＳＭＡ）を使用する提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

軟弱地盤における構

造物脇の舗装の残留

沈下対策に関する工

夫 

 ＢＯＸ脇路床部の改良に軽量混合土等を使用す

る提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

工程管理に係わる具

体的な方策について 

 機種・機械の大型化等、設計図書等の範囲を超え

た効率化等を目的とした提案 

 機種・機械の大型化等に係わる費用が過

度なコスト負担につながるため 

平坦性の向上  舗装表層における平坦性に過剰な数値を設定す

る提案 

 過度なコスト負担を要していると判断さ

れるため 

浚渫 施工上配慮すべき事

項 

 特に必要性が認められない引船、押船、安全監視

船等を過剰に配備する提案 

 必要以上の対策効果を実現する提案のた

め 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 特記仕様書 

 特記仕様書への追加記載事項として、技術提案、技術提案に係る履行確認、ペナルティについて、

次のとおり例示する。 

（なお、この例示は参考であり、当該工事の工事特性や標準型総合評価実施要領等を考慮して作成

すること。） 

 
技術提案について 
 

１ 技術提案の保護 

 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、北海道が無償で使

用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する事項が含まれる提案については、この限りではない。 

２ 責任の所在 

 発注者が技術提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する落札者の責

任が軽減されるものではない。 
 

 
採用された技術提案に係る履行確認について 
 

 総合評価落札方式において、落札者が提案し採用された技術提案はすべて契約内容となるため、発注者は落札者の技術提案内

容の履行について確認が必要である。 

 このため受注者は、施工計画書の他に、技術提案について、その実施方法等を定めた「総合評価計画書」を作成しなければなら

ない。 

 以下に技術提案の履行確認方法を示す。 

１ 受注者は当該工事の契約後、速やかに施工計画書の他に技術提案について、その実施方法等を定めた別記１「総合評価計

画書」を作成し工事監督員に提出するものとする。 

２ 提出された総合評価計画書は、受注者・工事監督員・事業担当課の３者において、記載内容について確認するものとする。 

３ 工事施工中、工事監督員は総合評価計画書に基づき、現場において実施内容が実際に履行されているかどうか別記２「チ

ェックシート」等を用いて適宜確認する。 

４ 工事監督員は、実施内容が履行されていないと認めた場合、受注者に対して書面により是正措置の指示をし、是正措置の

指示等を受けた受注者は、是正報告を書面により工事監督員に提出しなければならない。 

  指示及び是正報告については工事施工協議簿で行わなければならない。なお、工事施工協議簿については、双方が署名ま

たは押印したものの原本を発注者が保管し、複製を受注者が保管するものとする。 

５ 受注者は、総合評価計画書に基づき実施した内容を、受注者の責任において別記３「総合評価実施報告書」として整備、

保管し、工事監督員から請求があった場合は提示するとともに、工事が完成したときは提出しなければならない。 

６ 工事監督員は、現場確認及び総合評価実施報告書等を基に、技術提案内容が総合的に判断して確実に履行されているかど

うかの確認を行わなければならない。 
 

 別記1 総合評価計画書 

 記載内容を以下に示す。 
 

総合評価計画書 

施工計画書１ 

①施工（実施）方法 

②確認方法(チェックシート含む） 

③管理方法 

④その他必要事項 

※ 提案案件ごとに施工計画書1 施工計画書2 ・・・にまとめる。 

※ 提案内容に照らして過度な書類とならないように留意するものとする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 特記仕様書 

 特記仕様書への追加記載事項として、技術提案、技術提案に係る履行確認、ペナルティについて、

次のとおり例示する。 

（なお、この例示は参考であり、当該工事の工事特性や標準型総合評価実施要領等を考慮して作成

すること。） 

 
技術提案について 
 

１ 技術提案の保護 

 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、北海道が無償で使

用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する事項が含まれる提案については、この限りではない。 

２ 責任の所在 

 発注者が技術提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する落札者の責

任が軽減されるものではない。 
 

 
採用された技術提案に係る履行確認について 
 

 総合評価落札方式において、落札者が提案し採用された技術提案はすべて契約内容となるため、発注者は落札者の技術提案内

容の履行について確認が必要である。 

 このため受注者は、施工計画書の他に、技術提案について、その実施方法等を定めた「総合評価計画書」を作成しなければなら

ない。 

 以下に技術提案の履行確認方法を示す。 

１ 受注者は当該工事の契約後、速やかに施工計画書の他に技術提案について、その実施方法等を定めた別記１「総合評価計

画書」を作成し工事監督員に提出するものとする。 

２ 提出された総合評価計画書は、受注者・工事監督員・事業担当課の３者において、記載内容について確認するものとする。 

３ 工事施工中、工事監督員は総合評価計画書に基づき、現場において実施内容が実際に履行されているかどうか別記２「チ

ェックシート」等を用いて適宜確認する。 

４ 工事監督員は、実施内容が履行されていないと認めた場合、受注者に対して書面により是正措置の指示をし、是正措置の

指示等を受けた受注者は、是正報告を書面により工事監督員に提出しなければならない。 

  指示及び是正報告については工事施工協議簿で行わなければならない。なお、工事施工協議簿については、双方が署名ま

たは押印したものの原本を発注者が保管し、複製を受注者が保管するものとする。 

５ 受注者は、総合評価計画書に基づき実施した内容を、受注者の責任において別記３「総合評価実施報告書」として整備、

保管し、工事監督員から請求があった場合は提示するとともに、工事が完成したときは提出しなければならない。 

６ 工事監督員は、現場確認及び総合評価実施報告書等を基に、技術提案内容が総合的に判断して確実に履行されているかど

うかの確認を行わなければならない。 
 

 別記1 総合評価計画書 

 記載内容を以下に示す。 
 

総合評価計画書 

施工計画書１ 

①施工（実施）方法 

②確認方法(チェックシート含む） 

③管理方法 

④その他必要事項 

※ 提案案件ごとに施工計画書1 施工計画書2 ・・・にまとめる。 

※ 提案内容に照らして過度な書類とならないように留意するものとする。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 別記２ チェックシート 

 チェックシートの例を以下に示す。 

 

 

 
チェック項目 提案内容 監督員確認日  

  1  

2  

3  

 1  

2  

3  

（意見欄）：提案内容を実施していない箇所があれば指示等を記入 

 

 

 

   

 

 別記3 総合評価実施報告書 

 記載内容を以下に示す。 
 

総合評価実施報告書施工実施書 

施工実績書1 

①実施時期等 

②実施内容（写真等確認できる資料を添付） 

③その他必要事項 

※ 総合評価で受注者が提案した内容に対して、実施した内容が確認できる資料を整理する。 

※ 提案案件ごとに施工実施書1 施工実施書2 ・・・にまとめる。 

※ 工事監督員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

※ 提案内容に照らして過度な書類とならないように留意するものとする。 

 

 

 
責任の所在とペナルティ 
 

１ 支出負担行為担当者が技術提案を適正と認め、工事施工においてこれを採用した場合においても、当該技術提案に係る工事

目的物の性能、機能及び品質等については、落札者が保証するものとする。 

２ 落札者は、技術提案に係る部分の工事の施工に当たり、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するとき

は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

３ 落札者の責により技術提案を履行できない場合は、次の式により求めた点数を工事成績評定点から減点するものとする。 

工事成績表定点の減点数＝20(点)×(各評定項目の加算点の合計／40点)×(1－達成率) 

※ 評価項目ごとの減点数は、小数第４位を四捨五入して小数第３位止めとする。 

※ 達成率＝(各評価項目の採用された技術提案の実施数)／(総合評価時における各評価項目の技術提案の採用合計数) 

※ 達成率は、小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとする。 

※ なお、現場条件の変更や天候不良などの不測の事態により、作業が中断または中止するなど、技術提案内容に基づく施

工ができない特別な事情が発生した場合は、その都度支出負担行為担当者と協議すること。 

４ 落札者の責により、技術提案を履行できなかった場合において、再度の施工が困難であるとき、あるいは合理的でないとき

は、契約金額の減額及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 別記２ チェックシート 

 チェックシートの例を以下に示す。 

 

 

 
チェック項目 提案内容 監督員確認日  

  1  

2  

3  

 1  

2  

3  

（意見欄）：提案内容を実施していない箇所があれば指示等を記入 

 

 

 

   

 

 別記3 総合評価実施報告書 

 記載内容を以下に示す。 
 

総合評価実施報告書施工実施書 

施工実績書1 

①実施時期等 

②実施内容（写真等確認できる資料を添付） 

③その他必要事項 

※ 総合評価で受注者が提案した内容に対して、実施した内容が確認できる資料を整理する。 

※ 提案案件ごとに施工実施書1 施工実施書2 ・・・にまとめる。 

※ 工事監督員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

※ 提案内容に照らして過度な書類とならないように留意するものとする。 

 

 

 
責任の所在とペナルティ 
 

１ 支出負担行為担当者が技術提案を適正と認め、工事施工においてこれを採用した場合においても、当該技術提案に係る工事

目的物の性能、機能及び品質等については、落札者が保証するものとする。 

２ 落札者は、技術提案に係る部分の工事の施工に当たり、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するとき

は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

３ 落札者の責により技術提案を履行できない場合は、次の式により求めた点数を工事成績評定点から減点するものとする。 

工事成績表定点の減点数＝20(点)×(各評定項目の加算点の合計／40点)×(1－達成率) 

※ 評価項目ごとの減点数は、小数第４位を四捨五入して小数第３位止めとする。 

※ 達成率＝(各評価項目の採用された技術提案の実施数)／(総合評価時における各評価項目の技術提案の採用合計数) 

※ 達成率は、小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとする。 

※ なお、現場条件の変更や天候不良などの不測の事態により、作業が中断または中止するなど、技術提案内容に基づく施

工ができない特別な事情が発生した場合は、その都度支出負担行為担当者と協議すること。 

４ 落札者の責により、技術提案を履行できなかった場合において、再度の施工が困難であるとき、あるいは合理的でないとき

は、契約金額の減額及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。 
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 変更後 変更前 備考 

Ⅲ－２－１ 確実性審査 
 

Ⅲ－２－１－１ 確実性審査の概要 
 

(1) 確実性審査の概要 

 技術点の評価に当たり、総合評価落札方式に係る技術提案実現の確実性を審査する。 
 

(2) 技術点の評価方法 

ア 必要がないと認められる場合を除き、開札後に積算内訳説明書の提出を求め、その内容を確認・

審査した上で「提案確実性係数(α)」を判定し、技術加算点に次により反映させる。 
 

 

 技術評価点 ＝ 標準点 ＋ 技術加算点 
 

  ※ 技術加算点 ＝ 技術提案に対する加算点 × 提案確実性係数α（0.000～1.000） 
 

 

イ 技術加算点は、小数第３位以下を切り捨て２位止めとする。 
 

(3) 提案確実性係数(α)の決定方法 

ア 応札者から提出された積算内訳説明書の内容により、次表により３段階に評価する。 
 

積算内訳説明書による審査結果 評価 提案確実性係数(α) 

技術提案の実現が確実と判断される場合 評価Ａ α＝1.000 

技術提案の実現の確実性が低いと判断される場合 評価Ｂ α＝0.333 

技術提案の実現の確実性が極めて低いと判断される場合 評価Ｃ α＝0.000 
 

イ 積算内訳説明書の記載内容については、必要に応じてヒアリングを実施できることとし、その

際には別途追加資料を求めることができる。 

ウ 積算内訳説明書に不備がある者については、評価Ｃとする。 

エ 期限までに積算内訳説明書を提出しなかった者のした入札は無効とする。 
 

(4)低入札価格調査制度との関係 

ア 総合評価落札方式の入札を行った結果、低入札価格調査基準価格未満で応札した者が、提出さ

れた積算内訳説明書に基づき技術評価を行った上で落札候補者となった場合は、その者に対して

低入札価格調査を実施するが、その際の失格判断には技術評価時に提出された積算内訳説明書を

用いる。 

イ 確実性審査に係る手続きは、総合評価落札方式における評価値算出の過程であり、積算内訳説

明書において失格基準価格を下回っている場合でも失格とはならず、この入札参加者が落札候補

者となった段階で低入札価格調査を実施し、失格の判断を行うことになることに注意すること。 
 

Ⅲ－２－１－２ 確実性審査の適用区分 
 

 確実性審査の適用区分については、当面、次のとおりとする。 
 

(1) 適用工事 

ア 標準型総合評価落札方式を試行する工事のうち、ＷＴＯ対象工事 
イ ア以外の工事で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事 

 

(2) 適用区分表 

型式等 確実性審査の適用 

標準型 
 

ＷＴＯ対象工事 適用する 
上記以外 

適用しない 
簡易型 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２－１ 確実性審査 
 

Ⅲ－２－１－１ 確実性審査の概要 
 

(1) 確実性審査の概要 

 技術点の評価に当たり、総合評価落札方式に係る技術提案実現の確実性を審査する。 
 

(2) 技術点の評価方法 

ア 必要がないと認められる場合を除き、開札後に積算内訳説明書の提出を求め、その内容を確認・

審査した上で「提案確実性係数(α)」を判定し、技術加算点に次により反映させる。 
 

 

 技術評価点 ＝ 標準点 ＋ 技術加算点 
 

  ※ 技術加算点 ＝ 技術提案に対する加算点 × 提案確実性係数α（0.000～1.000） 
 

 

イ 技術加算点は、小数第３位以下を切り捨て２位止めとする。 
 

(3) 提案確実性係数(α)の決定方法 

ア 応札者から提出された積算内訳説明書の内容により、次表により３段階に評価する。 
 

積算内訳説明書による審査結果 評価 提案確実性係数(α) 

技術提案の実現が確実と判断される場合 評価Ａ α＝1.000 

技術提案の実現の確実性が低いと判断される場合 評価Ｂ α＝0.333 

技術提案の実現の確実性が極めて低いと判断される場合 評価Ｃ α＝0.000 
 

イ 積算内訳説明書の記載内容については、必要に応じてヒアリングを実施できることとし、その

際には別途追加資料を求めることができる。 

ウ 積算内訳説明書に不備がある者については、評価Ｃとする。 

エ 期限までに積算内訳説明書を提出しなかった者のした入札は無効とする。 
 

(4)低入札価格調査制度との関係 

ア 総合評価落札方式の入札を行った結果、低入札価格調査基準価格未満で応札した者が、提出さ

れた積算内訳説明書に基づき技術評価を行った上で落札候補者となった場合は、その者に対して

低入札価格調査を実施するが、その際の失格判断には技術評価時に提出された積算内訳説明書を

用いる。 

イ 確実性審査に係る手続きは、総合評価落札方式における評価値算出の過程であり、積算内訳説

明書において失格基準価格を下回っている場合でも失格とはならず、この入札参加者が落札候補

者となった段階で低入札価格調査を実施し、失格の判断を行うことになることに注意すること。 
 

Ⅲ－２－１－２ 確実性審査の適用区分 
 

 確実性審査の適用区分については、当面、次のとおりとする。 
 

(1) 適用工事 

ア 標準型総合評価落札方式を試行する工事のうち、ＷＴＯ対象工事 
イ ア以外の工事で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事 

 

(2) 適用区分表 

型式等 施工体制評価の適用 

標準型 
 

ＷＴＯ対象工事 適用する 
上記以外 

適用しない 
簡易型 
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 変更後 変更前 備考 

Ⅲ－２－２ 詳細設計付施工発注方式及び契約後ＶＥの併用 
 

 総合評価落札方式を適用する工事において、詳細設計付施工発注方式及び契約後ＶＥとの併用を検討

できる。なお、上記対象工事について、次のとおり例示する。 

 
例１） 

 機械設備、電気設備、補修工事等の工事のうち、 

・設計業者よりもメーカーに総合的ノウハウが蓄積されているような場合 

・設計と施工が密接に関連しているような場合 

等の特殊性を有する工事で、施工者が詳細設計等を実施することで効率的な施工等を期待できるもの 

 
例２） 

 工事契約後の技術提案により工事目的物の「機能」を低下させることなく「コスト」を縮減させる提

案を期待できるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２－２ 詳細設計付施工発注方式及び契約後ＶＥの併用 
 

 総合評価落札方式を適用する工事において、詳細設計付施工発注方式及び契約後ＶＥとの併用を検討

できる。なお、上記対象工事について、次のとおり例示する。 

 
例１） 

 機械設備、電気設備、補修工事等の工事のうち、 

・設計業者よりもメーカーに総合的ノウハウが蓄積されているような場合 

・設計と施工が密接に関連しているような場合 

等の特殊性を有する工事で、施工者が詳細設計等を実施することで効率的な施工等を期待できるもの 

 
例２） 

 工事契約後の技術提案により工事目的物の「機能」を低下させることなく「コスト」を縮減させる提

案を期待できるもの 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３ 簡易型総合評価落札方式 
 

Ⅲ－３－１ 適用区分 
 

(1) 施工計画審査タイプⅠ型 

 予定価格が2億5千万円以上5億円未満の工事とする。 

 

(2) 施工計画審査タイプⅡ型・施工実績審査タイプ 

 上記タイプは、発注標準と整合を図り、次表の「工事技術的難易度による選定基準」によりタイ

プを選定する。 

 また、予定価格が7千万円未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事は、施工

実績審査タイプ型とする。 

 

表Ｂ       【工事技術的難易度による選定基準】 
 

  

（
予
定
価
格
） 

２億５千万円 （２億５千万円以上は、施工計画審査タイプⅠ型） 

 低   工事技術的難易度   高 
 

１億円 
施工実績審査タイプ 

 施工計画審査タ

イプⅡ型  

  ７千万円 
 

事業分類 
(※1) 

工事技術的難易度ランク

 工事区分 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ(※2) Ⅴ Ⅵ 

河川 

堤防、護岸、床止め・床固め、浚渫、維持 易 やや難 難    

樋門・樋管、水路トンネル(推進)、伏せ越し、揚排水機場  易 やや難 
 

難 
   

  

堰・水門、水路トンネル(山岳トンネル、シールド、開削)   易 
 

やや難 
 

難  
  

ダム 堤体工     

易 
 

やや難 難   

海岸 
堤防、護岸、養浜、浚渫、維持 易 やや難 難    

突堤、離岸堤  易 やや難 
 

難 
   

  

砂防・ 
地すべり 
・急傾斜

渓流保全工、維持 易 やや難 難    

えん堤、斜面対策、山腹工、急傾斜地崩壊対策  易 やや難 
 

難 
 

  
  

道路 

舗装、道路付属施設、切土工、盛土工、斜面安定・法面工、 

カルバート工、擁壁工、排水工、情報ＢＯＸ、維持など 
易 やや難 難    

共同溝(推進、開削)、橋梁上部橋梁下部工、電線共同溝・ＣＡＢ  易 やや難 
 

難 
 

    

トンネル(山岳、シールド、開削)、共同溝(シールド)   易 
 

やや難 
 

難  
  

公園  易 やや難 難    

港湾 

・ 

漁港 

ブロック類製作 易 やや難 難    

浚渫揚土工事、防波堤(ブロック式)岸壁(杭式桟橋除く)、 

地盤改良基礎、ケーソン製作 
 易 やや難 

 

難 
 

  
  

防波堤(ケーソン式)、岸壁(杭式桟橋)   易 
 

やや難 
 

難    

下水道 
管渠(開削工法・推進工法)、ポンプ場、処理場  易 やや難 

 

難 
     

管渠(シールド工法・トンネル工法)   易 
 

やや難 
 

難    

 (※1)  上記の事業分類は、代表的な事業であり、適用にあたっては「工事技術的難易度評価手順…工事区分別技術的難易度対応表」

を参照 

 (※2)  工事技術的難易度ランクⅣの工事は、予定価格により施工実績審査タイプか施工計画審査タイプⅡ型を判断する。 
 

Ⅲ－３ 簡易型総合評価落札方式 
 

Ⅲ－３－１ 適用区分 
 

(1) 施工計画審査タイプⅠ型 

 予定価格が2億5千万円以上5億円未満の工事とする。 

 

(2) 施工計画審査タイプⅡ型・施工実績審査タイプ 

 上記タイプは、発注標準と整合を図り、次表の「工事技術的難易度による選定基準」によりタイ

プを選定する。 

 また、予定価格が7千万円未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事は、施工実

績審査タイプ型とする。 

 

表Ｂ       【工事技術的難易度による選定基準】 
 

  

（
予
定
価
格
） 

２億５千万円 （２億５千万円以上は、施工計画審査タイプⅠ型） 

 低   工事技術的難易度   高 
 

１億円 
施工実績審査タイプ 

 施工計画審査タ

イプⅡ型  

  ７千万円 
 

事業分類 
(※1) 

工事技術的難易度ランク

 工事区分 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ(※2) Ⅴ Ⅵ 

河川 

堤防、護岸、床止め・床固め、浚渫、維持 易 やや難 難    

樋門・樋管、水路トンネル(推進)、伏せ越し、揚排水機場  易 やや難 
 

難 
   

  

堰・水門、水路トンネル(山岳トンネル、シールド、開削)   易 
 

やや難 
 

難  
  

ダム 堤体工     

易 
 

やや難 難   

海岸 
堤防、護岸、養浜、浚渫、維持 易 やや難 難    

突堤、離岸堤  易 やや難 
 

難 
   

  

砂防・ 
地すべり 
・急傾斜

渓流保全工、維持 易 やや難 難    

えん堤、斜面対策、山腹工、急傾斜地崩壊対策  易 やや難 
 

難 
 

  
  

道路 

舗装、道路付属施設、切土工、盛土工、斜面安定・法面工、 

カルバート工、擁壁工、排水工、情報ＢＯＸ、維持など 
易 やや難 難    

共同溝(推進、開削)、橋梁上部橋梁下部工、電線共同溝・ＣＡＢ  易 やや難 
 

難 
 

    

トンネル(山岳、シールド、開削)、共同溝(シールド)   易 
 

やや難 
 

難  
  

公園  易 やや難 難    

港湾 

・ 

漁港 

ブロック類製作 易 やや難 難    

浚渫揚土工事、防波堤(ブロック式)岸壁(杭式桟橋除く)、 

地盤改良基礎、ケーソン製作 
 易 やや難 

 

難 
 

  
  

防波堤(ケーソン式)、岸壁(杭式桟橋)   易 
 

やや難 
 

難    

下水道 
管渠(開削工法・推進工法)、ポンプ場、処理場  易 やや難 

 

難 
     

管渠(シールド工法・トンネル工法)   易 
 

やや難 
 

難    

 (※1)  上記の事業分類は、代表的な事業であり、適用にあたっては「工事技術的難易度評価手順…工事区分別技術的難易度対応表」

を参照 

 (※2)  工事技術的難易度ランクⅣの工事は、予定価格により施工実績審査タイプか施工計画審査タイプⅡ型を判断する。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２ 評価項目 
 

Ⅲ－３－２－１ 簡易な施工計画 
 

(1) 基本的な考え方 

ア 施工計画審査タイプⅠ型は、次表①②③の3項目とする。 

イ 施工計画審査タイプⅡ型は、次表①②③のうち、2項目を選択する。 
 

簡易な施工計画の項目  

① 工程管理に係る技術的所見 様式－１ 

② 品質管理に係る技術的所見 様式－２ 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 様式－３ 
 

※ 施工計画審査タイプⅠ型で、旧橋解体など②品質管理に係る技術的所見の設定が困難な場合は、求める項目

は３項目のままとし、項目①②③を工事の特性に応じて①③③等に変更できるものとする。 
 

ウ 選択した項目について、上表に示す様式により、入札参加者から簡易な施工計画を求める。(「Ⅳ

-4 様式集」 参照) 

 

(2) 簡易な施工計画の項目 

① 工程管理に係る技術的所見 

 工程管理とは、所定の工期内に与えられた工事を、高品質、低費用、短時間という、相反するような３

つの目標を満足させて完成させることを目的に、計画工程表に基づく工事の進捗度管理を通じて、計画と

実態の差異を把握、見直しなどをすることにより、契約条件に示された基準を満足する土木構造物を所定

の工期内に完成していくための管理のことである。 

 こうした工程管理をより適正に行うための技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等に応

じて、2事項を選択することを基本とする。 
 

ア 異常気象等の緊急時の対応において、工程遅延防止のために、あらかじめ対処しておくべき技術的な工夫に関

する事項 

イ 工期等の制約条件がある場合において、所定の工期内に完成させるために、主たる工種において作業の効率化

を図る技術的な工夫に関する事項 

ウ 複数工事による輻輳や周辺環境への影響等の制約条件がある場合において、工程遅延防止を図るため、作業の

円滑化等を目的として、あらかじめ対処しておくべき技術的な工夫に関する事項 

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２ 評価項目 
 

Ⅲ－３－２－１ 簡易な施工計画 
 

(1) 基本的な考え方 

ア 施工計画審査タイプⅠ型は、次表①②③の3項目とする。 

イ 施工計画審査タイプⅡ型は、次表①②③のうち、2項目を選択する。 
 

簡易な施工計画の項目  

① 工程管理に係る技術的所見 様式－１ 

② 品質管理に係る技術的所見 様式－２ 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 様式－３ 
 

※ 施工計画審査タイプⅠ型で、旧橋解体など②品質管理に係る技術的所見の設定が困難な場合は、求める項目

は３項目のままとし、項目①②③を工事の特性に応じて①③③等に変更できるものとする。 
 

ウ 選択した項目について、上表に示す様式により、入札参加者から簡易な施工計画を求める。(「Ⅳ

-4 様式集」 参照) 

 

(2) 簡易な施工計画の項目 

① 工程管理に係る技術的所見 

 工程管理とは、所定の工期内に与えられた工事を、高品質、低費用、短時間という、相反するような３

つの目標を満足させて完成させることを目的に、計画工程表に基づく工事の進捗度管理を通じて、計画と

実態の差異を把握、見直しなどをすることにより、契約条件に示された基準を満足する土木構造物を所定

の工期内に完成していくための管理のことである。 

 こうした工程管理をより適正に行うための技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等に応

じて、2項目を選択することを基本とする。 
 

ア 異常気象等の緊急時の対応において、工程遅延防止のために、あらかじめ対処しておくべき技術的な工夫に関

する事項 

イ 工期等の制約条件がある場合において、所定の工期内に完成させるために、主たる工種において作業の効率化

を図る技術的な工夫に関する事項 

ウ 複数工事による輻輳、周辺環境への影響等の制約条件がある場合において、工程遅延防止を図るため、作業の

円滑化等を目的として、あらかじめ対処しておくべき技術的な工夫に関する事項 

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 
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 変更後 変更前 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

② 品質管理に係る技術的所見 

 当該工事において、重要度の高い工事目的物を明示したうえで、これに係る品質管理について、技術的

所見を求める。品質管理において求める技術的所見は、仕様書等に規定されている一般的・標準的な技術

を求めているものではなく、工事目的物の品質を確保するための、より確実かつ向上させるような技術的

な工夫を求めるものである。 

 重要度の高い工事目的物において、品質のより確実な確保又は品質の向上を図るための品質管理に係

る技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、コンクリート構造物、土工、軟弱地

盤対策等の評価テーマを設定したうえで、2事項を選択することを基本とする。 
 

ア 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機材等における技術的な工夫に関

する事項 

イ 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工中に行う品質管理に係る技術

的な工夫に関する事項 

ウ 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工後※かつ工事期間内に行う品

質管理に係る技術的な工夫に関する事項 
（※ ここでいう施工後とは、工事全体の完了ではなく、重要度の高い工事目的物を建設するにあたってのポイントとなる施

工上又は工種の区切りを指すもので、施工後の例を以下に示す。 

コンクリート打設後、載荷盛土施工後、アンカー施工後、地盤改良施工後、場所打ち杭掘削完了後など） 

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 
 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 

当該工事における現地条件等を踏まえ、施工上の対処すべき技術的所見を求める。施工上の対処す

べき技術的所見は、仕様書等に規定されている対応方法に加えて、より安全で、より効果的となる

ような技術的な工夫を求めるものであり、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、2事項を選択

することを基本とする。 
 

ア 自然環境への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

イ 社会環境（周辺施設等）への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

ウ より安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に係る技術的な工夫に関する事項 

エ 一般交通の安全確保等のために行う、より効果的な交通安全対策に係る技術的な工夫に関する事項 

オ その他①（発注者が個別の工事毎に、具体的に設定） 

カ その他②（入札参加者による独自設定） 
 

【注意事項】 
 求める項目及び求める事項は、工事技術的難易度評価における大項目（「構造物条件」、「技術特性」、「自然条件」、「社

会条件」、「マネジメント特性」）及び小項目（規模・形状等の構造物の条件、工法等の技術特性、気象等の自然条件、

騒音振動等の社会条件、安全管理等のマネジメント特性など）の評価結果を参考に、工事の性格・内容等に応じて、重

要度の高い項目を選択すること。なお、工事技術的難易度評価の項目と、技術的所見の求める項目・事項との関連性を、

次表のとおり参考に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 品質管理に係る技術的所見 

 当該工事において、重要度の高い工事目的物を明示したうえで、これに係る品質管理について、技術的

所見を求める。品質管理において求める技術的所見は、仕様書等に規定されている一般的・標準的な技術

を求めているものではなく、工事目的物の品質を確保するための、より確実かつ向上させるような技術的

な工夫を求めるものである。 

 重要度の高い工事目的物において、品質のより確実な確保又は品質の向上を図るための品質管理に係

る技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、コンクリート構造物、土工、軟弱地

盤対策等の評価テーマを設定したうえで、2項目を選択することを基本とする。 
 

ア 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機材等における技術的な工夫に関

する事項 

イ 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工中に行う品質管理に係る技術

的な工夫に関する事項 

ウ 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工後かつ工事期間内に行う品質

管理に係る技術的な工夫に関する事項 
 

 

 

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 
 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 

当該工事における現地条件等を踏まえ、施工上の対処すべき技術的所見を求める。施工上の対処すべき技

術的所見は、仕様書等に規定されている対応方法に加えて、より安全で、より効果的となるような技術的

な工夫を求めるものであり、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、2項目を選択することを基本と

する。 
 

ア 周辺環境対策をより効果的に行うための技術的な工夫に関する事項 

 

 

イ より安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に係る技術的な工夫に関する事項 

ウ 一般交通の安全確保等のために行う、より効果的な交通安全対策に係る技術的な工夫に関する事項 

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 
 

【注意事項】 
 求める項目及び求める事項は、工事技術的難易度評価における大項目（「構造物条件」、「技術特性」、「自然条件」、「社

会条件」、「マネジメント特性」）及び小項目（規模・形状等の構造物の条件、工法等の技術特性、気象等の自然条件、

騒音振動等の社会条件、安全管理等のマネジメント特性など）の評価結果を参考に、工事の性格・内容等に応じて、重

要度の高い項目を選択すること。なお、工事技術的難易度評価の項目と、技術的所見の求める項目・事項との関連性を、

次表のとおり参考に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

「施工後」についての説明を

追記 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

周辺環境に関する事項を自

然環境と社会環境に分割 

 

文言整理 

入札参加者自らが、現場条件

等から独自にテーマを設定

し、それに対する技術的所見

を記載する事項を新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事技術的難易度評価小項目と主に対応すると想定される「簡易な施工計画」の項目 

項目 事項 

工事技術的難易度評価項目 

構造物条件 技術特性 自然条件 社会条件 マネジメント特性 
規
模 

形
状 

そ
の
他 

工
法 

そ
の
他 

湧
水
・
地
下
水 

軟
弱
地
盤 

作
業
用
道
路
ヤ
ー
ド 

気
象
・
海
象 

そ
の
他 

地
中
障
害
物 

近
接
施
工 

騒
音
・
振
動 

水
質
汚
濁 

作
業
用
道
路
ヤ
ー
ド 

現
道
作
業 

そ
の
他 

他
工
区
調
整 

住
民
対
応 

関
係
機
関
対
応 

工
程
管
理 

品
質
管
理 

安
全
管
理 

そ
の
他 

① 

工程管理 

に係る 

技術的所見 

異常気象等の緊急時の対応につい

て、工程遅延防止のために、あら

かじめ対処しておくべき技術的な

工夫 

○     △  △ ○     △ △          

工期等の制約条件がある場合にお

いて、所定の工期内に完成させる

ために、主たる工種において作業

の効率化を図る技術的な工夫 

○ △  △  △ △ △   △ △ △ △ △ △     ○    

複数工事による輻輳や周辺環境へ

の影響等の制約条件がある場合に

おいて、工程遅延防止のための作

業の円滑化等を目的として、あら

かじめ対処しておくべき技術的な

工夫 

○     △ △ △          ○ ○ ○     

その他                         

② 

品質管理 

に係る 

技術的所見 

重要度の高い工事目的物の品質の

確保・向上を図るために行う使用

材料や機材等における技術的な工

夫 

△ ○  ○  ○ ○  ○             ○   

重要度の高い工事目的物の品質の

確保・向上を図るため、当該工事

目的物の施工中に行う品質管理に

係る技術的な工夫 

△ ○  ○  ○ ○  ○             ○   

重要度の高い工事目的物の品質の

確保・向上を図るため、当該工事

目的物の施工後かつ工事期間内に

行う品質管理に係る技術的な工夫 

△ ○  ○  ○ ○  ○             ○   

その他                         

③ 

施工上の 

対処すべき 

技術的所見 

自然環境への影響を少なくするた

めの技術的な工夫 
     ○ ○ ○                 

社会環境（周辺施設等）への影響

を少なくするための技術的な工夫 
          ○ ○ ○ ○ ○          

より安全・安心な作業現場環境を

確保するための安全管理等に係る

技術的な工夫 
       ○       ○        ○  

一般交通の安全確保等のために行

う、より効果的な交通安全対策に

係る技術的な工夫 

       ○       ○ ○       ○  

その他①                         
その他②                         

※ ○：主に対応すると想定される項目 、 △：対応が想定される項目 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事技術的難易度評価小項目と主に対応すると想定される「簡易な施工計画」の項目 

項目 事項 

工事技術的難易度評価項目 

構造物条件 技術特性 自然条件 社会条件 マネジメント特性 
規
模 

形
状 

そ
の
他 

工
法 

そ
の
他 

湧
水
・
地
下
水 

軟
弱
地
盤 

作
業
用
道
路
ヤ
ー
ド 

気
象
・
海
象 

そ
の
他 

地
中
障
害
物 

近
接
施
工 

騒
音
・
振
動 

水
質
汚
濁 

作
業
用
道
路
ヤ
ー
ド 

現
道
作
業 

そ
の
他 

他
工
区
調
整 

住
民
対
応 

関
係
機
関
対
応 

工
程
管
理 

品
質
管
理 

安
全
管
理 

そ
の
他 

① 

工程管理 

に係る 

技術的所見 

異常気象等の緊急時の対応につい

て、工程遅延防止のために、あら

かじめ対処しておくべき技術的な

工夫 

○     △  △ ○     △ △          

工期等の制約条件がある場合にお

いて、所定の工期内に完成させる

ために、主たる工種において作業

の効率化を図る技術的な工夫 

○ △  △  △ △ △   △ △ △ △ △ △     ○    

複数工事による輻輳、周辺環境へ

の影響等の制約条件がある場合に

おいて、工程遅延防止のための作

業の円滑化等を目的として、あら

かじめ対処しておくべき技術的な

工夫 

○     △ △ △          ○ ○ ○     

その他                         

② 

品質管理 

に係る 

技術的所見 

重要度の高い工事目的物の品質の

確保・向上を図るために行う使用

材料や機材等における技術的な工

夫 

△ ○  ○  ○ ○  ○             ○   

重要度の高い工事目的物の品質の

確保・向上を図るため、当該工事

目的物の施工中に行う品質管理に

係る技術的な工夫 

△ ○  ○  ○ ○  ○             ○   

重要度の高い工事目的物の品質の

確保・向上を図るため、当該工事

目的物の施工後かつ工事期間内に

行う品質管理に係る技術的な工夫 

△ ○  ○  ○ ○  ○             ○   

その他                         

③ 

施工上の 

対処すべき 

技術的所見 

周辺環境対策をより効果的に行う

ための技術的な工夫 
          ○ ○ ○ ○ ○          

より安全・安心な作業現場環境を

確保するための安全管理等に係る

技術的な工夫 

       ○       ○        ○  

一般交通の安全確保等のために行

う、より効果的な交通安全対策に

係る技術的な工夫 

       ○       ○ ○       ○  

その他                         
※ ○：主に対応すると想定される項目 、 △：対応が想定される項目 
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文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③施工上の対処すべき技術

的所見の改正による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 各事項における技術的所見 

 技術的所見は、１事項につき１つ求めるものとする。 

 

(4) 簡易な施工計画の評価基準・方法等 

 

ア 評価基準 

(ア) 簡易な施工計画の配点は、各項目5.00点満点とする。 
 

(イ) 評価対象として選択したチェック項目の内、加点評価した割合で配点の計算を行う。 

(「表D」 参照) 
 

 

イ 評価方法 

(ア) 配点は、表Ｄにおいて、評価(B)の合計数を、評価対象(A)として選択した数で割った値に、

5.00点（満点）を乗じた値とする。 
 

(イ) 算出された配点は、小数第３位切り捨て２位止めとする。 
 

(ウ) 加点評価について 

 様式１、様式２、様式３の評価について、「○」、「－」、「×」を記載する。 

 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 
 

(エ) 簡易な施工計画の評価の扱い 

 加点評価の扱いは、次表のとおりとする。 
 

 採否 履行等 評価結果の確認 

○：加点評価する 
採用 

履行確認し、 

不履行の場合は 

減点対象 

入札参加者は発注者に対し、落札者等

の通知の日の翌日から起算して５日

（休日を除く。）以内に書面により説明

を求めることができる。※ －：加点評価しない 履行確認しない 

×：実施不可 採用しない 
実施不可 発注者から入札参加者に対し、文書に

より通知 

 
※： 評価結果の説明については、次のような技術提案へのアドバイスとなるような質問については回答し

ない。 
 （例）・各項目について、それぞれ何点獲得できたか？ 
  ・評価された提案について、どのような点が評価されたか？ 
  ・もし、○○○○という提案をしていれば、評価されたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 各事項における技術的所見 

 技術的所見は、各事項ごとに１つ求めるものとする。 

 

(4) 簡易な施工計画の評価基準・方法等 

 

ア 評価基準 

(ア) 簡易な施工計画の配点は、各項目5.00点満点とする。 
 

(イ) 評価対象として選択したチェック項目の内、加点評価した割合で配点の計算を行う。 

(「表D」 参照) 
 

 

イ 評価方法 

(ア) 配点は、表Ｄにおいて、評価(B)の合計数を、評価対象(A)として選択した数で割った値に、

5.00点（満点）を乗じた値とする。 
 

(イ) 算出された配点は、小数第３位切り捨て２位止めとする。 
 

(ウ) 加点評価について 

 様式１、様式２、様式３の評価について、「○」、「－」、「×」を記載する。 

 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 
 

(エ) 簡易な施工計画の評価の扱い 

 加点評価の扱いは、次表のとおりとする。 
 

 採否 履行等 評価結果の確認 

○：加点評価する 
採用 

履行確認し、 

不履行の場合は 

減点対象 

入札参加者は発注者に対し、落札者等

の通知の日の翌日から起算して５日

（休日を除く。）以内に書面により説明

を求めることができる。※ －：加点評価しない 履行確認しない 

×：実施不可 採用しない 
実施不可 発注者から入札参加者に対し、文書に

より通知 

 
※： 評価結果の説明については、次のような技術提案へのアドバイスとなるような質問については回答し

ない。 
 （例）・各項目について、それぞれ何点獲得できたか？ 
  ・評価された提案について、どのような点が評価されたか？ 
  ・もし、○○○○という提案をしていれば、評価されたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重複する表現を整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 留意事項 

(ア) 簡易な施工計画の審査において以下の場合は、該当する技術的所見の全ての評価対象項目に

ついて加点評価しないものとする。 
 

1) 工事名が間違っているもの 
 

2) 様式の枚数を守っていないもの 
 

3) 品質管理に係る技術的所見において、設定した評価テーマと明らかに異なる技術的所見

が含まれるもの 
 

4) 記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

 

(イ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、該当する技術

的所見は加点評価しないものとする。 
 

1) 目的・方法、効果、範囲等が具体的でないもの、不明確なもの、不十分なもの 
（解説・事例等） 

① 曖昧な表現は、記載内容について履行するかしないかが不明確であるため評価しない。 

（｢原則として～｣、｢～するよう努める｣、｢～を検討する｣、｢必要に応じて～する｣、 

｢できる限り～する｣） 

② 効果が数値等で具体的に示されていない場合は、評価が困難となる場合がある。 

 また、使用材料や機材などの適用条件が、現場条件に合致しない場合は、効果があると判断できない

ため評価しない。 

 実施することで品質の低下が懸念される内容は評価しない。 

③ 技術的所見でNETIS掲載の新技術については、NETIS番号のみを明記し、NETIS掲載以外の新技術・

新工法・特許工法等(NETIS掲載を終了した技術を含む)がある場合、該当する様式（様式Ⅰ又はⅡ－１

～３）とは別に、必要に応じて、１つの技術的所見につき、その技術内容や効果が把握できるカタログ

等の資料を１枚に限り、添付可能とする。 

 なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

 

2) 一般的・標準的なもの 
（解説・事例等） 

① 共通仕様書や特記仕様書の記載内容をそのまま記載しているような場合は評価しない。 

② 気象情報や緊急地震情報の入手など、誰もが入手可能な手段の活用のみでは評価しない。 

③ 着手前の工事区域に隣接する住民に対する工事内容の説明など、明らかに一般的なものは評価しな

い。 

 

3) オーバースペックであるもの 
（解説・事例等） 

 技術的所見は品質低下を招く要因となるような多大な費用を要する内容を求めるものではない。 

 こうした過大な提案（オーバースペック）は評価しない。 

 オーバースペックと判断する（した）場合がある事例については、Ⅲ－２「標準型総合評価落札方式」 

(3) エ「過大な提案（オーバースペック）について」を参考にすること。 

 なお、この事例については、現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断されるもの

ではないことに留意すること。 

 

(ウ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、実施不可とし、

開札前に当該技術的所見を「採用しない」旨、提案者に文書により通知するものとする。 

1) 記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 留意事項 

(ア) 簡易な施工計画の審査において以下の場合は、該当する技術的所見の全ての評価対象項目に

ついて加点評価しないものとする。 
 

1) 工事名が間違っているもの 
 

2) 様式の枚数を守っていないもの 
 

3) 品質管理に係る技術的所見において、設定した評価テーマと明らかに異なる技術的所見

が含まれるもの 
 

4) 記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

 

(イ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、該当する技術

的所見は加点評価しないものとする。 
 

1) 目的・方法、効果、範囲等が具体的でないもの、不明確なもの、不十分なもの 
（解説・事例等） 

① 曖昧な表現は、記載内容について履行するかしないかが不明確であるため評価しない。 

（｢原則として～｣、｢～するよう努める｣、｢～を検討する｣、｢必要に応じて～する｣、 

｢できる限り～する｣） 

② 効果が数値等で具体的に示されていない場合は、評価が困難となる場合がある。 

 また、使用材料や機材などの適用条件が、現場条件に合致しない場合は、効果があると判断できない

ため評価しない。 

 実施することで品質の低下が懸念される内容は評価しない。 

③ 技術的所見でNETIS掲載の新技術については、NETIS番号のみを明記し、NETIS掲載以外の新技術・

新工法・特許工法等がある場合、該当する様式（様式Ⅰ又はⅡ－１～３）とは別に、必要に応じて、１

つの技術的所見につき、その技術内容や効果が把握出来るカタロク等の資料を１枚に限り、添付可能と

する。 

 なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

 

 

2) 一般的・標準的なもの 
（解説・事例等） 

① 共通仕様書や特記仕様書の記載内容をそのまま記載しているような場合は評価しない。 

② 気象情報や緊急地震情報の入手など、誰もが入手可能な手段の活用のみでは評価しない。 

③ 着手前の工事区域に隣接する住民に対する工事内容の説明など、明らかに一般的なものは評価しな

い。 

 

3) オーバースペックであるもの 
（解説・事例等） 

 技術的所見は品質低下を招く要因となるような多大な費用を要する内容を求めるものではない。 

 こうした過大な提案（オーバスペック）は評価しない。 

 オーバースペックと判断する（した）場合がある事例については、Ⅲ－２「標準型総合評価落札方式」 

(3) ウ「過大な提案（オーバースペック）について」を参考にすること。 

 なお、この事例については、現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断されるわけ

ではないことに留意すること。 

 

(ウ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、実施不可とし、

開札前に当該技術的所見を「採用しない」旨、提案者に文書により通知するものとする。 

1) 記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETIS 掲載終了技術に関す

る取り扱いを追記 

過年度改正漏れ 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱字修正 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

(エ) 簡易な施工計画に係る技術的所見については、簡潔に記載することとし1つの事項につき

400字程度以内で記載すること。(「Ⅳ-4 様式集」 参照) 

 

(オ) 簡易な施工計画の審査においては、「ICT活用モデル工事」対象工事の対象工種に関する技術

的所見について評価しないものとする。 

 

(カ) 簡易な施工計画においては、温室効果ガス(二酸化炭素等)の削減等に関する評価項目・事項

は設定しないものとし、これに係る技術的所見についても評価しないものとする。 

 
表D 簡易な施工計画 評価表   

 工事名  入札予定日   

項目 

評価対象チェック項目 

評価 評価対
象(A) 

評価(B) 
チェック項目 履行確認チェック欄 

評価対象事項 評価内容 評価数 チェック 確認数 

①工程管理
に係る技術
的所見 

□ア  ア 異常気象等の緊急時の工程遅延防止 
 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

 

評価(B)

評価対象(A)
×5.00点 

 
で算出

イ 1 
イ 工期等の制約条件下での主たる工種における作業

の効率化 
左記に関する適切な記述がある 1 履行ＯＫ 1 

□ウ  
ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る

作業の円滑化等 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

エ 1 
エ その他 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある 1 履行ＯＫ 1 

2項目 2  総評価数 2 総確認数 2 5.00 

②品質管理
に係る技術
的所見 

□ア  
ア 品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機

材等の技術的な工夫 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

 

評価(B)

評価対象(A)
×5.00点 

 
で算出

 

□イ  
イ 品質の確保・向上を図るため、施工中に行う技術

的な工夫 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

□ウ  
ウ 品質の確保・向上を図るため、施工後・工事期間内

に行う技術的な工夫 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

□エ  
エ その他 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

0項目 0  総評価数 0 総確認数 0  

③施工上の
対処すべき
技術的所見 

ア 1 
ア 自然環境への影響を少なくするための技術的な工

夫に関する事項 
左記に関する適切な記述がある 1 履行ＯＫ 1 

 

評価(B)

評価対象(A)
×5.00点 

 
で算出

□イ  
イ 社会環境（周辺施設等）への影響を少なくするた

めの技術的な工夫に関する事項 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

□ウ  ウ 安全・安心な作業現場環境を確保するための安全
管理等に係る技術的な工夫 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

エ 0 
エ 一般交通の安全確保のための交通安全対策に係る

技術的な工夫 
左記に関する適切な記述がある 0 □履行ＯＫ  

□オ  オ その他① 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

□カ  
カ その他② 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

2項目 1  総評価数 1 総確認数 1 2.50 

※ 各評価毎につき１つの所見とし、２つ以上の所見と判断された場合には、該当する項目を評しない。 

※ 「履行確認チェック」欄の「確認数」は、各事項毎で加点評価した技術的所見（「評価数」欄に記載された評価数）について、その履行が確認された技術的所見数を記載し、

「チェック」欄は「評価数」と「確認数」が同じ場合のみチェックする。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表D 簡易な施工計画 評価表   

 工事名  入札予定日   

項目 

評価対象チェック項目 

評価 評価対
象(A) 

評価(B) 
チェック項目 履行確認チェック欄 

評価対象事項 評価内容 評価数 チェック 確認数 

①工程管理
に係る技術
的所見 

□ア  ア 異常気象等の緊急時の工程遅延防止 
 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

 

評価(B)

評価対象(A)
×5.00点 

 
で算出

イ 1 
イ 工期等の制約条件下での主たる工種における作業

の効率化 
左記に関する適切な記述がある 1 履行ＯＫ 1 

□ウ  
ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る

作業の円滑化等 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

エ 1 
エ その他 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある 1 履行ＯＫ 1 

2項目 2  総評価数 2 総確認数 2 5.00 

②品質管理
に係る技術
的所見 

□ア  
ア 品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機

材等の技術的な工夫 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

 

評価(B)

評価対象(A)
×5.00点 

 
で算出

 

□イ  
イ 品質の確保・向上を図るため、施工中に行う技術

的な工夫 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

□ウ  
ウ 品質の確保・向上を図るため、施工後・工事期間内

に行う技術的な工夫 
左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

□エ  
エ その他 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

0項目 0  総評価数 0 総確認数 0  

③施工上の
対処すべき
技術的所見 

ア 1 
ア 周辺環境対策をより効果的に行うための技術的な

工夫 
左記に関する適切な記述がある 1 履行ＯＫ 1 

 

評価(B)

評価対象(A)
×5.00点 

 
で算出

□イ  イ 安全・安心な作業現場環境を確保するための安全
管理等に係る技術的な工夫 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

ウ 0 
ウ 一般交通の安全確保のための交通安全対策に係る

技術的な工夫 
左記に関する適切な記述がある 0 □履行ＯＫ  

□エ  エ その他 
（               ） 

左記に関する適切な記述がある  □履行ＯＫ  

2項目 1  総評価数 1 総確認数 1 2.50 

※ 各評価毎に１つの所見とし、２つ以上の所見と判断された場合には、該当する項目を評しない。 

※ 「履行確認チェック」欄の「確認数」は、各事項毎に加点評価した技術的所見（「評価数」欄に記載された評価数）について、その履行が確認された技術的所見数を記載し、

「チェック」欄は「評価数」と「確認数」が同じ場合のみチェックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

簡易な施工計画に係る技術

的所見の文字数制限を規定 

 

建設現場の ICT 活用に関す

る北海道の取組方針の記載

をガイドラインにも記載 

 

北海道インフラゼロカーボ

ン試行工事実施要領の記載

をガイドラインにも記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③施工上の対処すべき技術

的所見の改正による 

 

重複する表現を整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－２ 企業の施工能力等 
 

(1) 工事施行成績 標準評価項目 
 

工事施行成績 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の施

工能力等 

工事施行成績 建設管理部発注工事

の当該工事と同じ 

入札参加資格による 

工事施行成績の 

平均点 

地域選択項目 （点数範囲は、各建設管理部で設定） (最大 7.75 ) (※1) 

（
標
準
評
価
項
目
） 

93点 ≦ 平均点    7.50  

91点 ≦ 平均点 ＜ 93点  7.00  

89点 ≦ 平均点 ＜ 91点  6.50  

87点 ≦ 平均点 ＜ 89点  6.00  

85点 ≦ 平均点 ＜ 87点  5.50  

83点 ≦ 平均点 ＜ 85点  5.00  

81点 ≦ 平均点 ＜ 83点  4.50  

79点 ≦ 平均点 ＜ 81点  4.00  

77点 ≦ 平均点 ＜ 79点  3.50  

  平均点 ＜ 77点  3.00  
 

※１  地域選択項目の評価基準（平均点が93点を超える範囲の評価基準）については、各建設管

理部で、地域の状況を勘案し、次に従い設定することができる。 

 ・地域選択項目の評価基準は、地域枠の工事に設定できる。（全道枠の工事（施工計画審査

タイプⅠ型等）には設定しない。） 

 ・93点を超える点数範囲の設定は、整数値とする。 

 ・評価点は7.50～7.75の間で細分して設定でき、評価点の最大は7.75点とする。 

 

ア 評価対象の範囲 

 全道における各建設管理部の当該工事と同じ入札参加資格の種類による工事を評価する。 

 
 

イ 評価対象期間 

(ア)  工事施行成績は、過去２年間の平均点を基本とする。 

  ただし、過去２年間に実績がない企業については、当面の措置として、過去４年間（鋼橋上

部工事については、過去８年間）の平均点で評価を行う。 

(イ)  過去２年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、２年前の１月１日から前年度の

12月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 (公告日が令和6年度の場合、令和4年1月1日～令和5年12月31日の期間に完成し、その後引渡を完了した工

事とする。工事完成検査及び引渡は次年になる場合も対象となる。) 

(ウ)  過去４年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、４年前の１月１日から前年度の

12月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 (公告日が令和6年度の場合、令和2年1月1日～令和5年12月31日の期間に完成し、その後引渡を完了した工

事とする。工事完成検査及び引渡は次年になる場合も対象となる。) 

(エ)  過去８年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、８年前の１月１日から前年度の

12月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 (公告日が令和6年度の場合、平成28年1月1日～令5年12月31日の期間に完成し、その後引渡を完了した工

事とする。工事完成検査及び引渡は次年になる場合も対象となる。) 
 

(参考) 令和6年度の発注工事の場合（公告日が、R06/4/1～R07/3/31） 

評価対象期間 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31/R1 

(2019) 

R02 

(2020) 

R03 

(2021) 

R04 

(2022) 

R05 

(2023) 

R06 

(2024) 

R07 

 

1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1 4/1    3/31 

・過去２年間           
令和 

6 

年度 

過去２年間に実績のない場合           

 ・過去４年間（鋼橋上部は除く）           

 ・過去８年間（鋼橋上部のみ）           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－２ 企業の施工能力 
 

(1) 工事施行成績 標準評価項目 
 

工事施行成績 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の 

施工能力 

工事施行成績 建設管理部発注工事

の当該工事と同じ 

入札参加資格による 

工事施行成績の 

平均点 

地域選択項目 （点数範囲は、各建設管理部で設定） (最大 7.75) (※1) 

（
標
準
評
価
項
目
） 

93点 ≦ 平均点    7.50  

91点 ≦ 平均点 ＜ 93点  7.00  

89点 ≦ 平均点 ＜ 91点  6.50  

87点 ≦ 平均点 ＜ 89点  6.00  

85点 ≦ 平均点 ＜ 87点  5.50  

83点 ≦ 平均点 ＜ 85点  5.00  

81点 ≦ 平均点 ＜ 83点  4.50  

79点 ≦ 平均点 ＜ 81点  4.00  

77点 ≦ 平均点 ＜ 79点  3.50  

  平均点 ＜ 77点  3.00  
 

※１  地域選択項目の評価基準（平均点が93点を超える範囲の評価基準）については、各建設管

理部で、地域の状況を勘案し、次に従い設定することができる。 

 ・地域選択項目の評価基準は、地域枠の工事に設定できる。（全道枠の工事（施工計画審査

タイプⅠ型等）には設定しない。） 

 ・93点を超える点数範囲の設定は、整数値とする。 

 ・評価点は7.50～7.75の間で細分して設定でき、評価点の最大は7.75点とする。 

 

ア 評価対象の範囲 

 全道における各建設管理部の当該工事と同じ入札参加資格の種類による工事を評価する。 

 
 

イ 評価対象期間 

(ア)  工事施行成績は、過去２年間の平均点を基本とする。 

  ただし、過去２年間に実績がない企業については、当面の措置として、過去４年間（鋼橋上

部工事については、過去８年間）の平均点で評価を行う。 

(イ)  過去２年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、２年前の１月１日から前年度の

12月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 (公告日が令和5年度の場合、令和3年1月1日～令和4年12月31日の期間に完成し、その後引渡を完了した工

事とする。工事完成検査及び引渡は次年になる場合も対象となる。) 

(ウ)  過去４年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、４年前の１月１日から前年度の

12月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 (公告日が令和5年度の場合、平成31年1月1日～令和4年12月31日の期間に完成し、その後引渡を完了した

工事とする。工事完成検査及び引渡は次年になる場合も対象となる。) 

(エ)  過去８年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、８年前の１月１日から前年度の

12月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 (公告日が令和5年度の場合、平成27年1月1日～令4年12月31日の期間に完成し、その後引渡を完了した工

事とする。工事完成検査及び引渡は次年になる場合も対象となる。) 
 

(参考) 令和5年度の発注工事の場合（公告日が、R05/4/1～R06/3/31） 

評価対象期間 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31/R1 

(2019) 

R02 

(2020) 

R03 

(2021) 

R04 

(2022) 

R05 

(2023) 

R06 

 

1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1    12/31 1/1 4/1    3/31 

・過去２年間           
令和 

5 

年度 

過去２年間に実績の無い場合           

 ・過去４年間（鋼橋上部は除く）           

 ・過去８年間（鋼橋上部のみ）           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文言整理 

 時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 評価基準 

(ア)  当該工事と同じ入札参加資格による工事施行成績の平均点とする。 

(イ)  上表のとおり、工事施行成績の平均点77点未満を3.00点とし、工事施行成績2点毎10段階

0.50点刻みとする。 
 

エ その他 

(ア)  平均点は、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

(イ)  実績がない企業は、工事施行成績を65点として扱う。 

(ウ)  法令遵守により工事施行成績を減点した工事は、次により取り扱う。 

 

※工事施行成績が減点されている工事の取り扱い 
 法令遵守（指名停止2か月未満）により工事施行成績が減点されている対象工事については、減点適

用期間を最初の1年とし、次年度以降は減点される以前の点数で平均点を算出する。 

（※ 法令遵守（指名停止2か月以上）の場合は、この取り扱いは行わない。） 
 

【ペナルティによる減点に対する工事施行成績評定点の取扱い例】 

 Ｄ工事 令和6年5月入札の場合（令和6年12月20日完成） 

評価対象期間 令和4年1月1日～令和5年12月31日・・・過去2年間 

評価対象工事 ・Ａ工事 （令和4年9月30日完成） 成績81点 

  ・Ｂ工事 （令和5年8月30日完成） 成績71点  

  ・Ｃ工事 （令和5年12月25日完成） 成績84点 

評価基準点【平均点】 

   （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）／3＝(81+71+84)／3＝78.666点≒78.6点 

 

 Ｅ工事 令和7年5月入札の場合 

評価対象期間 令和5年1月1日～令和6年12月31日・・・過去2年間 

評価対象工事 ・Ｂ工事 （令和5年8月30日完成） 成績84点  

  ・Ｃ工事 （令和5年12月25日完成） 成績84点 

  ・Ｄ工事 （令和6年2月20日完成） 成績85点 

評価基準点【平均点】 

   （Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／3＝(84+84+85)／3＝84.333点≒84.3点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 評価基準 

(ア)  当該工事と同じ入札参加資格による工事施行成績の平均点とする。 

(イ)  上表のとおり、工事施行成績の平均点77点未満を3.00点とし、工事施行成績2点毎10段階

0.50点刻みとする。 
 

エ その他 

(ア)  平均点は、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

(イ)  実績がない企業は、工事施行成績を65点として扱う。 

(ウ)  法令遵守により工事施行成績を減点した工事は、次により取り扱う。 

 

※工事施行成績が減点されている工事の取り扱い 
 法令遵守（指名停止2ヶ月未満）により工事施行成績が減点されている対象工事については、減点適

用期間を最初の1年とし、次年度以降は減点される以前の点数で平均点を算出する。 

（※ 法令遵守（指名停止2ヶ月以上）の場合は、この取り扱いは行わない。） 
 

【ペナルティによる減点に対する工事施行成績評定点の取扱い例】 

 Ｄ工事 令和5年5月入札の場合（令和5年12月20日完成） 

評価対象期間 令和3年1月1日～令和4年12月31日・・・過去2年間 

評価対象工事 ・Ａ工事 （令和3年9月30日完成） 成績81点 

  ・Ｂ工事 （令和4年8月30日完成） 成績71点  

  ・Ｃ工事 （令和4年12月25日完成） 成績84点 

評価基準点【平均点】 

   （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）／3＝(81+71+84)／3＝78.666点≒78.6点 

 

 Ｅ工事 令和6年5月入札の場合 

評価対象期間 令和4年1月1日～令和5年12月31日・・・過去2年間 

評価対象工事 ・Ｂ工事 （令和4年8月30日完成） 成績84点  

  ・Ｃ工事 （令和4年12月25日完成） 成績84点 

  ・Ｄ工事 （令和5年2月20日完成） 成績85点 

評価基準点【平均点】 

   （Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／3＝(84+84+85)／3＝84.333点≒84.3点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 時点修正 
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・ペナルティにより減点13点の工事｡ 

・減点前の成績84点 

・評価は1年前の工事のため減点後の成

績 

・ペナルティによる減点後の評定を対象

とし平均点を算出する。 

・評価は2年前の工事のため減点前の成

績 

・ペナルティによる減点前の評定を対象

とし平均点を算出する。 

・ペナルティにより減点13点の工事｡ 

・減点前の成績84点 

・評価は1年前の工事のため減点後の成

績 

・ペナルティによる減点後の評定を対象

とし平均点を算出する。 

・評価は2年前の工事のため減点前の成

績 

・ペナルティによる減点前の評定を対象

とし平均点を算出する。 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 工事等優秀者表彰 標準評価項目 
 

工事等優秀者表彰 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の施

工能力等 

北海道建設部工事等 

優秀者表彰 

過去３年間に表彰あり （各建設管理部で年１回適用） 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の範囲 
(ア)  当該工事と同じ入札参加資格の種類の北海道建設部工事等優秀者表彰を評価する。 

(イ)  北海道新技術・新製品開発賞（道経済部）の受賞企業も評価対象とする。 

(ウ)  道の推薦による国土交通省の表彰制度についても、必要に応じ評価対象とすることができ

る。 
 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去３年間を基本とする。 

(イ)  過去3年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、3年前の4月1日から前年度の3月

31日までの期間に受賞した表彰として設定する。 
 （公告日が令和6年度の場合、令和3年4月1日～令和6年3月31日の期間に受賞した表彰とする。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  配点は0.50点とし、各建設管理部において年1回適用（落札するまで）できる。 

 （年１回とは、当該年度において入札公告を行う工事に対し、１回限りとする。 

   なお、北海道建設部工事等優秀者表彰については、入札参加資格区分のごとに1回限り。） 
（公告日が令和6年度の場合、令和6年4月1日～令和7年3月31日の公告工事で１回限り。） 

(イ)  「申請」は、申請した各建設管理部において工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事

の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

(ウ)  共同企業体において、構成員の複数に表彰実績がある場合は、いずれかの構成員の表彰をも

って当該共同企業体の「申請」とすることができる。「申請」による落札以後は、申請した構

成員は、単体、共同企業体を問わず申請できない。(「Ⅲ-3-3 共同企業体」 参照) 

(エ)  (3)の「建設管理部工事優良企業表彰」と重複して評価できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(2) 工事等優秀者表彰 標準評価項目 
 

工事等優秀者表彰 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の 

施工能力 

北海道建設部工事等 

優秀者表彰 

過去３年間に表彰あり （各建設管理部で年１回適用） 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の範囲 
(ア)  当該工事と同じ入札参加資格の種類の北海道建設部工事等優秀者表彰を評価する。 

(イ)  北海道新技術・新製品開発賞（道経済部）の受賞企業も評価対象とする。 

(ウ)  道の推薦による国土交通省の表彰制度についても、必要に応じ評価対象とすることができ

る。 
 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去３年間を基本とする。 

(イ)  過去3年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、3年前の4月1日から前年度の3月

31日までの期間に受賞した表彰として設定する。 
 （公告日が令和5年度の場合、令和2年4月1日～令和5年3月31日の期間に受賞した表彰とする。） 

ウ 評価基準 
(ア)  配点は0.50点とし、各建設管理部において年1回適用（落札するまで）できる。 

 （年１回とは、当該年度において入札公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 

 
  （公告日が令和5年度の場合、令和5年4月1日～令和6年3月31日の公告工事で１回限り。） 

 

(イ)  「申請」は、申請した各建設管理部において工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事

の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

(ウ)  共同企業体において、構成員の複数に表彰実績がある場合においても「申請」は単体におけ

る場合と同様の扱いとし、「申請」による落札以後は、その構成員は申請できない。(「Ⅲ-3-

3 共同企業体」 参照) 

(エ)  (3)の「建設管理部工事優良企業表彰」と重複して評価できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

部表彰を入札参加資格区分

ごとに年１適用できるよう

改正 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同企業体での表彰の取り

扱いを改正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 建設管理部工事優良企業表彰 標準評価項目 
 

建設管理部工事優良企業表彰 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の施

工能力等 

建設管理部工事優良

企業表彰 

過去2年間に表彰あり （受賞した建設管理部で年１回適用） 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の範囲 
 求める表彰の種類は、各建設管理部における工事優良企業表彰とし、詳細は表彰した各建設管

理部により定める。 
（詳細の設定例：評価対象とする表彰は、当該工事と同じ入札参加資格の種類の建設管理部工事優良企業表彰） 

 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去2年間を基本とする。 

(イ)  過去2年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、2年前の4月1日から前年度の3月

31日までの期間に受賞した表彰として設定する。 
 （公告日が令和6年度の場合、令和4年4月1日～令和6年3月31日の期間に受賞した表彰とする。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  配点は0.50点とし、受賞した建設管理部において年1回適用（落札するまで）できる。（年

１回とは、当該年度において入札公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 
 （公告日が令和6年度の場合、令和6年4月1日～令和7年3月31日の公告工事で１回限り。） 

(イ)  「申請」は、受賞した各建設管理部において工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事

の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

(ウ)  共同企業体において、構成員の複数に表彰実績がある場合は、いずれかの構成員の表彰をも

って当該共同企業体の「申請」とすることができる。「申請」による落札以後は、申請した構

成員は、単体、共同企業体を問わず申請できない。(「Ⅲ-3-3 共同企業体」 参照) 

(エ)  (2)の「工事等優秀者表彰」と重複して評価できる。 

 

 

(4) ＩＳＯマネジメントシステム 標準評価項目 
 

ＩＳＯマネジメントシステム 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の施

工能力等 

ＩＳＯマネジメント

システムの取得 

ＩＳＯ9001を取得 0.50 

上記以外 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 ISO9001 の取得を評価する。 

 

イ 評価基準 
 有効期限が公告日以後のものを評価対象とする。 

 

 

 

 

 

(3) 建設管理部工事優良企業表彰 標準評価項目 
 

建設管理部工事優良企業表彰 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の 

施工能力 

建設管理部工事優良

企業表彰 

過去2年間に表彰あり （受賞した建設管理部で年１回適用） 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の範囲 
 求める表彰の種類は、各建設管理部における工事優良企業表彰とし、詳細は表彰した各建設管

理部により定める。 
（詳細の設定例：評価対象とする表彰は、当該工事と同じ入札参加資格の種類の建設管理部工事優良企業表彰） 

 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去2年間を基本とする。 

(イ)  過去2年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、2年前の4月1日から前年度3月31

日までの期間に受賞した表彰として設定する。 
 （公告日が令和5年度の場合、令和3年4月1日～令和5年3月31日の期間に受賞した表彰とする。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  配点は0.50点とし、受賞した建設管理部において年1回適用（落札するまで）できる。（年

１回とは、当該年度において入札公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 
 （公告日が令和5年度の場合、令和5年4月1日～令和6年3月31日の公告工事で１回限り。） 

(イ)  「申請」は、受賞した各建設管理部において工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事

の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

(ウ)  共同企業体において、構成員の複数に表彰実績がある場合においても「申請」は単体におけ

る場合と同様の扱いとし、「申請」による落札以後は、その構成員は申請できない。(「Ⅲ-3-

3 共同企業体」 参照) 

(エ)  (2)の「工事等優秀者表彰」と重複して評価できる。 

 

 

(4) ＩＳＯマネジメントシステム 標準評価項目 
 

ＩＳＯマネジメントシステム 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の 

施工能力 

ＩＳＯマネジメント

システムの取得 

ＩＳＯ9001を取得 0.50 

上記以外 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 ISO9001 の取得を評価する。 

 

イ 評価基準 
 有効期限が公告日以後のものを評価対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

時点修正 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JV での表彰の取り扱いを改

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

(5) 地域精通度（施工実績） 標準評価項目 
 

地域精通度（施工実績） 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の施

工能力等 

地域精通度 

（施工実績） 

過去15年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 1.50 

1.00 

0.50 

0.00 
 

ア 評価対象工事 
 各建設管理部発注の最終請負金額５百万円以上の工事を対象とする。 

 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去15年間を基本とする。 

  過去15年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、15年前の4月1日から前年度の

3月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 （公告日が令和6年度の場合、平成21年4月1日～令和6年3月31日の期間に完成し、その後引渡が完了した

工事。工事完成検査及び引渡が次年になる場合も対象となる。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  施工計画審査タイプⅠ型（全道枠の専門工事タイプも含む）は、全道枠の工事のため適用し

ない。 

(イ)  施工計画審査タイプⅡ型及び施工実績審査タイプ型（地域枠の専門工事タイプも含む）は、

地域枠の工事として工事内容等に応じて、次表の適用１～４の中から各建設管理部において

選択する。 

(ウ)  「隣接」の扱いは、地域の実情等に応じて各建設管理部で定義できることとする。 
 

技術評価項目 評価基準 評価点 

地域 

精通度 

過去15年間の

工事箇所と同

じ地域での施

工実績 

適用１ 工事箇所が存する建設管理部管内 1.50 

上記に隣接する建設管理部管内 1.00 

道内 0.50 

なし 0.00 

適用２ 工事箇所が存する総合振興局・振興局管内 1.50 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 1.00 

道内 0.50 

なし 0.00 

適用３ 工事箇所が存する建設管理部出張所管内 1.50 

工事箇所が存する建設管理部管内 1.00 

上記に隣接する建設管理部管内 0.50 

なし 0.00 

適用４ 工事箇所が存する市町村 1.50 

工事箇所が存する建設管理部出張所管内 1.00 

工事箇所が存する建設管理部管内 0.50 

なし 0.00 

 

エ その他 
 施工実績に該当する工事が複数ある場合、入札参加者は、評価が最も高くなると予想される工

事を１つ選択の上、施工実績を証明する資料として、コリンズ（工事実績情報サービス）の登録

内容確認書（工事実績）の写しを提出する。 

 

 

 

 
 

(5) 地域精通度（施工実績） 標準評価項目 
 

地域精通度（施工実績） 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

企業の 

施工能力 

地域精通度 

（施工実績） 

過去15年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 1.50 

1.00 

0.50 

0.00 
 

ア 評価対象工事 
 各建設管理部発注の最終請負金額５百万円以上の工事を対象とする。 

 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去15年間を基本とする。 

  過去15年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、15年前の4月1日から前年度の

3月31日までに完成し、その後引渡が完了した工事として設定する。 
 （公告日が令和5年度の場合、平成20年4月1日～令和5年3月31日の期間に完成し、その後引渡が完了した

工事。工事完成検査及び引渡が次年になる場合も対象となる。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  施工計画審査タイプⅠ型（全道枠の専門工事タイプも含む）は、全道枠の工事のため適用し

ない。 

(イ)  施工計画審査タイプⅡ型及び施工実績審査タイプ型（地域枠の専門工事タイプも含む）は、

地域枠の工事として工事内容等に応じて、次表の適用１～４の中から各建設管理部において

選択する。 

(ウ)  「隣接」の扱いは、地域の実情等に応じて各建設管理部で定義できることとする。 
 

技術評価項目 評価基準 評価点 

地域 

精通度 

過去15年間の

工事箇所と同

じ地域での施

工実績 

適用１ 工事箇所が存する建設管理部管内 1.50 

上記に隣接する建設管理部管内 1.00 

道内 0.50 

なし 0.00 

適用２ 工事箇所が存する総合振興局・振興局管内 1.50 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 1.00 

道内 0.50 

なし 0.00 

適用３ 工事箇所が存する建設管理部出張所管内 1.50 

工事箇所が存する建設管理部管内 1.00 

上記に隣接する建設管理部管内 0.50 

なし 0.00 

適用４ 工事箇所が存する市町村 1.50 

工事箇所が存する建設管理部出張所管内 1.00 

工事箇所が存する建設管理部管内 0.50 

なし 0.00 

 

エ その他 
 施工実績に該当する工事が複数ある場合、入札参加者は、評価が最も高くなると予想される工

事を１つ選択の上、施工実績を証明する資料として、コリンズ（工事実績情報サービス）の登録

内容確認書（工事実績）の写しを提出する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－３ 配置予定技術者 
 

(1) 主任(監理)技術者の資格 標準評価項目 
 

主任(監理)技術者の資格 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

配置予定 

技術者 

主任(監理)技術者 

の資格 

技術士 又は 有資格期間５年以上の 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 
1.00 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75 

有資格期間 10 年以上の 

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士 
0.50 

有資格期間５年以上の 

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士 
0.25 

上記以外 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 技術士、一級・二級土木施工管理技士及び一級・二級建設機械施工技士を評価する。 

 

イ 評価対象期間 
 一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士の有資格期間は、当該工事の公告

時点における有資格年数で評価する。 

 

ウ 評価基準 
(ア)  求める資格の種類は、技術士、一級・二級土木施工管理技士及び一級・二級建設機械施工技

士とするが、工種に応じて設定できる。(「Ⅳ-3 参考資料」別表ア 参照) 

(イ)  求める技術士の分野は、建設部門とする。 

 

エ その他 
(ア)  必要に応じて、舗装施工管理技術者、地すべり防止工事士、水産工学技士及びPC技士等の

資格を評価項目に追加することができる。(「Ⅳ-3 参考資料」別表イ 参照) 

(イ)  舗装工事に係る資格を乙型共同企業体（分担施工方式）において追加した場合は、舗装工事

を担当する構成員の配置予定技術者で評価する。 

(「Ⅲ-3-3 共同企業体・企業合併等」(1)ウ(イ) 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅲ－３－２－３ 配置予定技術者 
 

(1) 主任(監理)技術者の資格 標準評価項目 
 

主任(監理)技術者の資格 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

配置予定 

技術者 

主任(監理)技術者 

の資格 

技術士 又は 有資格期間５年以上の 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 
1.00 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75 

有資格期間 10 年以上の 

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士 
0.50 

有資格期間５年以上の 

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士 
0.25 

上記以外 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 技術士及び一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士を評価する。 

 

イ 評価対象期間 
 一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士の有資格期間は、当該工事の公告

時点における有資格年数で評価する。 

 

ウ 評価基準 
(ア)  求める資格の種類は、技術士及び一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技

士とするが、工種に応じて設定できる。(「Ⅳ-3 参考資料」別表ア 参照) 

(イ)  求める技術士の分野は、建設部門とする。 

 

エ その他 
(ア)  必要に応じて、舗装施工管理技術者、地すべり防止工事士、水産工学技士、PC技士等を評

価項目に追加することができる。(「Ⅳ-3 参考資料」別表イ 参照) 

(イ)  舗装工事に係る資格を乙型共同企業体（分担施工方式）において追加した場合は、舗装工事

を担当する構成員の配置予定技術者で評価する。 

(「Ⅲ-3-3 共同企業体・企業合併等」(1)ウ(イ) 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主任(監理)技術者の継続教育 標準評価項目 
 

主任(監理)技術者の継続教育 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

配置予定 

技術者 

主任(監理)技術者 

の継続教育 

ＣＰＤの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 評価対象とする継続教育の種類は、次表のとおりとする。 

 

団体名 
推奨単位 

１年間 ２年間 ３年間 ４年間 ５年間 

(一社)全国土木施工管理技士会

連合会 

20 ユニット 

以上 

40 ユニット 

以上 

60 ユニット 

以上 

80 ユニット 

以上 

100 ユニット 

以上 

(公社)土木学会 
50 単位 

以上 
－ － － － 

(公社)日本技術士会 
50 CPD時間 

以上 
－ 

150 CPD時間 

以上 
－ － 

（注）推奨単位は、各団体が示す令和6年１月末現在の数字 
 

イ 評価基準 
(ア)  配置予定技術者が取得した継続教育の単位を評価する。 

(イ)  推奨単位は上表のとおりとする。 

(ウ)  推奨単位の１年間は、当該年度の前年度に取得した単位とする。 
  （公告日が令和6年度の場合、令和6年3月31日迄の1年間とする。） 

(エ)  推奨単位の２年間以上は、必ず当該年度の前年度を含めた期間に取得した単位とする。（２

年間の場合、前々年度及び前年度の２年間） 

 

【注意事項】  

 令和元年度後半以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う講習会等の開催回数減少を踏まえ、令

和６年度の評価基準は特例措置を実施する場合がある。（別途通知を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 主任(監理)技術者の継続教育 標準評価項目 
 

主任(監理)技術者の継続教育 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

配置予定 

技術者 

主任(監理)技術者 

の継続教育 

ＣＰＤの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 評価対象とする継続教育の種類は、次表のとおりとする。 

 

団体名 
推奨単位 

１年間 ２年間 ３年間 ４年間 ５年間 

(一社)全国土木施工管理技士会

連合会 

20 ユニット 

以上 

40 ユニット 

以上 

60 ユニット 

以上 

80 ユニット 

以上 

100 ユニット 

以上 

(公社)土木学会 
50 単位 

以上 
－ － － － 

(公社)日本技術士会 
50 CPD時間 

以上 
－ 

150 CPD時間 

以上 
－ － 

（注）推奨単位は、各団体が示す令和5年１月末現在の数字 
 

イ 評価基準 
(ア)  配置予定技術者が取得した継続教育の単位を評価する。 

(イ)  推奨単位は上表のとおりとする。 

(ウ)  推奨単位の１年間は、当該年度の前年度に取得した単位とする。 
  （公告日が令和5年度の場合、令和5年3月31日迄の1年間とする。） 

(エ)  推奨単位の２年間以上は、必ず当該年度の前年度を含めた期間に取得した単位とする。（２

年間の場合、前々年度及び前年度の２年間） 

 

【注意事項】  

 令和元年度後半以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う講習会等の開催回数減少を踏まえ、令

和５年度の評価基準は特例措置を実施する場合がある。（別途通知を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 主任(監理)技術者の建設管理部優秀現場代理人表彰 標準評価項目 
 

主任(監理)技術者の継続教育 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

配置予定 

技術者 

主任(監理)技術者の建設管理部

優秀現場代理人表彰 

過去3年間に表彰あり 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 求める表彰の種類は、全道の建設管理部における優秀現場代理人表彰とする。 

 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去３年間を基本とする。 

(イ)  過去３年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、３年前の４月１日から前年度の３

月31日までの期間に配置予定技術者が受賞した表彰として設定する。 
 （公告日が令和6年度の場合、令和3年4月1日～令和6年3月31日の期間に受賞した表彰とする。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  過去３年間に表彰がある場合、評価する。 

(イ)  全道の建設管理部における表彰についても評価対象とする。 

(ウ)  各建設管理部内の兼任予定の他工事と重複して評価しない。 

  なお、兼任予定の他工事が、次のいずれかの場合は評価対象とする。 

・当該工事の競争入札参加資格申請時点で、他工事の契約工期の終期が入札日の前日までで

あること。（受注者の責によらない工期の延長の場合は、工期延長前の工期で判断する。） 

・当該工事の競争入札参加資格申請時点で、他工事の工事完成を通知していること。 

(エ)  「申請」は、申請した各建設管理部において、工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、同一の技術者で複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった

場合は、当該工事の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

(オ) 評価対象は、表彰時に在籍していた会社と同一の所属として申請された場合に限るものと

し、表彰時と異なる会社で申請された場合は評価しないものとする。 

ただし、表彰受賞後に合併、事業譲渡があった場合は、「表彰時に在籍していた会社」を合

併後存続会社及び譲受会社として取り扱って差し支えない。 

 

【注意事項】  

 主任(監理)技術者の兼任、適用回数については、次項の「(4) その他」も確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(3) 主任(監理)技術者の建設管理部優秀現場代理人表彰 標準評価項目 
 

主任(監理)技術者の継続教育 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

配置予定 

技術者 

主任(監理)技術者の建設管理部

優秀現場代理人表彰 

過去3年間に表彰あり 0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象の種類 
 求める表彰の種類は、全道の建設管理部における優秀現場代理人表彰とする。 

 

イ 評価対象期間 
(ア)  過去３年間を基本とする。 

(イ)  過去３年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、３年前の４月１日から前年度の３

月31日までの期間に配置予定技術者が受賞した表彰として設定する。 
 （公告日が令和5年度の場合、令和2年4月1日～令和5年3月31日の期間に受賞した表彰とする。） 

 

ウ 評価基準 
(ア)  過去３年間に表彰がある場合、評価する。 

(イ)  全道の建設管理部における表彰についても評価対象とする。 

(ウ)  各建設管理部内の兼任予定の他工事と重複して評価しない。 

  なお、兼任予定の他工事が、次のいずれかの場合は評価対象とする。 

・当該工事の競争入札参加資格申請時点で、他工事の契約工期の終期が入札日の前日までで

あること。（受注者の責によらない工期の延長の場合は、工期延長前の工期で判断する。） 

・当該工事の競争入札参加資格申請時点で、他工事の工事完成を通知していること。 

(エ)  「申請」は、申請した各建設管理部において、工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、同一の技術者で複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった

場合は、当該工事の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

(オ) 評価対象は、表彰時に在籍していた会社と同一の所属として申請された場合に限るものと

し、表彰時と異なる会社で申請された場合は評価しないものとする。 

ただし、表彰受賞後に合併、事業譲渡があった場合は、「表彰時に在籍していた会社」を合

併後存続会社及び譲受会社として取り扱って差し支えない。 

 

【注意事項】  

 主任(監理)技術者の兼任、適用回数については、次項の「(4) その他」も確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

(4) その他（主任(監理)技術者の場合） 

ア 建設業法上兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、次のとおりとする。 
 

主任(監理)技術者の 兼任の場合 

(1)資格 重複して評価できる。 

(2)継続教育 重複して評価できる。 

(3)建設管理部優秀 

現場代理人表彰 
各建設管理部内の兼任予定の工事と重複して評価しない。 

 

（参考例） ある監理技術者が、年度内に複数工事を担当する場合 
 

              監理技術者の想定 
 

(1)資格 

 一級土木施工管理技士 

 

(2)継続教育 

 推奨単位以上取得 

 

(3)建設管理部 

  優秀現場代理人表彰 

 2年前に受賞 

 
             

甲
建
設
管
理
部 

工事Ａ 
（監理技術者） 

契
約
工
期 

   

     

                 

 公
告 

参
加
申
請 

 

入
札
日 

工事Ｂ 
（監理技術者） 

   

 

 

                 

     

 

公
告 

参
加
申
請 

 

入
札
日 

工事Ｃ 
（監理技術者） 

 

 

                 
 

  工事Ａ 工事Ｂ 工事Ｃ   

(1)資格 評価 評価 評価  

(2)継続教育 評価 評価 評価  

(3)表彰 評価 評価しない 
（兼任の工事Ａで適用済のため） 

評価 
（適用済工事Ａは入札までに完成のため） 

（兼任の工事Ｂで非適用のため） 

 

 

 

イ 入札参加者が技術評価項目申請書を提出する際、配置予定技術者を特定できず複数の候補者

がいる場合は、各候補者の中から評価が最も低い１名で申請すること。 

 （申請した配置予定技術者と実際の配置技術者が異なることは問題ないが、申請した配置予定

技術者の評価より実際の配置技術者の評価が下がる場合、減点の対象となるので注意すること。） 

 
 

ウ 表彰を評価された配置予定技術者(以下、予定技術者)により工事(以下、表彰評価工事)を受注した

が、実際には別の技術者を配置した場合、表彰評価工事が完成するまでは、他工事の入札参加申

請で当該予定技術者の表彰は評価しないので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) その他（主任(監理)技術者の場合） 

(ア)  建設業法上兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、次のとおりとする。 
 

主任(監理)技術者の 兼任の場合 

(1)資格 重複して評価できる。 

(2)継続教育 重複して評価できる。 

(3)建設管理部優秀 

現場代理人表彰 
各建設管理部内の兼任予定の工事と重複して評価しない。 

 

（参考例） ある監理技術者が、年度内に複数工事を担当する場合 
 

              監理技術者の想定 
 

(1)資格 

 一級土木施工管理技士 

 

(2)継続教育 

 推奨単位以上取得 

 

(3)建設管理部 

  優秀現場代理人表彰 

 2年前に受賞 

 
             

甲
建
設
管
理
部 

工事Ａ 
（監理技術者） 

契
約
工
期 

   

     

                 

 公
告 

参
加
申
請 

 

入
札
日 

工事Ｂ 
（監理技術者） 

   

 

 

                 

     

 

公
告 

参
加
申
請 

 

入
札
日 

工事Ｃ 
（監理技術者） 

 

 

                 
 

  工事Ａ 工事Ｂ 工事Ｃ   

(1)資格 評価 評価 評価  

(2)継続教育 評価 評価 評価  

(3)表彰 評価 評価しない 
（兼任の工事Ａで適用済のため） 

評価 
（適用済工事Ａは入札までに完成のため） 

（兼任の工事Ｂで非適用のため） 

 

 

 

(イ)  入札参加者が技術評価項目申請書を提出する際、配置予定技術者を特定できず複数の候補

者がいる場合は、各候補者の中から評価が最も低い１名で申請すること。 

 （申請した配置予定技術者と実際の配置技術者が異なることは問題ないが、申請した配置予

定技術者の評価より実際の配置技術者の評価が下がる場合、減点の対象となるので注意する

こと。） 
 

(ウ)  表彰を評価された配置予定技術者(以下、予定技術者)により工事(以下、表彰評価工事)を受注した

が、実際には別の技術者を配置した場合、表彰評価工事が完成するまでは、他工事の入札参加

申請で当該予定技術者の表彰は評価しないので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－４ 担い手の育成・確保 
 

(1) 技術者の追加配置 標準評価項目 
 

技術者の追加配置 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

担い手の 

育成・確保 

技術者の 

追加配置 

一級･二級土木施工管理技士 又は 一級･二級建設機械施工技士 

の追加配置あり 
0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象 
 技術、技能の承継を図るため一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士の資

格を有し、他工事の主任(監理)技術者となっていない者を、当該工事の主任(監理)技術者に加え

て配置した場合に評価する。 
   

イ 評価基準 
 求める資格の種類は、一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士とするが、

工種に応じて設定できる。 (「Ⅳ-3 参考資料」別表ア 参照) 
  

  

ウ その他 
(ア)  追加配置予定技術者の兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、同一市町村の範囲

内とする。 

(イ)  技術評価項目申請書には追加配置予定技術者を１名記載すること。なお、追加配置技術者

は、申請された者の他にも複数名配置できる。また、追加配置技術者の変更は可能であるが、

変更後の追加配置技術者は評価基準を満たすこと。 

 

(2) 技術職員の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
 

技術職員の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

担い手の 

育成・確保 

（地域での 

選択項目） 

技術職員の 

育成・確保 

 

評価点の 

大きい 

もの 

①若手技術者の 

育成・確保(※1) 

技術職員の35歳未満の割合が15%以上、又

は、新規技術者(35歳未満)が1%以上 

 

②技術職員総数 

の確保 

(※2) 

技術職員の総数が同数以上 

技術職員の総数の減少数が1～2人、又は、 

減少率が4%以下 (※3) 

技術職員の総数の減少数が3人、又は、 

減少率が6%以下 (※3) 

上記該当なし 

(※1) 公告日の直近の経営事項審査の「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」による 

(※2) 公告日の直近と、その前の経営事項審査申請時の技術職員の総数の比較 

(※3) 減少数＝(直近の前の技術職員の総数)－(直近の技術職員の総数) 

 減少率＝(減少数)／(直近の前の技術職員の総数)×100%  （小数点以下は切捨） 
   

ア 評価対象 
(ア)  ①若年技術職員の育成・確保 

 公告日の直近通知日の経営事項審査の「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状

況」において、加点評価された企業を評価する。 

(イ)  ②技術職員総数の確保 

 技術職員総数の確保は、直近の経営事項審査申請時の技術職員の総数が、公告日の直近の前

の通知日の経営事項審査申請時の技術職員の総数と同数以上の場合に評価する。 
   

イ 評価基準 
(ア)  項目①若年技術職員の育成・確保の評価点と、項目②技術職員総数の確保の評価点を比較し

て、評価点の大きいものを「技術者の育成・確保」の評価点とする。 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－４ 担い手の育成・確保 
 

(1) 技術者の追加配置 標準評価項目 
 

技術者の追加配置 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

担い手の 

育成・確保 

技術者の 

追加配置 

一級･二級土木施工管理技士 又は 一級･二級建設機械施工技士 

の追加配置あり 
0.50 

なし 0.00 
 

ア 評価対象 
 技術、技能の承継を図るため一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士の資

格を有し、他工事の主任(監理)技術者となっていない者を、当該工事の主任(監理)技術者に加え

て配置した場合に評価する。 
   

イ 評価基準 
 求める資格の種類は、一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士とするが、

工種に応じて設定できる。 (「Ⅳ-3 参考資料」別表ア 参照) 
  

  

ウ その他 
(ア)  追加配置予定技術者の兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、同一市町村の範囲

内とする。 

(イ)  技術評価項目申請書には追加配置予定技術者を１名記載すること。なお、追加配置技術者

は、申請された者の他にも複数名配置できる。また、追加配置技術者の変更は可能であるが、

変更後の追加配置技術者は評価基準を満たすこと。 

 

(2) 技術職員の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
 

技術職員の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

担い手の 

育成・確保 

（地域での 

選択項目） 

技術職員の 

育成・確保 

 

評価点の 

大きい 

もの 

①若手技術者の 

育成・確保(※1) 

技術職員の35歳未満の割合が15%以上、又

は、新規技術者(35歳未満)が1%以上 
 

②技術職員総数 

の確保 

(※2) 

技術職員の総数が同数以上  

技術職員の総数の減少数が1～2人、又は、 

減少率が4%以下 (※3) 
 

技術職員の総数の減少数が3人、又は、 

減少率が6%以下 (※3) 
 

上記該当なし  

(※1) 公告日の直近の経営事項審査の「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」による 

(※2) 公告日の直近と、その前の経営事項審査申請時の技術職員の総数の比較 

(※3) 減少数＝(直近の前の技術職員の総数)－(直近の技術職員の総数) 

 減少率＝(減少数)／(直近の前の技術職員の総数)×100%  （小数点以下は切捨） 
   

ア 評価対象 
(ア)  ①若年技術職員の育成・確保 

 公告日の直近通知日の経営事項審査の「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状

況」において、加点評価された企業を評価する。 

(イ)  ②技術職員総数の確保 

 技術職員総数の確保は、直近の経営事項審査申請時の技術職員の総数が、公告日の直近の前

の通知日の経営事項審査申請時の技術職員の総数と同数以上の場合に評価する。 
   

イ 評価基準 
(ア)  項目①若年技術職員の育成・確保の評価点と、項目②技術職員総数の確保の評価点を比較し

て、評価点の大きいものを「技術者の育成・確保」の評価点とする。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 評価点は、次項Ⅲ－３－２－４(3)と合わせてⅠ型で 2.50 点、その他で 2.00 点を標準と

する。 

 

(3) 担い手の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

担い手の 

育成・確保 

（地域での 

選択項目） 

新規の雇用 新規の雇用あり 

Ⅰ型 

2.50 

 

その他 

2.00 

 

 

指定した 

項目の 

合計点 

なし 
労
働
環
境
改
善 

雇用環境

への取組 

建設雇用への取組あり 

なし 

仕事と 

家庭の 

両立支援 

の取組 

(※1) 

の場合 

仕事と家庭の両立支援の取組あり 

なし 

(※2) 

の場合 

「北海道あったかファミリー応援企業」の認定あり 

 又は 

「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「仕事と子育て・介

護等の両立」取組あり 

次世代育成支援法の「一般事業主行動計画」策定届あり 

なし 

高年齢者 

継続雇用 

高年齢者継続雇用の取組あり 

なし 

女性の 

活躍支援 

(※1) 

の場合 

女性の活躍支援の取組あり 

なし 

(※2) 

の場合 

「北海道なでしこ応援企業」の認定あり 

 又は 

「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「女性」取組あり 

女性活躍支援法の「一般事業主行動計画」策定届あり 

なし 

地域の技能士

の活用 

計画あり 

なし 

ＩＣＴ活用の

取組 

前年度に当該建設管理部発注の「ＩＣＴ活用モデル工事」で 

ＩＣＴ施工に取組･完成した実績あり 

なし 

（地域独自 

設定項目） 
（各発注機関が独自に設定できる項目とする） 

※ 指定項目は3項目以上とし、各建設管理部で設定できる。 
 

(※1) 【施工計画審査タイプ、施行実績審査タイプ、専門工事タイプ(舗装)等】・・・総合評価落札方式の適用

区分が、令和5･6年度北海道建設工事等競争入札参加資格審査において格付評価する種類（一般土木工事、

舗装工事、建築工事、農業土木工事、水産土木工事、森林土木工事、電気工事、管工事）を対象にしている場合。 
 

(※2) 【専門工事タイプ(鋼橋工場製作)等】・・・総合評価落札方式の適用区分が、令和5･6年度北海道建設工

事等競争入札参加資格審査において格付評価しない種類（鋼橋上部、塗装工事、道路標識設置工事、造園工事、機

械器具設置工事）を対象にしている場合。 

(※3) 本表の評価点は、Ⅲ－３－２－４(2)及び(3)を合わせた評価点としているので留意すること。 

 

ア 評価項目の選択等 
 Ⅲ－３－２－４(2)及び(3)の表の技術評価項目の中から、地域の実情等に応じて、各建設管理

部が3項目以上の指定項目及び配点を設定し評価する。 

イ その他 
 各評価項目の詳細については、別表1による。 

 

(イ) 評価点は、次項Ⅲ－３－２－４(3)と合わせてⅠ型で 2.50 点、その他で 2.00 を標準とす

る。 

 

(3) 担い手の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

担い手の 

育成・確保 

（地域での 

選択項目） 

新規の雇用 新規の雇用あり 

Ⅰ型 

2.50 

 

その他 

2.00 

 

 

指定した 

項目の 

合計点 

なし 
労
働
環
境
改
善 

雇用環境

への取組 

建設雇用への取組あり 

なし 

仕事と 

家庭の 

両立支援 

の取組 

(※1) 

の場合 

仕事と家庭の両立支援の取組あり 

なし 

(※2) 

の場合 

「北海道あったかファミリー応援企業」の認定あり 

 又は 

「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「仕事と子育て・介

護等の両立」取組あり 

次世代育成支援法の「一般事業主行動計画」策定届あり 

なし 

高年齢者 

継続雇用 

高年齢者継続雇用の取組あり 

なし 

女性の 

活躍支援 

(※1) 

の場合 

女性の活躍支援の取組あり 

なし 

(※2) 

の場合 

「北海道なでしこ応援企業」の認定あり 

 又は 

「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「女性」取組あり 

女性活躍支援法の「一般事業主行動計画」策定届あり 

なし 

地域の技能士

の活用 

計画あり 

なし 

ＩＣＴ活用の

取組 

前年度に当該建設管理部発注の「ＩＣＴ活用モデル工事」で 

ＩＣＴ施工に取組･完成した実績あり 

なし 

（地域独自 

設定項目） 
（各発注機関が独自に設定できる項目とする） 

※ 指定項目は3項目以上とし、各建設管理部で設定できる。 
 

(※1) 【施工計画審査タイプ、施行実績審査タイプ、専門工事タイプ(舗装)等】・・・総合評価落札方式の適用

区分が、令和5･6年度北海道建設工事等競争入札参加資格審査において格付評価する種類（一般土木工事、

舗装工事、建築工事、農業土木工事、水産土木工事、森林土木工事、電気工事、管工事）を対象にしている場合。 
 

(※2) 【専門工事タイプ(鋼橋工場製作)等】・・・総合評価落札方式の適用区分が、令和5･6年度北海道建設工

事等競争入札参加資格審査において格付評価しない種類（鋼橋上部、塗装工事、道路標識設置工事、造園工事、機

械器具設置工事）を対象にしている場合。 

(※3) 本表の評価点は、Ⅲ－３－２－４(2)及び(3)を合わせた評価点としているので留意すること。 

 

ア 評価項目の選択等 
 Ⅲ－３－２－４(2)及び(3)の表の技術評価項目の中から、地域の実情等に応じて、各建設管理

部が3項目以上の指定項目及び配点を設定し評価する。 

イ その他 
 各評価項目の詳細については、別表1による。 

 

文言修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 
担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

新規の雇用 【評価対象】 

 評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ア)  過去5年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等

や職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設を卒業・修了した者を（卒業・

修了年度を含む4か年度以内）雇用した企業。 

(イ)  過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事していた離職者を雇用

した企業。なお、自社で解雇した職員を再び雇った場合は評価の対象としない。 

なお、(ア)と(イ)のいずれの場合においても、対象者は次の要件を満たすこと。 

・ 令和6年4月1日時点で3か月を超える継続雇用関係にある者とする。（継続雇用と

は、期間の定めのない雇用契約労働者(いわゆる正規雇用)とする。） 

・採用時点において、満35歳未満の者とする。 
 

※ 対象年齢の拡大や、高齢者雇用安定法に基づき雇用した企業を評価対象とする等、地

域の就労環境に応じて、各建設管理部で独自に評価対象の条件等を設定できる運用とす

る。 

 

【評価期間】 

 過去5年間は､当該年度の前年度から起算するものとし､5年前の4月1日から前年度の3

月31日までの期間｡ 
（公告日が令和6年度の場合、平成31年4月1日～令和6年3月31日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

(ア)  各建設管理部において年１回の落札まで、申請ができる。 

 （年１回とは、当該年度において入札公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 
（公告日が令和6年度の場合、令和6年4月1日～令和7年3月31日の公告工事で１回限り。） 

(イ)  「申請」は工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、

当該工事の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、

入札整理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説

明書の提出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制

評価点が確定しない工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出

対象工事以外の工事を入札整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番

号順に判断する。 
 

(ウ)  共同企業体において、構成員の複数に新規の雇用実績がある場合は、いずれかの構

成員の表彰をもって当該共同企業体の「申請」とすることができる。「申請」による落

札以後は、申請した構成員は、単体、共同企業体を問わず申請できない。(「Ⅲ-3-3 

共同企業体」 参照) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表１ 
担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

新規の雇用 【評価対象】 

 評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ア)  過去5年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等

や職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設を卒業した者を（卒業年度を

含む4ヶ年度以内）雇用した企業。 

(イ)  過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事していた離職者を雇

用した企業。なお、自社で解雇した職員を再び雇った場合は評価の対象としない。 

 なお、(ア)と(イ)のいずれの場合においても、対象者は次の要件を満たすこと。 

・ 令和5年4月1日時点で3ヶ月を超える継続雇用関係にある者とする。（継続雇用と

は、期間の定めのない雇用契約労働者(いわゆる正規雇用)とする。） 

・採用時点において、満35歳未満の者とする。 
 

※ 対象年齢の拡大や、高齢者雇用安定法に基づき雇用した企業を評価対象とする等、地

域の就労環境に応じて、各建設管理部で独自に評価対象の条件等を設定できる運用とす

る。 

 

【評価期間】 

 過去5年間は､当該年度の前年度から起算するものとし､5年前の4月1日から前年度の3

月31日までの期間｡ 
（公告日が令和5年度の場合、平成30年4月1日～令和5年3月31日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

(ア)  各建設管理部において年１回の落札まで、申請ができる。 

 （年１回とは、当該年度において入札公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 
（公告日が令和5年度の場合、令和5年4月1日～令和6年3月31日の公告工事で１回限り。） 

(イ)  「申請」は工事を落札するまで申請ができる。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、

当該工事の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、0点として評価値を算出する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、

入札整理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説

明書の提出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制

評価点が確定しない工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出

対象工事以外の工事を入札整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番

号順に判断する。 
 

(ウ)  共同企業体において、構成員の複数に表彰実績がある場合においても「申請」は単

体における場合と同様の扱いとし、「申請」による落札以後は、その構成員は申請でき

ない。(「Ⅲ-3-3 共同企業体」 参照) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

時点修正・文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同企業体の取り扱い改正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

雇用環境へ

の取組 

 

【評価対象】 

評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ア) 道内に存する事業所における北海道知事による建設雇用改善優良事業所表彰を過去

3年間に受けた企業。 

(イ) 令和5・6年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「通年雇用」の審

査において評価された企業。 

(ウ) 若年者雇用の取組として職員の奨学金返還、又は学生等内定者への奨学金給付の支

援に取り組む企業。 

・ 奨学金返還の支援(代理返還等)、又は奨学金の支給（給付団体への出資を含む）を行っ

ている、又は行う規定を設けている企業。 

・ 道内市町村の奨学金返還支援制度の認定(登録)がある企業。 

・ 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のホームページにおいて企業の奨学金返還

支援(代理返還)制度に登載されている企業。 

 

【評価期間等】 

・ (ア)における過去3年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、3年前の4月1日

から前年度の3月31日までの期間に受賞した表彰として設定する。 
（公告日が令和6年度の場合、令和3年4月1日～令和6年3月31日の期間とする。） 

・ (ウ)は当該年度において、企業のホームページへの掲載、求人票、社内規約、及びその

他企業の支援があることを確認できる書類(写し)の提出があった企業。 
 （添付書類で会社名が確認できないものは評価しない。） 
 

仕事と家庭

の両立支援

の取組 

【評価対象】 
 当該工事の入札参加資格審査申請書等の申込締切日の前日時点で、次のいずれかの企業

を評価対象とする。（認定期間や計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「仕事と子育て・介護等の両立」の取組分野

に該当があり、認定証の写しの提出のあった企業。 

・「北海道あったかファミリー応援企業」として認定され、認定証の写しの提出のあった

企業。 

・次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、

当該計画策定届(変更届)の提出のあった企業。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

雇用環境へ

の取組 

 

【評価対象】 

評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ア) 道内に存する事業所における北海道知事による建設雇用改善優良事業所表彰を過

去3年間に受けた企業。 

(イ) 令和5・6年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「通年雇用」の

審査において評価された企業。 

(ウ) 若年者雇用の取組として職員の奨学金返還の支援に取り組む企業。 

 

・ 奨学金返還の支援を行っている、又は行う規定を設けている企業。 

 

・ 道内市町村の奨学金返還支援制度の認定(登録)がある企業。 

・ 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のホームページにおいて企業の奨学金返

還支援(代理返還)制度に登載されている企業。 

 

【評価期間等】 

・ (ア)における過去3年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、3年前の4月1日

から前年度の3月31日までの期間に受賞した表彰として設定する。 
（公告日が令和5年度の場合、令和2年4月1日～令和5年3月31日の期間とする。） 

・ (ウ)は当該年度において、企業のホームページへの掲載、求人票、社内規約、及びその

他企業の支援があることを確認できる書類(写し)の提出があった企業。 

 
 

仕事と家庭

の両立支援

の取組 

【評価対象】 
 当該工事の入札参加資格審査申請書等の申込締切日の前日時点で、次のいずれかの企業

を評価対象とする。（認定期間や計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「仕事と子育て・介護等の両立」の取組分野

に該当があり、認定証の写しの提出のあった企業。 

・「北海道あったかファミリー応援企業」として認定され、認定証の写しの提出のあった

企業。 

・次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、

当該計画策定届(変更届)の提出のあった企業。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

対象とする奨学金に関する

取組を改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

添付書類は会社名が確認で

きるものとする規定に改正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

高年齢者 

継続雇用 

【評価対象】 

次のいずれかの企業を評価対象とする 

①令和5・6年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「高年齢者継続雇用対

策」の審査において評価された企業。 
 

②前年度の4月1日時点において、満65歳以上の高年齢者を雇用しており、当該年度の4月

1日時点においても同一の高年齢者を継続して雇用していることを確認できた企業を評

価対象とする。 
 

 ②について 
 

（公告日が令和6年度の場合、令和5年4月1日時点において、満65歳以上の高年齢者を雇用して

おり、令和6年4月1日時点においても同一の高年齢者を継続して雇用していることを確認でき

た企業を評価する。令和5年4月1日が満65歳の誕生日の人を令和5年4月1日に雇用し、令和6

年４月１日まで雇用した場合は評価対象となる。） 
 

 

 （高年齢者継続雇用の評価の考え方）  
          

     R5.4.1 R6.4.1 
【評価の判断】 

   
令和4年度＞ ＜令和5年度＞ ＜令和6年度 

       

 【考え方】 ・・・・・・  この間の継続雇用が 

確認できれば評価 
   

       

       

 ケース1 
 ★   

○ （R5.4.1～R6.4.1継続雇用であるため）  
 雇用(4月1日)   

        

 ケース2 
   ★  

× （R5.4.1から雇用していないため不可） 
 

   雇用  
        

 ケース３ 
  ★   

× （R5.4.1から雇用していないため不可） 
 

  雇用   
        

 ケース4 
 ★ ☆   

× （R6.4.1時点で雇用していないため不可） 
 

 雇用 退職    
        

 ケース5 
 ★ ☆ ･･･ ★ ☆  

× （継続して雇用していないため不可） 
 

 雇用 退職  再雇用 退職   
        

 ケース6 
 ★    

○ （R5.4.1～R6.4.1継続雇用であるため） 
 

 雇用     
       

 

 

 また、評価対象の高年齢者は、下記の(ア)～(ウ)のいずれかの雇用形態に該当する場合

とする。 

(ア)  雇用期間の定めのない労働者。 

(イ)  一定期間（1か月、6か月等）を定めて雇用されるものであっても、その雇用期間

が反復更新されて事実上(ア)と同一の状態にあると認められる者。 

(ウ)  日々雇用される者であっても、雇用契約が更新されて事実上(ア)と同様の状態に

あると認められる者。 

 

【その他】 

・ 入札参加者には、下記の(ア)～(ウ)のいずれかの書類の提出を求める。 
(ア) 健康保険被保険者証の写し 及び 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し。 

(イ) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 及び 出勤簿や賃金台帳等の継続雇用されて

いることが解る書類の写し。 

(ウ) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 及び 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

の写し。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

高年齢者 

継続雇用 

【評価対象】 

次のいずれかの企業を評価対象とする 

①令和5・6年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「高年齢者継続雇用対

策」の審査において評価された企業。 
 

②前年度の4月1日時点において、満65歳以上の高年齢者を雇用しており、当該年度の4月

1日時点においても同一の高年齢者を継続して雇用していることを確認できた企業を評

価対象とする。 
 

 ②について 
 

（公告日が令和5年度の場合、令和4年4月1日時点において、満65歳以上の高年齢者を雇用して

おり、令和5年4月1日時点においても同一の高年齢者を継続して雇用していることを確認でき

た企業を評価する。令和4年4月1日が満65歳の誕生日の人を令和4年4月1日に雇用し、令和5

年４月１日まで雇用した場合は評価対象となる。） 
 

 

 （高年齢者継続雇用の評価の考え方）  
          

     R4.4.1 R5.4.1 
【評価の判断】 

   
令和3年度＞ ＜令和4年度＞ ＜令和5年度 

       

 【考え方】 ・・・・・・  この間の継続雇用が 

確認できれば評価 
   

       

       

 ケース1 
 ★   

○ （R4.4.1～R5.4.1継続雇用であるため）  
 雇用(4月1日)   

        

 ケース2 
   ★  

× （R4.4.1から雇用していないため不可） 
 

   雇用  
        

 ケース３ 
  ★   

× （R5.4.1から雇用していないため不可） 
 

  雇用   
        

 ケース4 
 ★ ☆   

× （R5.4.1時点で雇用していないため不可） 
 

 雇用 退職    
        

 ケース5 
 ★ ☆ ･･･ ★ ☆  

× （継続して雇用していないため不可） 
 

 雇用 退職  再雇用 退職   
        

 ケース6 
 ★    

○ （R4.4.1～R5.4.1継続雇用であるため） 
 

 雇用     
       

 

 

 また、評価対象の高年齢者は、下記の(ア)～(ウ)のいずれかの雇用形態に該当する場合

とする。 

(ア)  雇用期間の定めのない労働者。 

(イ)  一定期間（1ヶ月、6ヶ月等）を定めて雇用されるものであっても、その雇用期

間が反復更新されて事実上(ア)と同一の状態にあると認められる者。 

(ウ)  日々雇用される者であっても、雇用契約が更新されて事実上(ア)と同様の状態に

あると認められる者。 

 

【その他】 

・入札参加者には、下記の１～３のいずれかの書類の提出を求める。 
１ 健康保険被保険者証の写し 及び 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し。 

２ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 及び 出勤簿や賃金台帳等の継続雇用されて

いることが解る書類の写し。 

３ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 及び 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

の写し。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文言整理 
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 変更後 変更前 備考 
40 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

女性の 

活躍支援の 

取組 

【評価対象】 
 次のいずれかの企業を評価対象とする。 

・ 令和5・6年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「女性活躍支援」の

審査において評価された企業。 

・ 「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「女性」の取組分野に該当があり、認定証

の写しの提出のあった企業。（認定期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・ 「北海道なでしこ応援企業」として認定され、認定証の写しの提出のあった企業。（認

定期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・ 当該工事の入札参加資格審査申請書等の申込締切日の前日時点で、女性活躍推進法に

規定する「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、当該計画策定届(変更届)の提出の

あった企業。（計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

地域の 

技能士等の 

活用 

【評価対象】 

・ 当該建設管理部が設定した地域内に居住する技能士・基幹技能者又は登録基幹技能者

を１名以上活用する計画を評価対象とする。 

・ 評価対象とする職種は、発注者において特に指定はしないが、入札参加者が計画した

職種が、当該工事の作業内容に応じた職種に該当しているものを評価対象とする。 

 

【履行確認】 

・ 当該工事施行中に、監督員が段階確認などの立会時に合わせて、１名以上の技能士・

基幹技能者又は登録基幹技能者の本人確認と作業状況を確認することを原則とし、その

確認状況を受注者が写真撮影し、施工計画書に添付するものとする。ただし立会時に技

能士が作業していないなど監督員による作業状況等の確認が困難な場合は、受注者が技

能士の本人確認及び作業状況を写真撮影し、施工計画書に添付することにより、確認す

ることができる。 

ＩＣＴ活用

の取組 

【評価対象】 

・ 過去1年間（地域の状況等により、対象期間を変更できる）に当該建設管理部でＩＣ

Ｔ活用モデル工事（※）を受注し取組を行って完成した実績がある場合に評価対象とす

る。 

・ 適用するタイプについては、各建設管理部で設定できるものとする。 

なお、施工計画審査タイプⅠ型に適用する場合は、全道枠の工事のため、全道でのＩ

ＣＴ活用モデル工事の実績を評価する。 

 

【評価期間】 

・ 期間は年度単位で、各建設管理部で設定する。 

（過去１年間の場合は、1年前の4月1日から前年度の3月31日までの期間に完成した、

当該建設管理部発注の対象工事とする。） 
（公告日が令和 6 年度で、評価期間を過去１年間で設定した場合、令和 5 年 4 月 1 日～令和 6

年 3 月 31 日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

・ １年間に評価できる回数は、各建設管理部で設定できる。 

地域独自 

設定項目 

 各建設管理部が独自に設定できる項目とする。 

 
 
 
 
 
 

担い手の育成・確保【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

女性の 

活躍支援の 

取組 

【評価対象】 
 次のいずれかの企業を評価対象とする。 

・令和5・6年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「女性活躍支援」の

審査において評価された企業。 

・「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「女性」の取組分野に該当があり、認定証の

写しの提出のあった企業。（認定期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・「北海道なでしこ応援企業」として認定され、認定証の写しの提出のあった企業。（認

定期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・当該工事の入札参加資格審査申請書等の申込締切日の前日時点で、女性活躍推進法に

規定する「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、当該計画策定届(変更届)の提出

のあった企業。（計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

地域の 

技能士等の 

活用 

【評価対象】 

・当該建設管理部が設定した地域内に居住する技能士・基幹技能者を１名以上活用する

計画を評価対象とする。 

・評価対象とする職種は、発注者において特に指定はしないが、入札参加者が計画した

職種が、当該工事の作業内容に応じた職種に該当しているものを評価対象とする。 

 

【履行確認】 

・当該工事施行中に、監督員が段階確認などの立会時に合わせて、１名以上の技能士・

基幹技能者の本人確認と作業状況を確認することを原則とし、その確認状況を受注者

が写真撮影し、施工計画書に添付するものとする。ただし立会時に技能士が作業して

いないなど監督員による作業状況等の確認が困難な場合は、受注者が技能士の本人確

認及び作業状況を写真撮影し、施工計画書に添付することにより、確認することがで

きる。 

ＩＣＴ活用

の取組 

【評価対象】 

・過去1年間（地域の状況等により、対象期間を変更できる）に当該建設管理部でＩＣ

Ｔ活用モデル工事（※）を受注し取組を行って完成した実績がある場合に評価対象とす

る。 

・施工計画審査タイプⅠ型には、適用しない。 

 

【評価期間】 

・期間は年度単位で、各建設管理部で設定する。 

（過去１年間の場合は、1年前の4月1日から前年度の3月31日までの期間に完成した、

当該建設管理部発注の対象工事とする。） 
（公告日が令和 5 年度で、評価期間を過去１年間で設定した場合、令和 4 年 4 月 1 日～令和

5 年 3 月 31 日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

・１年間に評価できる回数は、各建設管理部で設定できる。 

地域独自 

設定項目 

 各建設管理部が独自に設定できる項目とする。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録基幹技能者を評価対象

として明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

適用する総合評価落札方式

のタイプを各建設管理部で

設定できるよう改正 

 

 

時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－５ 地域の守り手確保 
 

(1) 主たる営業所の所在地 標準評価項目 
 

主たる営業所の所在地 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守り

手確保 

地域の安全・安

心貢献度 

主たる営業所の

所在地 

工事箇所と同じ地域内での主たる営業所 1.00 

0.50 

0.00 
 

ア 評価対象 
主たる営業所とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

(ア)  建設業許可申請書別表（建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式1号別表）の「主

たる営業所」の欄に記載されているもの。 

(イ)  会社法第27条の本店で、かつ、建設業法第３条の許可を有している営業所。 

 
イ 評価基準 

(ア)  工事個所と同じ地域内での主たる営業所を評価する。 

(イ)  当該工事の入札参加資格の要件に設定した地域範囲に応じて、次表の適用１～４の中から

選択する。 

(ウ)  施工計画審査タイプⅠ型には、適用しない。 

(エ)  「隣接」等の扱いは、地域の実情等に応じて各建設管理部で定義できることとする。 

 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の 

守り手 

確保 

地域の 

安全・ 

安心 

貢献度 

主たる 

営業所の 

所在地 

適用１ 工事箇所が存する建設管理部管内 1.00 

上記に隣接する建設管理部管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

適用２ 工事箇所が存する総合振興局・振興局管内 1.00 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

適用３ 工事箇所が存する建設管理部出張所管内 1.00 

工事箇所が存する建設管理部管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

適用４ 工事箇所が存する市町村及び隣接する市町村 1.00 

工事箇所が存する建設管理部出張所管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－５ 地域の守り手確保 
 

(1) 主たる営業所の所在地 標準評価項目 
 

主たる営業所の所在地 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守り

手確保 

地域の安全・安

心貢献度 

主たる営業所の

所在地 

工事箇所と同じ地域内での主たる営業所 1.00 

0.50 

0.00 
 

ア 評価対象 
 主たる営業所とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

ａ 建設業許可申請書別表（建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式1号別表）の

「主たる営業所」の欄に記載されているもの。 

ｂ 会社法第27条の本店で、かつ、建設業法第３条の許可を有している営業所。 

 
イ 評価基準 

(ア)  工事個所と同じ地域内での主たる営業所を評価する。 

(イ)  当該工事の入札参加資格の要件に設定した地域範囲に応じて、次表の適用１～４の中から

選択する。 

(ウ)  施工計画審査タイプⅠ型には、適用しない。 

(エ)  「隣接」等の扱いは、地域の実情等に応じて各建設管理部で定義できることとする。 

 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の 

守り手 

確保 

地域の 

安全・ 

安心 

貢献度 

主たる 

営業所の 

所在地 

適用１ 工事箇所が存する建設管理部管内 1.00 

上記に隣接する建設管理部管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

適用２ 工事箇所が存する総合振興局・振興局管内 1.00 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

適用３ 工事箇所が存する建設管理部出張所管内 1.00 

工事箇所が存する建設管理部管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

適用４ 工事箇所が存する市町村及び隣接する市町村 1.00 

工事箇所が存する建設管理部出張所管内 0.50 

入札参加資格の要件に設定した地域範囲内 0.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害時の協力等 標準評価項目 

 

災害時の協力等 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守り

手確保 

地域の安全・安

心貢献度 

災害時の協力等 災害協定あり 0.25 

なし 0.00 
 

ア 評価基準 
(ア)  災害時の協力は、当該年度における建設管理部等との災害協定の有無を評価するものとす

る。 

(イ)  施工計画審査タイプⅠ型については、全道枠の工事であることから、全道のいずれかの建設

管理部等との災害協定を評価対象とする。 

(ウ)  施工計画審査タイプⅡ型・施工実績審査タイプ型は、地域枠の工事であることから、当該建

設管理部等との災害協定を評価対象とする。 

 

 

(3) 地域の安全･安心貢献度、地域経済への波及、地域社会貢献【地域での選択項目】 標準評価項目 

 

地域の安全･安心貢献度、地域経済への波及、地域社会貢献【地域での選択項目】 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守り

手確保 

（地域での

選択項目） 

地域の安全・安

心貢献度 

緊急時の応急措

置の実績 

過去5年間に実績あり 

Ⅰ型 

2.75 

 

その他 

2.25 

 

 

指定した 

項目の 

合計点 

 

 

※Ⅰ型施工

成績重視型

(試行)は、 

2.25 

なし 

公共土木施設の

維持管理実績 

過去5年間に実績あり 

なし 

地域経済への

波及 

地域企業の活用 

 
（地域の実情等に応

じて、適用1、適用

2を選択） 

適用1 

地域内企業の活用比率 

20%以上 

10%以上20%未満 

10%未満 

適用2 

地域内企業の活用計画 

あり 

なし 

地域資材の活用 計画あり 

なし 

地域社会貢献 多様な雇用への

貢献 

該当あり 

なし 

環境対策の認定

制度等 

該当あり 

なし 

その他 

（地域独自設

定項目） 

（各発注機関が独自に設定できる項目とする） 

【例】 

円滑な事業執行

への貢献 

 

前年度の 

当該建設管理部での 

対象工事の施工実績 

**ポイント以上 

**ポイント以上**ポイント未満 

**ポイント未満 

実績なし 

※項目数は、配点に応じて適宜設定できる。 
 

ア 評価対象 
 上記表の技術評価項目の中から、地域の実情等に応じて、各建設管理部が指定項目及び配点を設

定し評価する。 

イ その他 
 各技術評価項目の詳細については、「地域の安全・安心貢献度」は別表2、「地域経済への波及」

は別表3、「地域社会貢献」は別表4、「その他」は別表5 による。 
 

 

(2) 災害時の協力等 標準評価項目 

 

災害時の協力等 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守り

手確保 

地域の安全・安

心貢献度 

災害時の協力等 災害協定あり 0.25 

なし 0.00 
 

ア 評価基準 
(ア)  災害時の協力は、当該年度における建設管理部等との災害協定の有無を評価するものとす

る。 

(イ)  施工計画審査タイプⅠ型については、全道枠の工事であることから、全道のいずれかの建設

管理部等との災害協定を評価対象とする。 

(ウ)  施工計画審査タイプⅡ型・施工実績審査タイプ型は、地域枠の工事であることから、当該建

設管理部等との災害協定を評価対象とする。 

 

 

(3) 地域の安全･安心貢献度、地域経済への波及、地域社会貢献【地域での選択項目】 標準評価項目 

 

地域の安全･安心貢献度、地域経済への波及、地域社会貢献【地域での選択項目】 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守り

手確保 

（地域での

選択項目） 

地域の安全・安

心貢献度 

緊急時の応急措

置の実績 

過去5年間に実績あり 

Ⅰ型 

2.75 

 

その他 

2.25 

 

 

指定した 

項目の 

合計点 

 

 

※Ⅰ型施工

成績重視型

(試行)は、 

2.25 

なし 

公共施設の維持

管理実績 

過去5年間に実績あり 

なし 

地域経済への

波及 

地域企業の活用 

 
（地域の実情等に応

じて、適用1、適用

2を選択） 

適用1 

地域内企業の活用比率 

20%以上 

10%以上20%未満 

10%未満 

適用2 

地域内企業の活用計画 

あり 

なし 

地域資材の活用 計画あり 

なし 

地域社会貢献 多様な雇用への

貢献 

該当あり 

なし 

環境対策の認定

制度等 

該当あり 

なし 

その他 

（地域独自設

定項目） 

（各発注機関が独自に設定できる項目とする） 

【例】 

円滑な事業執行

への貢献 

 

前年度の 

当該建設管理部での 

対象工事の施工実績 

**ポイント以上 

**ポイント以上**ポイント未満 

**ポイント未満 

実績なし 

※項目数は、配点に応じて適宜設定できる。 
 

ア 評価対象 
 上記表の技術評価項目の中から、地域の実情等に応じて、各建設管理部が指定項目及び配点を

設定し評価する。 

イ その他 
 各技術評価項目の詳細については、「地域の安全・安心貢献度」は別表2、「地域経済への波及」

は別表3、「地域社会貢献」は別表4、「その他」は別表5 による。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象とする維持管理実

績を明確にした 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 
地域の安全・安心貢献度【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

緊急時の 

応急措置の 

実績 

 
（※建設管理

部との 

実績のみ 

評価する） 

【評価対象】 

・ 当該建設管理部との道路又は河川等の緊急時の応急措置の実績を評価対象とする。 

・ 過去5年間にわたる実績を評価する。 

・ 過去5年間は当該年度の前年度から起算するものとし、5年前の4月1日から前年度の

3月31日までの期間に契約を締結した工事の実績として設定する。 
（公告日が令和6年度の場合、平成31年4月1日～令和6年3月31日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

・ 緊急時の応急措置は、過去5年間に1回以上実績がある場合に評価する。 

・ 緊急時の応急措置とは、災害時の応急工事、災害・事故等による緊急工事、点検等の

緊急委託等をいう。 

 

【その他】 

・ 入札参加者には、実施内容及び実施時期について客観的に判断できる資料（契約書の

写しなど）の提出を求める。 

 

公共土木施

設の維持管

理の実績 

 
（※建設管理

部との実績

のみ評価す

る 

 
 ※施工計画審

査タイプⅠ型

は、 

適用除外） 

【評価対象】 

・ 当該建設管理部との道路又は河川等の公共土木施設維持管理業務・維持補修業務・除

雪業務等の契約実績を評価対象とする。 

 

【評価期間】 

・ 委託業務については、過去5年間にわたる実績を評価する。 

・ 過去5年間は当該年度の前年度から起算するものとし、5年前の4月1日から前年度の

3月31日までの期間に契約を締結した工事・業務の実績として設定する。 
（公告日が令和6年度の場合、平成31年4月1日～令和6年3月31日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

・ 公共土木施設の維持管理は、過去5年間に毎年実施した場合の実績を評価する。 

・ 施工計画審査タイプⅠ型については、全道枠の工事のため適用しない。 

 

【その他】 

・ 入札参加者には、実施内容及び実施時期について客観的に判断できる資料（契約書の

写しなど）の提出を求める。 

 

 
 

別表２ 
地域の安全・安心貢献度【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

緊急時の 

応急措置の 

実績 

 
（※建設管理

部との 

実績のみ 

評価する） 

【評価対象】 

・当該建設管理部との道路又は河川等の緊急時の応急措置の実績を評価対象とする。 

・過去5年間にわたる実績を評価する。 

・過去5年間は当該年度の前年度から起算するものとし、5年前の4月1日から前年度の3

月31日までの期間に契約を締結した工事の実績として設定する。 
（公告日が令和5年度の場合、平成30年4月1日～令和5年3月31日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

・緊急時の応急措置は、過去5年間に1回以上実績がある場合に評価する。 

・緊急時の応急措置とは、災害時の応急工事、災害・事故等による緊急工事、点検等の緊

急委託等をいう。 

 

【その他】 

・入札参加者には、実施内容及び実施時期について客観的に判断できる資料（契約書の写

しなど）の提出を求める。 

 

公共施設の 

維持管理の 

実績 

 
（※建設管理

部との 

実績のみ 

評価する 

 
 ※施工計画審

査タイプⅠ型

は、 

適用除外） 

【評価対象】 

・当該建設管理部との道路又は河川等の維持委託業務・道路除雪委託業務等の契約実績を

評価対象とする。 

 

【評価期間】 

・委託業務については、過去5年間にわたる実績を評価する。 

・過去5年間は当該年度の前年度から起算するものとし、5年前の4月1日から前年度の3

月31日までの期間に契約を締結した工事の実績として設定する。 
（公告日が令和5年度の場合、平成30年4月1日～令和5年3月31日の期間とする。） 

 

【評価基準】 

・公共施設の維持管理は、過去5年間に毎年実施した場合の実績を評価する。 

・施工計画審査タイプⅠ型については、全道枠の工事のため適用しない。 

 

【その他】 

・入札参加者には、実施内容及び実施時期について客観的に判断できる資料（契約書の写

しなど）の提出を求める。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象とする業務を明確

にした 

 

 

 

 

 

文言整理 

時点修正 

 

評価対象とする施設を明確

にした 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 
地域経済への波及【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

地域企業の 

活用 

 
評価項目とす

る場合は、 

適用１、２ 

どちらか選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(次頁へ続く) 

適
用
１
【
地
域
内
企
業
の
活
用
比
率
】 

【評価対象】 
・ 請負額に対する、元請及び一次下請企業のうち地域内企業の施工額の割合（活用比

率）を評価対象とする。 
・ 地域内企業とは、当該建設管理部が設定した地域内に「主たる営業所」が存する企

業とする。 
 

【評価基準】 

・ 入札参加者から提出の「地域内企業活用比率」(様式-7-2)により評価する。 

・ 「地域内企業活用比率」は、次式により算出する。 
地域内企業 

活用比率(%)
 ＝ 

( 自社施工額 ＋ 一次下請施工額 ) のうち地域内企業施工額

請負額(予定)
 

 （小数点以下切り捨て） 
自社施工額 ：請負費のうち一次下請施工額以外の金額(税込) 

一次下請施工額 ：元請(自社)から一次下請企業への支払金額(税込) 

請負額 ：入札金額(税込) 
 

注） 元請が地域内企業及び地域外企業で構成される共同企業体である場合には、自社施工額

を出資比率で按分した金額を各構成員の施工額とし、そのうち地域内企業である構成員の

施工額を、自社施工額のうち地域内企業施工額とする。 
 

※ 計算例 

 

計算例１（単体企業）   

  入札金額(予定) 100,000,000 円 

地域内企業

活用比率
＝

70,000,000＋5,000,000

100,000,000
×100＝75% 

  全体額 うち地域内企業 

 自社施工額 70,000,000 70,000,000 

 一時下請施工額 30,000,000 5,000,000 
     

 

 計算例２（共同企業体）  
 

 

入札金額(予定) 100,000,000 円  
 

 

 全体額   
 

 

自社施工額 70,000,000  

構成員 出資比率 施工額 備考  
 

Ａ社 0.50 

70,000,000×出資比率 

35,000,000   

Ｂ社 0.30 21,000,000 地域内  

Ｃ社 0.20 14,000,000   
 

一時下請施工額 30,000,000   
 

    

 

 全体額 うち地域内企業 
地域内企業

活用比率
＝

21,000,000＋5,000,000

100,000,000
×100＝26% 

 

 

自社施工額 70,000,000 21,000,000 
 

一時下請施工額 30,000,000 5,000,000 
      

 
【その他】 

・ 指定する地域は、地域の実情、工事の性格等に応じて、各建設管理部において設定

する。 

・ 「主たる営業所」は、Ⅲ－３－２－５(1)「主たる営業所の所在地 標準評価項目」

のアと同様の扱いとする。 
 

【履行確認】 

 履行確認は、上記算定式により「地域内企業活用比率」を計算し確認する。 

・ 地域内企業の一次下請施工額は、該当する下請負人選定通知書により確認する。 

・ 自社施工額は、最終契約額(税込)から、一次下請施工額(総額)を差し引いて確認す

る。 

なお、共同企業体の場合は、上記【評価基準】注）と同様の扱いとする。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

別表３ 
地域経済への波及【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

地域企業の 

活用 

 
評価項目とす

る場合は、 

適用１、２ 

どちらか選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(次頁へ続く) 

適
用
１
【
地
域
内
企
業
の
活
用
比
率
】 

【評価対象】 
・請負額に対する、元請及び一次下請企業のうち地域内企業の施工額の割合（活用比率）

を評価対象とする。 
・地域内企業とは、当該建設管理部が設定した地域内に「主たる営業所」が存する企業

とする。 
 

【評価基準】 

・入札参加者から提出の「地域内企業活用比率」(様式-7-2)により評価する。 

・「地域内企業活用比率」は、次式により算出する。 
地域内企業 

活用比率(%)
 ＝ 

( 自社施工額 ＋ 一時下請施工額 ) のうち地域内企業施工額

請負額(予定)
 

 （小数点以下切り捨て） 
自社施工額 ：請負費のうち一次下請施工額以外の金額(税込) 

一次下請施工額 ：元請(自社)から一次下請企業への支払金額(税込) 

請負額 ：入札金額(税込) 
 

注） 元請が地域内企業及び地域外企業で構成される共同企業体である場合には、自社施工額

を出資比率で按分した金額を各構成員の施工額とし、そのうち地域内企業である構成員の

施工額を、自社施工額のうち地域内企業施工額とする。 
 

※ 計算例 

 

計算例１（単体企業）   

  入札金額(予定) 100,000,000 円 

地域内企業

活用比率
＝

70,000,000＋5,000,000

100,000,000
×100＝75% 

  全体額 うち地域内企業 

 自社施工額 70,000,000 70,000,000 

 一時下請施工額 30,000,000 5,000,000 
     

 

 計算例２（共同企業体）  
 

 

入札金額(予定) 100,000,000 円  
 

 

 全体額   
 

 

自社施工額 70,000,000  

構成員 出資比率 施工額 備考  
 

Ａ社 0.50 

70,000,000×出資比率 

35,000,000   

Ｂ社 0.30 21,000,000 地域内  

Ｃ社 0.20 14,000,000   
 

一時下請施工額 30,000,000   
 

    

 

 全体額 うち地域内企業 
地域内企業

活用比率
＝

21,000,000＋5,000,000

100,000,000
×100＝26% 

 

 

自社施工額 70,000,000 21,000,000 
 

一時下請施工額 30,000,000 5,000,000 
      

 

【その他】 

・指定する地域は、地域の実情、工事の性格等に応じて、各建設管理部において設定す

る。 

・「主たる営業所」は、Ⅲ－３－２－５(1)「主たる営業所の所在地 標準評価項目」のア

と同様の扱いとする。 
 

【履行確認】 

 履行確認は、上記算定式により「地域内企業活用比率」を計算し確認する。 

① 地域内企業の一次下請施工額は、該当する下請負人選定通知書により確認する。 

② 自社施工額は、最終契約額(税込)から、一次下請施工額(総額)を差し引いて確認

する。なお、共同企業体の場合は、上記【評価基準】注）と同様の扱いとする。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済への波及【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 
(前頁から続き) 

 

地域企業の 

活用 

 
評価項目とす

る場合は、 

適用１、２ 

どちらか選択 

適
用
２
【
地
域
内
企
業
の
活
用
計
画
】 

適用２：地域内企業の活用計画 
【評価対象】 
・ 地域内企業を下請等で活用する計画を評価対象とする。 
・ 地域内企業を一次下請で活用する計画を評価対象とする。 
・ 地域内企業の元請施工を評価対象とする。 
・ 地域内企業とは、当該建設管理部が設定した地域内に「主たる営業所」が存する企

業とする。 
 

【その他】 
・ 「主たる営業所」は、Ⅲ－３－２－５(1)「主たる営業所の所在地 標準評価項目」

のアと同様の扱いとする。 

・ 評価対象は、地域の実情等に応じて、「元請施工・一次下請」、「元請施工」、「一次

下請」等、評価点に差を付けることも検討できるものとする。 
 

【履行確認】 
・ 当該工事完了時に、施工体制台帳により計画内容の履行状況を確認する。 
 

地域資材の 

活用 

【評価対象】 

・ 当該建設管理部が指定した工事資材を地域内で調達する計画又は当該建設管理部が設

定した地域内における工事資材（地域内で調達する工事資材）の調達計画を評価対象と

する。 

  なお、地域内における工事資材（地域内で調達する工事資材）の調達金額が、工事予

定入札額の 5％以上となる計画を評価対象とする。 
 

【履行確認】 

・ 当該工事完了時に、領収書又は発注伝票などにより計画内容の履行状況を確認する。 
 

 
 

別表４ 
地域社会貢献【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

多様な雇用 

への取組 

【評価対象】 

・ 評価対象は以下のいずれかの企業を評価対象とする。 

・ 令和 5・6 年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「障がい者の就労

支援」の審査において評価された企業、又は北海道働き方改革推進企業認定制度の「障

がい者」の取組分野に該当があり、写しの提出があった企業。 
（北海道働き方改革推進認定制度の認定期間の終了日が公告日以降のものを有効とする。） 

・ 保護観察所に協力雇用主として登録されている企業。 
（登録先の保護観察所長が発行する証明書の提出のあった企業。ただし、当該年度において協力

雇用主として継続登録していることを証するものであること。） 

・ 過去５年間において、新分野進出優良建設企業表彰を受けた企業。 
（公告日が令和5年度の場合、平成30年4月1日～平成31年3月31日の期間に受賞した表彰とす

る。(平成30年度で表彰は終了)） 

 ※新分野進出優良企業表彰は表彰制度終了により削除する。 
 

環境対策の 

認定制度等 

【評価対象】 

・ 評価対象は以下のいずれかの認定又は認証登録により評価する。 

・ 評価対象とする認定制度等の種類は、ISO14001、北海道グリーン・ビズ認定制度「優

良な取組」部門、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥＳ）、エコアクシ

ョン２１（ＥＡ２１）とする。 

・ 認定又は登録期間の終了日が公告日以後のものを評価対象とする。 
 

 

地域経済への波及【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 
(前頁から続き) 

 

地域企業の 

活用 

 
評価項目とす

る場合は、 

適用１、２ 

どちらか選択 

適
用
２
【
地
域
内
企
業
の
活
用
計
画
】 

適用２：地域内企業の活用計画 
【評価対象】 
・地域内企業を下請等で活用する計画を評価対象とする。 
・地域内企業を一次下請で活用する計画を評価対象とする。 
・地域内企業の元請施工を評価対象とする。 
・地域内企業とは、当該建設管理部が設定した地域内に「主たる営業所」が存する企業

とする。 
 

【その他】 
・「主たる営業所」は、Ⅲ－３－２－５(1)「主たる営業所の所在地 標準評価項目」のア

と同様の扱いとする。 

・評価対象は、地域の実情等に応じて、「元請施工・一次下請」、「元請施工」、「一次下

請」等、評価点に差を付けることも検討できるものとする。 
 

【履行確認】 
・当該工事完了時に、施工体制台帳により計画内容の履行状況を確認する。 
 

地域資材の 

活用 

【評価対象】 

・当該建設管理部が指定した工事資材を地域内で調達する計画又は当該建設管理部が設定

した地域内における工事資材（地域内で調達する工事資材）の調達計画を評価対象とす

る。 

 なお、地域内における工事資材（地域内で調達する工事資材）の調達金額が、工事予定

入札額の 5％以上となる計画を評価対象とする。 
 

【履行確認】 

・当該工事完了時に、領収書又は発注伝票などにより計画内容の履行状況を確認する。 
 

 
 

別表４ 
地域社会貢献【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

多様な雇用 

への取組 

【評価対象】 

・評価対象は以下のいずれかの企業を評価対象とする。 

・令和 5・6 年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「障がい者の就労支

援」の審査において評価された企業。 

 
 

・保護観察所に協力雇用主として登録されている企業。 
（登録先の保護観察所長が発行する証明書の提出のあった企業。ただし、当該年度において協力

雇用主として継続登録していることを証するものであること。） 

・過去５年間において、新分野進出優良建設企業表彰を受けた企業。 
（公告日が令和5年度の場合、平成30年4月1日～平成31年3月31日の期間に受賞した表彰とす

る。(平成30年度で表彰は終了)） 
 

環境対策の 

認定制度等 

【評価対象】 

・評価対象は以下のいずれかの認定又は認証登録により評価する。 

・評価対象とする認定制度等の種類は、ISO14001、北海道グリーン・ビズ認定制度「優

良な取組」部門、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥＳ）、エコアクシ

ョン２１（ＥＡ２１）とする。 

・認定又は登録期間の終了日が公告日以後のものを評価対象とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格審査時以外にも、北海道

働き方改革推進企業認定制

度「障がい者」取組分野に該

当する企業を評価できるよ

う改正 

 

文言整理 

表彰制度終了（評価期間）の

ため削除 
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 変更後 変更前 備考 

 
別表５ 

その他【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

その他 
 

（各建設管理部が独自に設定できる項目とする。） 

【例】 

円滑な事業 

執行への 

貢献 

 

 各建設管理部が独自に設定（ここでは参考例を示す。） 
 

 円滑な事業執行への貢献度の評価では、該当工事の受注者は、工事の完成年度の翌年度

の総合評価落札方式の入札(※1)において、次のとおり、受注した工事種類により獲得したポ

イント(※2)の累計を申請できる。 
 

(※1) 施工計画審査タイプⅠ型については、全道枠の工事のため適用しない。 

(※2) 当該工事に係る①指名停止の措置、②総合評価落札方式の不履行、③重要な契約不適合に

よる修補（損害賠償）請求を受けた場合、①②③の通知日(請求日)以降は、当該工事におけ

るポイントは無効とする。 

 
（公告日が令和 6 年度の場合の例） 
 ■令和5年度   
       

  

ポ
イ
ン
ト
獲
得
の 

対
象
工
事
を
受
注 

 当年度(公告日が令和5年4月1日～令和6年3月31日)の発注工事で獲得できるポイント 
【ポイント獲得の対象工事は、入札の公告に記載】 

  

   ＊＊建設管理部 重点工事  各建設管理部で設定   

   工事種類（例） ポイント（例） 備考   

   長期間工事(2ヶ年以上) 0.50 P    

   高度な技術力を必要とする工事 0.50 P    

   長寿命化指定工事 0.50 P    

   自然環境に配慮する工事 0.50 P    

  

施
工 

>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 市街地等で振動・騒音規制区域内の工事 0.25 P    

   点在型工事 0.25 P    

   僻地工事 0.25 P    

   その他建管で指定する工事（緊急工事や災害復旧工事等の重要と判断） 0.25 P    

   ※共同企業体の場合、すべての構成員が指定したポイントを獲得できる。   
      

  
工事完成 

(完成通知日に 

ポイント獲得) 
【注意】次の場合は、ポイントは無効。 
①指名停止の措置、②総合評価落札方式の不履行、③重要な契約不適合による修補(損害賠償)請求 

  

 

 

 

 

    

 ■令和 6 年度(公告日が令和 6 年４月１日～令和 7 年 3 月 31 日) 
        （各建設管理部の設定により、2～3 月発注の翌年度完成工事に適用する場合も考えられる。） 

  

     

  総合評価落札方式で入札を行う工事のうち、 

評価項目に「円滑な事業執行への貢献」を 

設定する工事が公告 

（対象工事は、各建設管理部で設定。 

なお、施工計画タイプⅠ型等の全道枠の工事は適用しない。） 

  

  

>>>     

  入札参加申請  【注意事項】  各建設管理部で設定   

  
入札参加者は、昨年度獲得の

ポイントを申請できる。 

 ・他の建設管理部のポイントは評価しない。   

   ・評価は申請ポイントで行う。（保有している累計ポイントではない） 
（例：累計1.50P保有していても、申請0.50Pなら、0.50Pで評価） 

  

  

>>>>>>>>

 ・工期が複数年度の場合(工期変更により複数年度となる場合も含)…とする。   

   ・適用回数は…とする。   

  建設管理部は、申請ポイント

を確認し、評価可能な場合に

は、総合評価落札方式の評価

点を加点。 
 

※締切日前日までに、①指名停止の

措置、②総合評価落札方式の不履

行、③重要な契約不適合による修補

(損害賠償)請求を確認 

    

      
      

   ポイントによる総合評価落札方式での加点  各建設管理部で設定   

   累計ポイント（例） 総合評価落札方式における加点（例）   

   1.00P の場合 1.00   

   0.50P 以上 1.00P 未満の場合 0.50   

   0.50P 未満の場合 0.25   
     

 
 

 
【入札の公告（例）】 
「＊＊建設管理部重点工事」の指定について 

 この工事は、＊＊建設管理部が円滑な事業執行への貢献度の評価対象として指定する「＊＊建設管理部重

点工事」であり、工事種類は【＊＊＊＊＊工事】です。 

 当該工事を完成させた場合、＊＊ポイントが付与され、次年度の総合評価落札方式の入札において、工事

種類毎に設定したポイントの累計の申請により加点評価されます。 

 

 

 
 

別表５ 
その他【地域での選択項目】 

技術評価項目 留意事項等 

その他 
 

（各建設管理部が独自に設定できる項目とする。） 

【例】 

円滑な事業 

執行への 

貢献 

 

 各建設管理部が独自に設定（ここでは参考例を示す。） 
 

 円滑な事業執行への貢献度の評価では、該当工事の受注者は、工事の完成年度の翌年度

の総合評価落札方式の入札(※1)において、次のとおり、受注した工事種類により獲得したポ

イント(※2)の累計を申請できる。 
 

(※1) 施工計画審査タイプⅠ型については、全道枠の工事のため適用しない。 

(※2) 当該工事に係る①指名停止の措置、②総合評価落札方式の不履行、③重要な契約不適合に

よる修補（損害賠償）請求を受けた場合、①②③の通知日(請求日)以降は、当該工事におけ

るポイントは無効とする。 

 
（公告日が令和５年度の場合の例） 
 ■令和4年度   
       

  

ポ
イ
ン
ト
獲
得
の 

対
象
工
事
を
受
注 

 当年度(公告日が令和4年4月1日～令和５年3月31日)の発注工事で獲得できるポイント 
【ポイント獲得の対象工事は、入札の公告に記載】 

  

   ＊＊建設管理部 重点工事  各建設管理部で設定   

   工事種類（例） ポイント（例） 備考   

   長期間工事(2ヶ年以上) 0.50 P    

   高度な技術力を必要とする工事 0.50 P    

   長寿命化指定工事 0.50 P    

   自然環境に配慮する工事 0.50 P    

  

施
工 

>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 市街地等で振動・騒音規制区域内の工事 0.25 P    

   点在型工事 0.25 P    

   僻地工事 0.25 P    

   その他建管で指定する工事（緊急工事や災害復旧工事等の重要と判断） 0.25 P    

   ※共同企業体の場合、すべての構成員が指定したポイントを獲得できる。   
      

  
工事完成 

(完成通知日に 

ポイント獲得) 
【注意】次の場合は、ポイントは無効。 
①指名停止の措置、②総合評価落札方式の不履行、③重要な契約不適合による修補(損害賠償)請求 

  

 

 

 

 

    

 ■令和 5 年度(公告日が令和 5 年４月１日～令和 6 年 3 月 31 日) 
        （各建設管理部の設定により、2～3 月発注の翌年度完成工事に適用する場合も考えられる。） 

  

     

  総合評価落札方式で入札を行う工事のうち、 

評価項目に「円滑な事業執行への貢献」を 

設定する工事が公告 

（対象工事は、各建設管理部で設定。 

なお、施工計画タイプⅠ型等の全道枠の工事は適用しない。） 

  

  

>>>     

  入札参加申請  【注意事項】  各建設管理部で設定   

  
入札参加者は、昨年度獲得の

ポイントを申請できる。 

 ・他の建設管理部のポイントは評価しない。   

   ・評価は申請ポイントで行う。（保有している累計ポイントではない） 
（例：累計1.50P保有していても、申請0.50Pなら、0.50Pで評価） 

  

  
>>>>>>>>

 ・工期が複数年度の場合(工期変更により複数年度となる場合も含)…とする。   

   ・適用回数は…とする。   

  建設管理部は、申請ポイント

を確認し、評価可能な場合に

は、総合評価落札方式の評価

点を加点。 
 

※締切日前日までに、①指名停止の

措置、②総合評価落札方式の不履

行、③重要な契約不適合による修補

(損害賠償)請求を確認 

    

      
      

   ポイントによる総合評価落札方式での加点  各建設管理部で設定   

   累計ポイント（例） 総合評価落札方式における加点（例）   

   1.00P の場合 1.00   

   0.50P 以上 1.00P 未満の場合 0.50   

   0.50P 未満の場合 0.25   
     

 
 

 
【入札の公告（例）】 
「＊＊建設管理部重点工事」の指定について 

 この工事は、＊＊建設管理部が円滑な事業執行への貢献度の評価対象として指定する「＊＊建設管理部重

点工事」であり、工事種類は【＊＊＊＊＊工事】です。 

 当該工事を完成させた場合、＊＊ポイントが付与され、次年度の総合評価落札方式の入札において、工事

種類毎に設定したポイントの累計の申請により加点評価されます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－６ 地域建設業経営環境評価 
 

(1) 地域建設業経営環境評価 標準評価項目 
 

地域建設業経営環境評価 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点  従来の評価基準 従来の評価点 

地域建設業経営環境評価   評価比率 ＜ 0.25 2.00    評価比率 ＜0.25 3.00 

0.25 ≦ 評価比率 ＜ 0.50 1.70  0.25 ≦ 評価比率 ＜0.50 2.40 

0.50 ≦ 評価比率 ＜ 0.75 1.40  0.50 ≦ 評価比率 ＜0.75 1.80 

0.75 ≦ 評価比率 ＜ 1.00 1.10  0.75 ≦ 評価比率 ＜1.00 1.20 

1.00 ≦ 評価比率 ＜ 1.25 0.80  1.00 ≦ 評価比率 ＜1.25 0.60 

1.25 ≦ 評価比率 ＜ 1.50 0.50  1.25 ≦ 評価比率   0.00 

1.50 ≦ 評価比率   0        

※  評価基準・評価点については、専門工事タイプ等、地域の実情、工事の性格・種類等に応じて従来の評価基準・評価

点を選択できる。 
 

ア 評価基準 
 評価比率は、次式により算出する。 

  評価比率＝
 ■ 当該年度の未完成工事受注額（円） ・・・（当初請負金額）

 ■ 過去 5 か年度平均受注額（円）   ・・・（最終請負金額）
 

 

イ その他 
(ア)  算出について 

 ・ 評価比率は、小数第3位を切り捨て2位止めとする。 

 ・ 評価値の算出にあたっては、ＷＴＯ対象工事は含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－２－６ 地域建設業経営環境評価 
 

(1) 地域建設業経営環境評価 標準評価項目 
 

地域建設業経営環境評価 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 評価点  従来の評価基準 従来の評価点 

地域建設業経営環境評価   評価比率 ＜ 0.25 2.00    評価比率 ＜0.25 3.00 

0.25 ≦ 評価比率 ＜ 0.50 1.70  0.25 ≦ 評価比率 ＜0.50 2.40 

0.50 ≦ 評価比率 ＜ 0.75 1.40  0.50 ≦ 評価比率 ＜0.75 1.80 

0.75 ≦ 評価比率 ＜ 1.00 1.10  0.75 ≦ 評価比率 ＜1.00 1.20 

1.00 ≦ 評価比率 ＜ 1.25 0.80  1.00 ≦ 評価比率 ＜1.25 0.60 

1.25 ≦ 評価比率 ＜ 1.50 0.50  1.25 ≦ 評価比率   0.00 

1.50 ≦ 評価比率   0        

※  評価基準・評価点については、専門工事タイプ等、地域の実情、工事の性格・種類等に応じて従来の評価基準・評価

点を選択できる。 
 

ア 評価基準 
 評価比率は、次式により算出する。 

  評価比率＝
 ■ 当該年度の未完成工事受注額（円） ・・・（当初請負金額）

 ■ 過去 5 カ年度平均受注額（円）   ・・・（最終請負金額）
 

 

イ その他 
(ア)  算出について 

 ・ 評価比率は、小数第3位を切り捨て2位止めとする。 

 ・ 評価値の算出にあたっては、ＷＴＯ対象工事は含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)  過去5か年度平均受注額【分母】 

ａ 

計算対象

工事 

(期間) 

(金額) 

 過去5か年は、当該年度の前年度から起算するものとし、5年前の4月1日から前年

度の3月31日までの期間に元請として当該建設管理部と契約を締結した工事(建設指

導課発注工事を除く)の受注額（最終請負金額）として設定する。 
（公告日が令和6年度の場合、平成31年4月1日～令和6年3月31日の期間に元請けとして当該建設

管理部と契約を締結した工事(建設指導課発注工事を除く)の受注額とする。 

 ただし、平成31年4月1日以前に契約し、平成31年4月1日以降も工事が継続している工事につい

ても平成31年4月1日以降分を受注額とする。） 

ｂ 
複数年度

工事 

 債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払額とす

る。（各年度の支払限度額が設定されている場合は、当該年度の支払限度額とする。各年度の支払限

度額が設定されていない場合は、前払や部分払等の合計額とする。） 

ｃ 

2･3月入札 

 2･3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事については、

契約年度の受注額を0円とし、完成年度の受注額はその工事の最終支払額とする。 

ｄ 

端数 

 平均受注額の算出に当たり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円

止めとする。 

ｅ 

過去の 

受注が 

ない場合 

過去５か年度平均受注額が０円の場合の取扱い 

・当該年度に当該建設管理部での受注実績がない場合、評価点を2.00点とする。（従

来の評価基準の場合は3.00点） 

・当該年度に当該建設管理部での受注実績がある場合、評価点を0.00点とする。 

ｆ 

工期延期 
 当初は前年度までに完成予定であった工事で、年度を超える工期延期となった場合につ

いては、当該年度の最終支払額とする。（各年度の支払限度額が設定されている場合は、当該年

度の支払限度額とする。各年度の支払限度額が設定されていない場合は、前払や部分払等の合計額と

する。） 

 
 
 分母の 

計算例 

  5 年度前 4 年度前 3 年度前 2 年度前 前年度 当該年度    

   4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1   
                       

 

 

  合計 

8 億円 

↓ 

平均 

1.6 億円 

分母 
 

  9 千万                   

  3 千万円 6 千万円                      6 千万円 
                        

        3 億円              3 億円 

        1 億円 2 億円             
                        

                1 億円        1 億円 
                        

              7 億円    

   
           1 億円 2 億円 4 億円  

   1 億円 

 ＋2 億円 
                        

                
ゼロ道債 

 2 億円    

                      (対象外) 
                        

       当初は、年度内に完成の予定であった。 1 億円       

       
しかし、 

年度を超えて工期延期 

 ▼       

       
 

1 億円    

       4 千万円        4 千万円 
                         

 

 

（参考） 

「支払限度額」 

 工期が複数年にわたる債務負担行為に基づく建設工事では、各会計年度の工事量に応じた限度額を設

定して支払うこととなり、この各会計年度に設定する支払の限度額をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(イ)  過去5カ年度平均受注額【分母】 

ａ 

計 算 対 象

工事 

(期間) 

(金額) 

 過去5カ年は、当該年度の前年度から起算するものとし、5年前の4月1日から前年

度の3月31日までの期間に元請として当該建設管理部と契約を締結した工事(建設指

導課発注工事を除く)の受注額（最終請負金額）として設定する。 
（公告日が令和5年度の場合、平成30年4月1日～令和5年3月31日の期間に元請けとして当該建設

管理部と契約を締結した工事(建設指導課発注工事を除く)の受注額とする。 

 ただし、平成30年4月1日以前に契約し、平成30年4月1日以降も工事が継続している工事につい

ても平成30年4月1日以降分を受注額とする。） 

ｂ 
複 数 年 度

工事 

 債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払額とす

る。（各年度の支払限度額が設定されている場合は、当該年度の支払限度額とする。各年度の支払限

度額が設定されていない場合は、前払や部分払等の合計額とする。） 

ｃ 

2･3月入札 

 2･3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事については、

契約年度の受注額を0円とし、完成年度の受注額はその工事の最終支払額とする。 

ｄ 

端数 

 平均受注額の算出に当たり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円

止めとする。 

ｅ 

過去の 

受注が 

ない場合 

過去５カ年度平均受注額が０円の場合の取扱い 

・当該年度に当該建設管理部での受注実績がない場合、評価点を2.00点とする。（従

来の評価基準の場合は3.00点） 

・当該年度に当該建設管理部での受注実績がある場合、評価点を0.00点とする。 

ｆ 

工期延期 
 当初は前年度までに完成予定であった工事で、年度を超える工期延期となった場合につ

いては、当該年度の最終支払額とする。（各年度の支払限度額が設定されている場合は、当該年

度の支払限度額とする。各年度の支払限度額が設定されていない場合は、前払や部分払等の合計額と

する。） 

 
 
 分母の 

計算例 

  5 年度前 4 年度前 3 年度前 2 年度前 前年度 当該年度   

   4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1   
                       

 

 

  合計 

8 億円

↓ 

平均 

1.6 億円

分母
 

  9 千万                   

  3 千万円 6 千万円                      6 千万円 
                        

        3 億円              3 億円 

        1 億円 2 億円             
                        

                1 億円        1 億円 
                        

              7 億円    

   
           1 億円 2 億円 4 億円  

   1 億円 

 ＋2 億円 
                        

                
ゼロ道債 

 2 億円    

                      (対象外) 
                        

       当初は、年度内に完成の予定であった。  1 億円       

       
しかし、 

年度を超えて工期延期 

 ▼       

       
 

1 億円    

       4 千万円        4 千万円 
                         

 

 

（参考） 

「支払限度額」 

 工期が複数年にわたる債務負担行為に基づく建設工事では、各会計年度の工事量に応じた限度額を設

定して支払うこととなり、この各会計年度に設定する支払の限度額をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

文言整理 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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入
札
日 

申
請
締
切
前
日 

入
札
日 

申
請
締
切
前
日 



 変更後 変更前 備考 

(ウ)  当該年度の未完成工事受注額【分子】 

ａ 

計 算 対 象

工事 

 当該年度の未完成工事は、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請締切日の前日ま

でに元請として当該建設管理部と契約を締結している工事(建設指導課発注工事を除く)であ

り、工事完成検査及び引渡を行っていない工事の受注額（当初請負金額）として設定する。 

ｂ 

複数年度 

工事 

 債務負担工事等の当初の工期設定が年度を超える工事における受注額は、当該年度の当

初における支払予定額とする。 

 ただし、3か年以上の工事において中間年にあたる場合は、当該年度の当初における最

新支払限度額とする。 

ｃ 

年度末の 

扱い 

 

 入札公告・契約等が年度末から次年度当初となる工事（※）の入札における分子の計算

は、入札参加申請締切日前日時点の年度内完成予定の施工中の工事を分子から除外して計

算する。 
（※）入札公告・契約等が年度末から次年度当初となる工事は、次の工事とする。 

   ・2･3月入札のゼロ国、ゼロ道、翌債など、実質の工期が次年度以降となる工事 

   ・入札参加申請締切日が3月以前で、入札日が4月以降の工事 
 

 また、2･3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事における受

注額は、契約年度及び完成年度とともにその当初契約額とする。 

ｄ 

工期延期 

・受注者の責めに帰さない要因による工期延期 

 当初契約で契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の責めに帰さない要因

による工期延期等に伴い年度を超えることとなった場合については、契約年度は当初契

約額を計上し、完成年度の当該工事の受注額は0円とする。（当初の完成予定年度に完成

したものとみなす。） 

・受注者側の要因による工期延期 

 当初契約で契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の要因により年度を超

える工期延期となった場合については、複数年度工事と同じ扱いとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分子の金額 
 

①工事 7億円 （＝ (β工事)4億（申請締切日の年度の支払額） ＋ (δ工事)3億（申請締切日以降に落札予定者となった） ） 
 

②工事 7億円 （＝ (β工事)4億（申請締切日の年度の支払額） ＋ (δ工事)3億 ） 

 

③工事 9億円 （＝ (α工事)1億 ＋ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ＋ (δ工事)3億（申請締切日は未完成） ） 
 

④工事 6億円 （＝ (α工事)1億（当初請負金額） ＋ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ） 
 

⑤工事 6億円 （＝ (α工事)1億（当初請負金額） ＋ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ） 
 

⑥工事 5億円 （＝ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ） 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

分子の 

計算例 

 前年度 当該年度 翌年度 
 4/1 4/1 4/1 

 

 

 

 

 

 

 

α工事 

 

 
    

(当初) 

 1億円 

 設計変更後  

    2億円 
  

  

                

β工事 

 (複数年度工事) 

  13.5億円  

    4億円     5億円 4.5億円  
                

γ工事 

 (年度末完成工事) 

 
 2.5億円           

  

                

δ工事 

 (ゼロ道債等工事) 

 
    3億円       

  

                

(ウ)  当該年度の未完成工事受注額【分子】 

ａ 

計 算 対 象

工事 

 当該年度の未完成工事は、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請締切日の前日ま

でに元請として当該建設管理部と契約を締結している工事(建設指導課発注工事を除く)であ

り、工事完成検査及び引渡を行っていない工事の受注額（当初請負金額）として設定する。 

ｂ 

複数年度 

工事 

 債務負担工事等の当初の工期設定が年度を超える工事における受注額は、当該年度の当

初における支払予定額とする。 

 ただし、3カ年以上の工事において中間年にあたる場合は、当該年度の当初における最

新支払限度額とする。 

ｃ 

年度末の 

扱い 

 

 入札公告・契約等が年度末から次年度当初となる工事（※）の入札における分子の計算

は、入札参加申請締切日前日時点の年度内完成予定の施工中の工事を分子から除外して計

算する。 
（※）入札公告・契約等が年度末から次年度当初となる工事は、次の工事とする。 

   ・2･3月入札のゼロ国、ゼロ道、翌債など、実質の工期が次年度以降となる工事 

   ・入札参加申請締切日が3月以前で、入札日が4月以降の工事 
 

 また、2･3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事における受

注額は、契約年度及び完成年度とともにその当初契約額とする。 

ｄ 

工期延期 

・受注者の責めに帰さない要因による工期延期 

 当初契約で契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の責めに帰さない要因

による工期延期等に伴い年度を超えることとなった場合については、契約年度は当初契

約額を計上し、完成年度の当該工事の受注額は0円とする。（当初の完成予定年度に完成

したものとみなす。） 

・受注者側の要因による工期延期 

 当初契約で契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の要因により年度を超

える工期延期となった場合については、複数年度工事と同じ扱いとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分子の金額 
 

①工事 7億円 （＝ (β工事)4億（申請締切日の年度の支払額） ＋ (δ工事)3億（申請締切日以降に落札予定者となった） ） 
 

②工事 7億円 （＝ (β工事)4億（申請締切日の年度の支払額） ＋ (δ工事)3億 ） 

 

③工事 9億円 （＝ (α工事)1億 ＋ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ＋ (δ工事)3億（申請締切日は未完成） ） 
 

④工事 6億円 （＝ (α工事)1億（当初請負金額） ＋ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ） 
 

⑤工事 6億円 （＝ (α工事)1億（当初請負金額） ＋ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ） 
 

⑥工事 5億円 （＝ (β工事)5億（申請締切日の年度の支払額） ） 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

分子の 

計算例 

 前年度 当該年度 翌年度 
 4/1 4/1 4/1 

 

 

 

 

 

 

 

α工事 

 

 
    

(当初) 

 1億円 

 設計変更後  

    2億円 
  

  

                

β工事 

 (複数年度工事) 

  13.5億円  

    4億円     5億円 4.5億円  
                

γ工事 

 (年度末完成工事) 

 
 2.5億円           

  

                

δ工事 

 (ゼロ道債等工事) 

 
    3億円       

  

                

 

 

 

 

 

文言整理 
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⑥工事 ⑤工事 ④工事 ③工事 ②工事 

①工事 

（①②工事については、年度末完成予定

のγ工事は加算しない） 

⑥工事 ⑤工事 ④工事 ③工事 ②工事 

①工事 

（①②工事については、年度末完成予定

のγ工事は加算しない） 



 変更後 変更前 備考 

(エ)  申請締切日以降における他の工事の取扱い【分子】 

ａ 

工期延期 

 申請締切日以降に手持ち工事が、受注者の責めに帰さない要因により年度を超えること

となった場合においても、分子から除外して計算を行うこととする。 

ｂ 

他 に 落 札

予定 

 当該工事で落札予定者になった者が、入札当日以前に落札予定者となり、入札参加資格

審査申請者等の申請締切日前日までの間に契約していない工事を有している場合は、その

契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

(「(参考)申請締切日以降における他の工事の取り扱いイメージ図」 参照) 

ｃ 

同日入札 

 入札当日複数の入札がある場合については、入札整理番号順に評価値の算出を行うもの

とし、当該工事において落札予定者となった者について、当該工事の前の入札整理番号の

入札で落札予定者となっている場合、その契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

 なお、入札公告・契約等が年度末から次年度当初となる工事の入札が入札当日複数ある

場合においても、評価値の算出方法は、同様に扱う。 

ｄ 

積 算 内 訳

説明書 

 上記ｃのうち施工体制評価において積算内訳説明書の提出を求める必要があり、積算内

訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しない工事(以下、｢提出対象工

事｣という｡)がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札整理番号順に評価値を算出

し、その後、提出対象工事の評価値を算出する。 

 なお、提出対象工事が複数ある場合は、提出対象工事の入札整理番号順に評価値を算出

する。 

ｅ 

共 同 企 業

体 

 共同企業体での未完成工事受注額については、出資比率により算出する。なお、上記ｂ、

ｃ、ｄの取扱いによる場合で、共同企業体として落札予定者となり、かつ、共同企業体の

出資比率が未確定の場合は契約予定金額を構成員の数で割った金額をそれぞれ分子に加え

評価値を算出する。乙型工事の場合は、一般土木を担当していれば、契約予定金額の7割、

舗装を担当していれば契約予定金額の3割の金額を分子に加え評価値を算出する。 
 

 

（参考） 申請締切日以降における他の工事の取り扱いイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ)  申請締切日以降における他の工事の取扱い【分子】 

ａ 

工期延期 

 申請締切日以降に手持ち工事が、受注者の責めに帰さない要因により年度を超えること

となった場合においても、分子から除外して計算を行うこととする。 

ｂ 

他 に 落 札

予定 

 当該工事で落札予定者になった者が、入札当日以前に落札予定者となり、入札参加資格

審査申請者等の申請締切日前日までの間に契約していない工事を有している場合は、その

契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

(「(参考)申請締切日以降における他の工事の取り扱いイメージ図」 参照) 

ｃ 

同日入札 

 入札当日複数の入札がある場合については、入札整理番号順に評価値の算出を行うもの

とし、当該工事において落札予定者となった者について、当該工事の前の入札整理番号の

入札で落札予定者となっている場合、その契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

 なお、入札公告・契約等が年度末から次年度当初となる工事の入札が入札当日複数ある

場合においても、評価値の算出方法は、同様に扱う。 

ｄ 

積 算 内 訳

説明書 

 上記ｃのうち施工体制評価において積算内訳説明書の提出を求める必要があり、積算内

訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しない工事(以下、｢提出対象工

事｣という｡)がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札整理番号順に評価値を算出

し、その後、提出対象工事の評価値を算出する。 

 なお、提出対象工事が複数ある場合は、提出対象工事の入札整理番号順に評価値を算出

する。 

ｅ 

共 同 企 業

体 

 共同企業体での未完成工事受注額については、出資比率により算出する。なお、上記ｂ、

ｃ、ｄの取扱いによる場合で、共同企業体として落札予定者となり、かつ、共同企業体の

出資比率が未確定の場合は契約予定金額を構成員の数で割った金額をそれぞれ分子に加え

評価値を算出する。乙型工事の場合は、一般土木を担当していれば、契約予定金額の7割、

舗装を担当していれば契約予定金額の3割の金額を分子に加え評価値を算出する。 
 

 

（参考） 申請締切日以降における他の工事の取り扱いイメージ図 
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・開札当日落札予定者になった業者の考え方 

前日

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

申請締切日

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

開札日 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

開札日以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない

工事があれば、その契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

入札整理番号順に評価値の算出を行い、当該開札以前に落札予定者になった

工事があれば、その契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

【開札当日複数の工事にＡ社が参加している場合】 
入札 

整理番号 

入札参加業者 落札 

予定者 

適用 

１ Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ Ａ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

２ Ａ，Ｅ，Ｆ Ｅ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

３ Ａ，Ｇ，Ｈ，Ｉ Ａ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え再計算する。 

・さらに入札整理番号１の工事の契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

４ Ａ，Ｊ，Ｋ Ａ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え再計算する。 

・さらに入札整理番号１、３の工事の契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

・開札当日落札予定者になった業者の考え方

前日

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

申請締切日

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

開札日 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

┃ 

開札日以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない

工事があれば、その契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

入札整理番号順に評価値の算出を行い、当該開札以前に落札予定者になった

工事があれば、その契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

【開札当日複数の工事にＡ社が参加している場合】 
入札 

整理番号 

入札参加業者 落札 

予定者 

適用 

１ Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ Ａ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

２ Ａ，Ｅ，Ｆ Ｅ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

３ Ａ，Ｇ，Ｈ，Ｉ Ａ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え再計算する。 

・さらに入札整理番号１の工事の契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 

４ Ａ，Ｊ，Ｋ Ａ ・開札以前に落札予定者となり、申請締切日前日までの間に契約していない工事を有して

いる場合はその契約予定金額を分子に加え再計算する。 

・さらに入札整理番号１、３の工事の契約予定金額を分子に加え評価値を算出する。 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価比率 計算例①】 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H31/R1年度 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] R01/9 1億円  ■■■         

[B] R02/6 1億円  ■■■        

[C] R04/6 2億円    ■■■      

[D] R05/6 2．5億円     ■■■     

[E] R06/5 0．2億円      ■■   (R06/8完成) 

[F] R06/6 0．4億円      ■■■■   (R06/12完成予定) 

①【R06年9月申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 

 ▽過去5か年度の受注総額 
[A]工事 R01年度 1億円  

[B]工事 R02年度 1億円  

[C]工事 R04年度 2億円  

[D]工事 R05年度 2．5億円  

  計 6．5億円  平均受注額 6億5,000万円/5＝1億3,000万円 

 

◆R06年9月申請締切前日時点の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R06年度   0．2億円完成工事のため対象外 

[F]工事 R06年度 0．4億円 

計 0．4億円  R06/9申請締切前日時点の未完成工事受注額・・・4,000万円 

 

■評価比率を算出する。 

  【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5か年度平均受注額＝4,000万円／1億3,000万円＝0.30 

  評価比率が0.25以上0.50未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 

 
 
 
【評価比率 計算例②】・・・・ゼロ国債等、前年度の支払額がある場合 

Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30 H31/R1年度 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] H30/3 2億円 ■ ■■■ 

2億円 

       (ゼロ国債) 

(R01/9完成) 

[B] R01/9 1億円   ■■         

[C] R02/5 1億円  ■■■        

[D] R04/6 2億円     ■■■      

[E] R05/6 2．5億円      ■■■     

[F] R06/3 2．3億円          ■ ■■ 

2．3億円 

  (ゼロ国債) 

(R06/7完成) 

[G] R06/5 0．2億円      ■■   (R06/8完成) 

[H] R06/6 0．4億円       ■■■■   (R06/12完成予定) 

①【R06年9月申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 

 ▽過去5か年度の受注総額 
[A]工事 H31/R1年度 2億円（最終支払額）  

[B]工事 H31/R1年度 1億円  

[C]工事 R02年度 1億円  

[D]工事 R04年度 2億円  

[E]工事 R05年度 2．5億円  

[F]工事 R06年度   2．3億円（当初の支払予定額） R6年度受注額のため対象外 

  計 8．5億円  平均受注額 8億5,000万円/5＝1億7,000万円 

 

◆R06年9月申請締切前日時点の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[F]工事 R06年度   2．3億円 R6/7完成工事のため対象外 

[G]工事 R06年度   0．2億円 R6/8完成工事のため対象外 

[H]工事 R06年度 0．4億円  

  計 0．4億円  R06/9申請締切前日時点の未完成工事受注額・・・4,000万円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5か年度平均受注額＝4,000万円／1億7,000万円＝0.23 

 評価比率が0.25未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は2.0点となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価比率 計算例①】 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30年度 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H30/9 1億円  ■■■         

[B] R01/6 1億円  ■■■        

[C] R03/6 2億円    ■■■      

[D] R04/6 2．5億円     ■■■     

[E] R05/5 0．2億円      ■■   (R05/8完成) 

[F] R05/6 0．4億円      ■■■■   (R05/12完成予定) 

①【R05年9月申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 

 ▽過去5ヶ年度の受注総額 
[A]工事 H30年度 1億円  

[B]工事 R01年度 1億円  

[C]工事 R03年度 2億円  

[D]工事 R04年度 2．5億円  

  計 6．5億円  平均受注額 6億5,000万円/5＝1億3,000万円 

 

◆R05年9月申請締切前日時点の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R05年度   0．2億円完成工事のため対象外 

[F]工事 R05年度 0．4億円 

計 0．4億円  R05/9申請締切前日時点の未完成工事受注額・・・4,000万円 

 

■評価比率を算出する。 

  【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5カ年度平均受注額＝4,000万円／1億3,000万円＝0.30 

  評価比率が0.25以上0.50未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 

 
 
 
【評価比率 計算例②】・・・・ゼロ国債等、前年度の支払額がある場合 

Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H29 H30年度 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H29/3 2億円 ■ ■■■ 

2億円 

       (ゼロ国債) 

(H30/9完成) 

[B] H30/9 1億円   ■■         

[C] H31/5 1億円  ■■■        

[D] R03/6 2億円     ■■■      

[E] R04/6 2．5億円      ■■■     

[F] R05/3 2．3億円          ■ ■■ 

2．3億円 

  (ゼロ国債) 

(R05/7完成) 

[G] R05/5 0．2億円      ■■   (R05/8完成) 

[H] R05/6 0．4億円       ■■■■   (R05/12完成予定) 

①【R05年9月申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 

 ▽過去5ヶ年度の受注総額 
[A]工事 H30年度 2億円（最終支払額）  

[B]工事 H30年度 1億円  

[C]工事 R01年度 1億円  

[D]工事 R03年度 2億円  

[E]工事 R04年度 2．5億円  

[F]工事 R05年度   2．3億円（当初の支払予定額） R5年度受注額のため対象外 

  計 8．5億円  平均受注額 8億5,000万円/5＝1億7,000万円 

 

◆R05年9月申請締切前日時点の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[F]工事 R05年度   2．3億円 R5/7完成工事のため対象外 

[G]工事 R05年度   0．2億円 R5/8完成工事のため対象外 

[H]工事 R05年度 0．4億円  

  計 0．4億円  R05/9申請締切前日時点の未完成工事受注額・・・4,000万円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5カ年度平均受注額＝4,000万円／1億7,000万円＝0.23 

 評価比率が0.25未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は2.0点となる。 
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① 

① 

① 

① 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価比率 計算例③】・・令和 5 年度以降の評価比率の推移例 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] R01/9 10億円

★12億円

★13億円

  ■■■■ 

  4億円 

■■■■■■ 

     ★ 

 

  4億円 

■■■■■■ 

 

     ★ 

  5億円 

 

 

    (3か年工事) 

★設計変更(R03/2) 

★設計変更(R04/3) 

(各年度最終支払額) 

[B] R02/5 1億円 ■■■        

[C] R04/3 2億円       ■ ■■■     (ゼロ国債) 

[D] R05/6 2．5億円     ■■■■     

[E] R06/3 1．5億円         ■ 

 

■■■■■ 

1．5億円（当初支払予定額） 

(翌債) 

(R06/12完成予定) 

①【R06年4月1日現在の評価比率を計算する】 

◆R06年4月1日時点の過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H31/R1年度 4億円（H30年度の最終支払額）  

〃 R02年度 4億円（設計変更後、R02年度の最終支払額）  

〃 R03年度 5億円（設計変更後、R03年度の最終支払額）  

[B]工事 R02年度 1億円  

[C]工事 R04年度 2億円（最終支払額）  

[D]工事 R05年度 2．5億円  

  計 18．5億円  平均受注額 18億5,000万円/5＝3億7,000万円 
 

◆R06年4月1日時点のR06年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R06年度 1．5億円（当初の支払予定額）  R06/4時点の未完成工事受注額・・・1億5,000万円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5か年度平均受注額＝1億5,000万円／3億7,000万円＝0.40 

 評価比率が0.25以上0.50未満のため、次の受注まで地域建設業経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 
 

 

Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] R01/9 10億円
★12億円
★13億円

  ■■■■ 
  4億円 

■■■■■■ 
     ★ 
 
  4億円 

■■■■■■ 
 
     ★ 
  5億円 

 
 

    (3か年工事) 
★設計変更(R03/2) 
★設計変更(R04/3) 
(各年度最終支払額) 

[B] R02/5 1億円 ■■■        
[C] R04/3 2億円       ■ ■■■     (ゼロ国債) 
[D] R05/6 2．5億円     ■■■■     

[E] R06/3 1．5億円

★2．5億円

         ■ 

 

 

 

     ■ 

■■■□□ 

1．5億円（当初支払予定額） 

  ★ 

 

■■■完・ 

(翌債) 

(R06/12完成予定) 

★設計変更(R06/7) 

 

(R06/9完成) 

[F] R06/6 2億円      ■■■■   (R06/12完成) 

[G] R07/3 1億円          ■ ■■■  (ゼロ国債) 

②【R06年度以降の評価比率の推移】 

(ア)R06年6月の[F]工事の受注まで 評価比率0.40なので、地域建設業経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 
 

(イ)R06年6月の[F]工事の受注後  未完成工事受注額は3億5,000万円となる。 

【評価比率】＝3億5,000万円／3億7,000万円＝0.94 

評価比率が0.75以上1.00未満のため、次の受注まで地域建設業経営環境評価に対する加点は1.1点となる。 
 

(ウ)R06年7月の[E]工事の設計変更後も未完成工事受注額は変更しない。 

（2・3月発注で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事における受注額は、当初の支払予定額とする） 
 

(エ)R06年9月の[E]工事の完成後 未完成工事受注額は[F]工事のみの2億円になる。 

評価比率＝2億／3億7,000万円＝0.54 

評価比率が0.50以上0.75未満のため、次の受注まで地域建設業経営環境評価に対する加点は1.4点となる。 
 

③【R07年4月1日現在の評価比率を計算する】 

◆R07年4月1日時点の過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 R02年度 4億円（設計変更後、R02年度の最終支払額）  

〃 R03年度 5億円（設計変更後、R03年度の最終支払額）  

[B]工事 R02年度 1億円  

[C]工事 R04年度 2億円（最終支払額）  

[D]工事 R05年度 2．5億円  

[E]工事 R06年度 2．5億円（設計変更後の最終支払額）  

[F]工事 R06年度 2億円  

  計 19億円  平均受注額 19億/5＝3億8,000万円 
 

◆R07年4月1日現在のR6年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[G]工事 R06年度 1億円（当初の支払予定額）  R06年度の未完成工事受注額・・・1億円 

 

■評価比率を算出する 

 評価比率＝１億円／3億8,000万円＝0.26 

 評価比率が0.25以上0.50未満のため、次の受注まで地域経済経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 

 

 

【評価比率 計算例③】・・令和４年度以降の評価比率の推移例 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H30/9 10億円

★12億円

★13億円

  ■■■■ 

  4億円 

■■■■■■ 

     ★ 

 

  4億円 

■■■■■■ 

 

     ★ 

  5億円 

 

 

    (3カ年工事) 

★設計変更(R02/2) 

★設計変更(R03/3) 

(各年度最終支払額) 

[B] R01/5 1億円 ■■■        

[C] R03/3 2億円       ■ ■■■     (ゼロ国債) 

[D] R04/6 2．5億円     ■■■■     

[E] R05/3 1．5億円         ■ 

 

■■■■■ 

1．5億円（当初支払予定額） 

(翌債) 

(R05/12完成予定) 

①【R05年4月1日現在の評価比率を計算する】 

◆R05年4月1日時点の過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H30年度 4億円（H29年度の最終支払額）  

〃 H31/R1年度 4億円（設計変更後、H31/R1年度の最終支払額）  

〃 R02年度 5億円（設計変更後、R02年度の最終支払額）  

[B]工事 R01年度 1億円  

[C]工事 R03年度 2億円（最終支払額）  

[D]工事 R04年度 2．5億円  

  計 18．5億円  平均受注額 18億5,000万円/5＝3億7,000万円 
 

◆R05年4月1日時点のR05年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R05年度 1．5億円（当初の支払予定額）  R05/4時点の未完成工事受注額・・・1億5,000万円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5カ年度平均受注額＝1億5,000万円／3億7,000万円＝0.40 

 評価比率が0.25以上0.50未満のため、次の受注まで地域建設業経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 
 

 

Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H30/9 10億円
★12億円
★13億円

  ■■■■ 
  4億円 

■■■■■■ 
     ★ 
 
  4億円 

■■■■■■ 
 
     ★ 
  5億円 

 
 

    (3カ年工事) 
★設計変更(R02/2) 
★設計変更(R03/3) 
(各年度最終支払額) 

[B] R01/5 1億円 ■■■        
[C] R03/3 2億円       ■ ■■■     (ゼロ国債) 
[D] R04/6 2．5億円     ■■■■     

[E] R05/3 1．5億円

★2．5億円

         ■ 

 

 

 

     ■ 

■■■□□ 

1．5億円（当初支払予定額） 

  ★ 

 

■■■完・ 

(翌債) 

(R05/12完成予定) 

★設計変更(R05/7) 

 

(R05/9完成) 

[F] R05/6 2億円      ■■■■   (R05/12完成) 

[G] R06/3 1億円          ■ ■■■  (ゼロ国債) 

②【R05年度以降の評価比率の推移】 

(ア)R05年6月の[F]工事の受注まで 評価比率0.40なので、地域建設業経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 
 

(イ)R05年6月の[F]工事の受注後  未完成工事受注額は3億5,000万円となる。 

【評価比率】＝3億5,000万円／3億7,000万円＝0.94 

評価比率が0.75以上1.00未満のため、次の受注まで地域建設業経営環境評価に対する加点は1.1点となる。 
 

(ウ)R05年7月の[E]工事の設計変更後も未完成工事受注額は変更しない。 

（2・3月発注で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事における受注額は、当初の支払予定額とする） 
 

(エ)R05年9月の[E]工事の完成後 未完成工事受注額は[F]工事のみの2億円になる。 

評価比率＝2億／3億7,000万円＝0.54 

評価比率が0.50以上0.75未満のため、次の受注まで地域建設業経営環境評価に対する加点は1.4点となる。 
 

③【R06年4月1日現在の評価比率を計算する】 

◆R06年4月1日時点の過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H31/R1年度 4億円（設計変更後、H31/R1年度の最終支払額）  

〃 R02年度 5億円（設計変更後、R02年度の最終支払額）  

[B]工事 H31/R1年度 1億円  

[C]工事 R03年度 2億円（最終支払額）  

[D]工事 R04年度 2．5億円  

[E]工事 R05年度 2．5億円（設計変更後の最終支払額）  

[F]工事 R05年度 2億円  

  計 19億円  平均受注額 19億/5＝3億8,000万円 
 

◆R06年4月1日現在のR5年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[G]工事 R05年度 1億円（当初の支払予定額）  R05年度の未完成工事受注額・・・1億円 

 

■評価比率を算出する 

 評価比率＝１億円／3億8,000万円＝0.26 

 評価比率が0.25以上0.50未満のため、次の受注まで地域経済経営環境評価に対する加点は1.7点となる。 
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引き続き受注等 

① 

引き続き受注等 

① 

③ ② ③ ② 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価比率 計算例④】・・３か年以上の債務負担工事の場合 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] R01/9 1億円  ■■■         

[B] R02/5 1億円 ■■■        

[C] R03/5 1億円  ■■■       

[D] R04/5 2億円   ■■■      

[E] R05/6 6億円     ■■■■■ 

  2億円 

■■■■■■ 

 2億円 

■■■■ 

 2億円 

 (債務負担工事) 

①【R06年5月1日申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H31/R1年度 1億円  

[B]工事 R02年度 1億円  

[C]工事 R03年度 1億円  

[D]工事 R04年度 2億円  

[E]工事 R05年度 2億円（R05年度の支払額）  

〃 R06年度   2億円（R06年度の当初における支払限度額） R6年度受注額のため対象外 

〃 R07年度   2億円（R07年度の当初における支払限度額） R7年度受注額のため対象外 

  計 7億円  平均受注額 7億/5＝1億4,000万円 

 

◆R06年5月1日申請締切前日時点のR06年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R06年度 2億円（R6年度当初支払限度額）  R06年度の未完成工事受注額・・・2億円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5か年度平均受注額＝2億円／1億4,000万円＝1.42 

 評価比率が1.25以上1.50未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は0.5点となる。 

 

 

 

【評価比率 計算例⑤】・・債務工事の場合 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] R01/9 2億円  ■■■         

[B] R02/5 3億円 ■■■        

[C] R03/5 2億円  ■■■       

[D] R04/5 1億円   ■■■      

[E] R05/6 4億円     ■■■■■ 

  2億円 

■■■■■ 

 2億円 

  (R05-R06債務工事) 

(R06/12月完成予定) 

①【R06年5月1日申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H31/R1年度 2億円  

[B]工事 R02年度 3億円  

[C]工事 R03年度 2億円  

[D]工事 R04年度 1億円  

[E]工事 R05年度 2億円（R05年度の支払額）（※支払日R06/4）  

〃 R06年度   2億円（R06年度の当初における支払限度額） R6年度受注額のため対象外 

  計 10億円  平均受注額 10億/5＝2億円 

 

◆R06年5月1日申請締切前日時点のR06年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R06年度 2億円（R6年度当初支払限度額）  R06年度の未完成工事受注額・・・2億円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5か年度平均受注額＝2億円／2億円＝1.0 

 評価比率が1.00以上1.25未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は0.8点となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価比率 計算例④】・・３カ年以上の債務負担工事の場合 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H30/9 1億円  ■■■         

[B] R01/5 1億円 ■■■        

[C] R02/5 1億円  ■■■       

[D] R03/5 2億円   ■■■      

[E] R04/6 6億円     ■■■■■ 

  2億円 

■■■■■■ 

 2億円 

■■■■ 

 2億円 

 (債務負担工事) 

①【R05年5月1日申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H30年度 1億円  

[B]工事 H31/R1年度 1億円  

[C]工事 R02年度 1億円  

[D]工事 R03年度 2億円  

[E]工事 R04年度 2億円（R04年度の支払額）  

〃 R05年度   2億円（R05年度の当初における支払限度額） R5年度受注額のため対象外 

〃 R06年度   2億円（R06年度の当初における支払限度額） R6年度受注額のため対象外 

  計 7億円  平均受注額 7億/5＝1億4,000万円 

 

◆R05年5月1日申請締切前日時点のR05年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R04年度 2億円（R5年度当初支払限度額）  R05年度の未完成工事受注額・・・2億円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5カ年度平均受注額＝2億円／1億4,000万円＝1.42 

 評価比率が1.25以上1.50未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は0.5点となる。 

 

 

 

【評価比率 計算例⑤】・・債務工事の場合 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H30/9 2億円  ■■■         

[B] R01/5 3億円 ■■■        

[C] R02/5 2億円  ■■■       

[D] R03/5 1億円   ■■■      

[E] R04/6 4億円     ■■■■■ 

  2億円 

■■■■■ 

 2億円 

  (R04-R05債務工事) 

(R05/12月完成予定) 

①【R05年5月1日申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H30年度 2億円  

[B]工事 H31/R1年度 3億円  

[C]工事 R02年度 2億円  

[D]工事 R03年度 1億円  

[E]工事 R04年度 2億円（R04年度の支払額）（※支払日R05/4）  

〃 R05年度   2億円（R05年度の当初における支払限度額） R5年度受注額のため対象外 

  計 10億円  平均受注額 10億/5＝2億円 

 

◆R05年5月1日申請締切前日時点のR05年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[E]工事 R04年度 2億円（R5年度当初支払限度額）  R05年度の未完成工事受注額・・・2億円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5カ年度平均受注額＝2億円／2億円＝1.0 

 評価比率が1.00以上1.25未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は0.8点となる。 
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【評価比率 計算例⑥】・・３月発注の０道債工事の場合 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08  

[A] R01/7 1億円 ■■■         

[B] R02/5 2億円 ■■■        

[C] R03/6 2億円   ■■■       

[D] R04/4 1億円   ■■■      

[E] R05/4 1億円    ■■■     

[F] R06/4 1億円     ■■■■■■   (R07/2/20完成) 

[G] R06/6 5億円        ■■■ 

  1億円 

■■■■■■ 

 2億円 

■■■■■ 

 2億円 

(3か年工事) 

(R08/12/20完成) 

①【R07年2月10日申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5か年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 R01年度 1億円  

[B]工事 R02年度 2億円  

[C]工事 R03年度 2億円  

[D]工事 R04年度 1億円  

[E]工事 R05年度 1億円  

[F]工事 R06年度   1億円（R07/2/20完成） R06年度以降受注額のため対象外 

[G]工事 R06年度   1億円（R06年度の当初における支払限度額） R06年度以降受注額のため対象外 

〃 R07年度   2億円（R07年度の当初における支払限度額） R06年度以降受注額のため対象外 

〃 R08年度   2億円（R08年度の当初における支払限度額） R06年度以降受注額のため対象外 

  計 7億円  平均受注額 7億/5＝1億4,000万円 

 

◆R07年2月10日申請締切前日時点のR06年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[F]工事 R06年度   1億円 R07/4/1以降は、手持ち工事ではないため、分子から除外 

[G]工事 R06年度 1億円 R08/12/20完成予定のため、R06年度の当初の支払限度額を分子に計上 

  計 1億円  R05年度の未完成工事受注額・・・1億円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5か年度平均受注額＝1億円／1億4,000万円＝0.71 

 評価比率が0.50以上0.75未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は1.4点となる。 

 

 

 

【評価比率 計算例⑥】・・３月発注の０道債工事の場合 
Ａ社の○○建設管理部での対象工事の受注実績 
工事 受注 金額 H30 H31/R1 R02 R03 R04 R05 R06 R07  

[A] H30/7 1億円 ■■■         

[B] R01/5 2億円 ■■■        

[C] R02/6 2億円   ■■■       

[D] R03/4 1億円   ■■■      

[E] R04/4 1億円    ■■■     

[F] R05/4 1億円     ■■■■■■   (R06/2/20完成) 

[G] R05/6 5億円        ■■■ 

  1億円 

■■■■■■ 

 2億円 

■■■■■ 

 2億円 

(3カ年工事) 

(R07/12/20完成) 

①【R06年2月10日申請締切前日時点の評価比率を計算する】 

◆過去5ヵ年度の平均受注額を算出する。【分母】 
[A]工事 H30年度 1億円  

[B]工事 H31/R1年度 2億円  

[C]工事 R02年度 2億円  

[D]工事 R03年度 1億円  

[E]工事 R04年度 1億円  

[F]工事 R05年度   1億円（R06/2/20完成） R05年度以降受注額のため対象外 

[G]工事 R05年度   1億円（R05年度の当初における支払限度額） R05年度以降受注額のため対象外 

〃 R06年度   2億円（R06年度の当初における支払限度額） R05年度以降受注額のため対象外 

〃 R07年度   2億円（R07年度の当初における支払限度額） R05年度以降受注額のため対象外 

  計 7億円  平均受注額 7億/5＝1億4,000万円 

 

◆R06年2月10日申請締切前日時点のR04年度の未完成工事受注額を算出する。【分子】 
[F]工事 R05年度   1億円 R06/4/1以降は、手持ち工事ではないため、分子から除外 

[G]工事 R05年度 1億円 R07/12/20完成予定のため、R05年度の当初の支払限度額を分子に計上 

  計 1億円  R05年度の未完成工事受注額・・・1億円 

 

■評価比率を算出する。 

 【評価比率】＝当該年度未完成工事受注額／過去5カ年度平均受注額＝1億円／1億4,000万円＝0.71 

 評価比率が0.50以上0.75未満のため、地域建設業経営環境評価に対する加点は1.4点となる。 
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Ⅲ－３－２－７ 減点項目 
 

(1) 減点 標準評価項目 
 

減点 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 配点 

過去6か月の措置による減

点 

重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり －1.00 

総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり －1.00 

※ 令和2年度より前の「瑕疵」については、「契約不適合」と読み替える。 

 

ア 減点対象 
(ア)  過去６か月以内に重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた工事 

(イ)  過去６か月以内に総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った工事 

 
イ 減点事例 

(ア)  重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例 

a  重要な契約不適合に伴う修補の請求、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償

請求を受けた事例（工事施行成績で、20点減点の措置を受けたもの）を減点対象とする。 

b  過去6か月は、当該工事の公告日の月の7か月前から2か月前までの6か月間とし、該当の

有無は修補（損害賠償）請求日で判断する。 
（公告日が令和6年5月10日の場合、令和5年10月1日～令和6年3月31日の期間となる。） 

 
(イ)  総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例 

a 総合評価落札方式において、工事施行成績の減点を伴う技術評価項目の不履行を行った事

例を減点対象とする。 
（やむを得ない事情による配置技術者の不履行の場合は、次項のウ(イ)による。） 

b 過去６か月は、当該工事の公告日の月の７か月前から２か月前までの６か月間とし、該当

の有無は工事検査日で判断する。 
（公告日が令和6年5月10日の場合、令和5年10月1日～令和6年3月31日の期間となる。） 

 
ウ その他 

(ア)  減点評価対象工事は、各建設管理部発注工事を対象とする。 

(イ)  過去の工事における工事施行成績の減点の理由が、配置予定技術者の死亡・健康上の理由

等、やむを得ない事情による主任(監理)技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰、追加

技術者の不履行による場合は、「過去6か月の措置による減点」の対象外とする。 

  なお、上記事情の場合は、医療機関等の診断書の提示を求める。(「Ⅲ-3-4 履行確認・ペ

ナルティ・評価結果の確認」(2)イ(イ) 参照) 

 
（参考） 

 過去の工事のペナルティには、前記の減点項目の他に、工事施行成績評定点により減点されている場合がある。 
 なお、工事施行成績が法令遵守（指名停止2か月未満）により減点されている場合、 

Ⅲ-3-2-2「企業の施工能力等」(1)工事施行成績 の評価で使用する工事施行成績評定点は、当該減点の適用期

間を最初の1年とする。 

(Ⅲ-3-2-2「企業の施工能力等」(1)工事施行成績 参照) 

 

 

Ⅲ－３－２－７ 減点項目 
 

(1) 減点 標準評価項目 
 

減点 標準評価項目 
技術評価項目 評価基準 配点 

過去6ヶ月の措置による減

点 

重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり －1.00 

総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり －1.00 

※ 令和2年度より前の「瑕疵」については、「契約不適合」と読み替える。 

 

ア 減点対象 
(ア)  過去６ヶ月以内に重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた工事 

(イ)  過去６ヶ月以内に総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った工事 

 
イ 減点事例 

(ア)  重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例 

a  重要な契約不適合に伴う修補の請求、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償

請求を受けた事例（工事施行成績で、20点減点の措置を受けたもの）を減点対象とする。 

b  過去6ヶ月は、当該工事の公告日の月の7ヶ月前から2ヶ月前までの6ヶ月間とし、該当の

有無は修補（損害賠償）請求日で判断する。 
（公告日が令和5年5月10日の場合、令和4年10月1日～令和5年3月31日の期間となる。） 

 
(イ)  総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例 

a 総合評価落札方式において、工事施行成績の減点を伴う技術評価項目の不履行を行った事

例を減点対象とする。 
（やむを得ない事情による配置技術者の不履行の場合は、次項のウ(イ)による。） 

b 過去６ヶ月は、当該工事の公告日の月の７ヶ月前から２ヶ月前までの６ヶ月間とし、該当

の有無は工事検査日で判断する。 
（公告日が令和5年5月10日の場合、令和4年10月1日～令和5年3月31日の期間となる。） 

 
ウ その他 

(ア)  減点評価対象工事は、各建設管理部発注工事を対象とする。 

(イ)  過去の工事における工事施行成績の減点の理由が、配置予定技術者の死亡・健康上の理由

等、やむを得ない事情による主任(監理)技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰、追加

技術者の不履行による場合は、「過去6ヶ月の措置による減点」の対象外とする。 

  なお、上記事情の場合は、医療機関等の診断書の提示を求める。(「Ⅲ-3-4 履行確認・ペナ

ルティ・評価結果の確認」(2)イ(イ) 参照) 

 
（参考） 

 過去の工事のペナルティには、前記の減点項目の他に、工事施行成績評定点により減点されている場合がある。 
 なお、工事施行成績が法令遵守（指名停止2ヶ月未満）により減点されている場合、 

Ⅲ-3-2-2「企業の施工能力」(1)工事施行成績 の評価で使用する工事施行成績評定点は、当該減点の適用期間

を最初の1年とする。 

(Ⅲ-3-2-2「企業の施工能力」(1)工事施行成績 参照) 
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Ⅲ－３－２－８ 標準評価項目 
 

(1) 施工計画審査タイプ（Ⅰ・Ⅱ型） 

ア 基本的な考え方 

(ア)  施工計画審査タイプの技術評価点については、次を基本とする。 

a 施工計画審査タイプⅠ型 31.50点 

b 施工計画審査タイプⅡ型 30.50点 

(イ)  各評価項目は表Ｅを標準とする。 

 

イ 配点案 

(ア)  表Eに基づいて配点する。 

(イ)  簡易な施工計画は、次を基本とする。 

a 施工計画審査タイプⅠ型①②③の3項目を選択し、配点を15点とする。 

b 施工計画審査タイプⅡ型①②③から2項目を選択し、配点を10点とする。 

 

ウ 必要に応じて、企業の施工能力等、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及

び技術評価点の満点（施工計画審査タイプⅠ型の場合31.50点）の配点を増減できる。 

 

エ 施工計画審査タイプ技術力重視型の試行 
・施工計画審査タイプⅡ型と施工実績審査タイプの適用工事の中から、工事内容や地域の状況等

に応じて試行を行うことができる。 

・技術力重視型の評価項目は、次のとおり 

・簡易な施工計画（2 項目）・・・必須 

・地域建設業経営環境評価・・・・評価項目としない 

・その他の評価項目は表 E（施工計画審査タイプⅡ型）を標準とするが、地域条件に応じて、

配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価点の満点の配点を増

減できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ⅲ－３－２－８ 標準評価項目 
 

(1) 施工計画審査タイプ（Ⅰ・Ⅱ型） 

ア 基本的な考え方 

(ア)  施工計画審査タイプの技術評価点については、次を基本とする。 

a 施工計画審査タイプⅠ型 31.50点 

b 施工計画審査タイプⅡ型 30.50点 

(イ)  各評価項目は表Ｅを標準とする。 

 

イ 配点案 

(ア)  表Eに基づいて配点する。 

(イ)  簡易な施工計画は、次を基本とする。 

a 施工計画審査タイプⅠ型①②③の3項目を選択し、配点を15点とする。 

b 施工計画審査タイプⅡ型①②③から2項目を選択し、配点を10点とする。 

 

ウ 必要に応じて、企業の施工能力、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び

技術評価点の満点（施工計画審査タイプⅠ型の場合31.50点）の配点を増減できる。 

 

エ 施工計画審査タイプ技術力重視型の試行 
・施工計画審査タイプⅡ型と施工実績審査タイプの適用工事の中から、工事内容や地域の状況等

に応じて試行を行うことができる。 

・技術力重視型の評価項目は、次の通り 

・簡易な施工計画（2 項目）・・・必須 

・地域建設業経営環境評価・・・・評価項目としない 

・その他の評価項目は表 E（施工計画審査タイプⅡ型）を標準とするが、地域条件に応じて、

配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価点の満点の配点を増

減できる。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施工実績審査タイプ 

ア 基本的な考え方 
(ア)  施工実績審査タイプ型の技術評価点については、20.50点を基本とする。 

(イ)  各評価項目は表Ｅを標準とする。 

 
イ 配点案 

(ア)  表Eに基づいて配点する。 

(イ)  必要に応じて、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価点の

満点（施工実績審査タイプ20.50点）の配点を増減できる。 

 
ウ 施工実績審査タイプ地域型の試行 

・施工実績審査タイプの適用工事の中から地域の状況に応じて試行を行うことができる。 

・各評価項目は表 E を標準とするが、地域条件に応じて技術評価項目を選択する。 

・技術評価項目 

(ア)  必須技術評価項目は工事施行成績と地域建設業経営環境評価のみ。その他の技術評価項目は

地域の実情に応じ選択。 

(イ)  担い手の育成・確保、地域の守り手確保のカテゴリーから最低１項目選択。 

(ウ)  選択されなかった大項目については、入札参加資格審査によることができる。 
 

カテゴリー 大項目 技術評価項目 試行評価項目 

施工能力等 

 

企業の 

施工能力等 

 

工事施行成績 必須 

北海道建設部工事等優秀業者表彰 
選択 

（すべて選択、 

 選択なしも可） 

建設管理部工事優良企業表彰 

ＩＳＯマネジメントシステム 

地域精通度（施工実績） 

配置予定 

技術者 

 

主任(監理)技術者の資格 選択 

（すべて選択、 

 選択なしも可） 

主任(監理)技術者の継続教育 

主任(監理)技術者の建設管理部優秀現場代理人表彰 

担い手の 

育成・確保 

 

 

地域の 

守り手確保 

担い手の 

育成・確保 

 

技術者の追加配置 

最低１項目選択 

（すべて選択も可） 

技術職員の育成・確保 

新規の雇用 

雇用環境への取組 

仕事と家庭の両立支援の取組 

高年齢者継続雇用 

女性の活躍支援 

地域技能士の活用 

ＩＣＴ活用の取組 

地域独自設定項目 

地域の 

守り手確保 

主たる営業所の所在地 

災害時の協力等 

緊急時の応急措置の実績 

公共土木施設の維持管理実績 

地域企業の活用 

地域資材の活用 

多様な雇用への貢献 

環境対策の認定制度等 

地域独自設定項目 

地域建設業経営環境評価 地域建設業経営環境評価 必須 

 

(3) 専門工事タイプ 

 専門工事タイプの標準評価項目については、工事内容に応じて施工計画審査タイプ又は施工実

績審査タイプの標準評価項目を準用し、各建設管理部において定めることができる。(「Ⅱ-3 総合

評価落札方式の適用区分」 参照) 
 

 

(2) 施工実績審査タイプ 

ア 基本的な考え方 
(ア)  施工実績審査タイプ型の技術評価点については、20.50点を基本とする。 

(イ)  各評価項目は表Ｅを標準とする。 

 
イ 配点案 

(ア)  表Eに基づいて配点する。 

(イ)  必要に応じて、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価点の

満点（施工実績審査タイプ20.50点）の配点を増減できる。 

 
ウ 施工実績審査タイプ地域型の試行 

・施工実績審査タイプの適用工事の中から地域の状況に応じて試行を行うことができる。 

・各評価項目は表 E を標準とするが、地域条件に応じて技術評価項目を選択する。 

・技術評価項目 

(ア)  必須技術評価項目は工事施行成績と地域建設業経営環境評価のみ。その他の技術評価項目は

地域の実情に応じ選択。 

(イ)  担い手の育成・確保、地域の守り手確保のカテゴリーから最低１項目選択。 

(ウ)  選択されなかった大項目については、入札参加資格審査によることができる。 
 

カテゴリー 大項目 技術評価項目 試行評価項目 

施工能力 

 

企業の 

施工能力 

 

工事施行成績 必須 

北海道建設部工事等優秀業者表彰 
選択 

（すべて選択、 

 選択なしも可） 

建設管理部工事優良企業表彰 

ＩＳＯマネジメントシステム 

地域精通度（施工実績） 

配置予定 

技術者 

 

主任(監理)技術者の資格 選択 

（すべて選択、 

 選択なしも可） 

主任(監理)技術者の継続教育 

主任(監理)技術者の建設管理部優秀現場代理人表彰 

担い手の 

育成・確保 

 

 

地域の 

守り手確保 

担い手の 

育成・確保 

 

技術者の追加配置 

最低１項目選択 

（すべて選択も可） 

技術職員の育成・確保 

新規の雇用 

雇用環境への取組 

仕事と家庭の両立支援の取組 

高年齢者継続雇用 

女性の活躍支援 

地域技能士の活用 

ＩＣＴ活用の取組 

地域独自設定項目 

地域の 

守り手確保 

主たる営業所の所在地 

災害時の協力等 

緊急時の応急措置の実績 

公共施設の維持管理実績 

地域企業の活用 

地域資材の活用 

多様な雇用への貢献 

環境対策の認定制度等 

地域独自設定項目 

地域建設業経営環境評価 地域建設業経営環境評価 必須 

 

(3) 専門工事タイプ 

 専門工事タイプの標準評価項目については、工事内容に応じて施工計画審査タイプ又は施工実

績審査タイプの標準評価項目を準用し、各建設管理部において定めることができる。(「Ⅱ-3 総合

評価落札方式の適用区分」 参照) 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ｅ 各タイプ標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 

施工計画審査 

タイプⅠ型 

施工計画審査 

タイプⅡ型 

施工実績審査 

タイプ 

 評価点 配点 小計 配点 小計 配点 小計 

簡
易
な 

施
工
計
画 

①工程管理に係わる技術的所見  配点 ＝ 評価項目数 ÷ 評価対象項目数 × 5.00点 5.00 

15.00 

5.00 10.00 

２項目 

指定 

 ②品質管理に係わる技術的所見  配点 ＝ 評価項目数 ÷ 評価対象項目数 × 5.00点 5.00 5.00 

③施工上の対処すべき技術的所見  配点 ＝ 評価項目数 ÷ 評価対象項目数 × 5.00点 5.00 5.00 

企
業
の
施
工
能
力
等 

工事施行成績 建設管理部発注工事の当該工事と 

同じ入札参加資格による 

工事施行成績の平均点 

(地域での選択項目)平均点の範囲及び評価点の区分は各建設管理部で設定 (最大7.75)  

8.50 

(7.75) 

(10.75) 

10.50 

(7.75) 

(10.75) 

10.50 

 93点  ≦ 平均点   7.50 

7.50 7.50 7.50 

 91点  ≦ 平均点 ＜ 93点 7.00 

 89点  ≦ 平均点 ＜ 91点 6.50 

 87点  ≦ 平均点 ＜ 89点 6.00 

 85点  ≦ 平均点 ＜ 87点 5.50 

 83点  ≦ 平均点 ＜ 85点 5.00 

 81点  ≦ 平均点 ＜ 83点 4.50 

 79点  ≦ 平均点 ＜ 81点 4.00 

 77点  ≦ 平均点 ＜ 79点 3.50 

     平均点 ＜ 77点 3.00 

北海道建設部工事等優秀者表彰 過去3年間に表彰あり（各建設管理部で年１回適用） 

道建設部工事等優秀者表彰（入札参加資格区分ごと）、道新技術・新製品開発賞) 
0.50 

0.50 0.50 0.50 

なし 0.00 

建設管理部工事優良企業表彰 過去２年間に表彰あり （受賞した建設管理部で年１回適用） 0.25 
 0.50 0.50 

なし 0.00 

ＩＳＯマネジメントシステムの取得 ＩＳＯ９００１を取得 0.50 
0.50 0.50 0.50 

上記以外 0.00 

地域精通度  

（施工実績） 

過去15年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 1.50 

 1.50 1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

配
置
予
定
技
術
者 

主任（監理）技術者の資格 技術士 又は 有資格期間5年以上の一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75 

二級土木施工管理技士 又は二級建設機械施工技士（有資格期間10年以上） 0.50 

二級土木施工管理技士 又は二級建設機械施工技士（有資格期間5年以上） 0.25 

上記以外 0.00 

主任（監理）技術者の継続教育 CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50 
0.50 0.50 0.50 

なし 0.00 

主任（監理）技術者の 

建設管理部優秀現場代理人表彰 

過去1～3年間に表彰あり （各建設管理部内の兼任工事を重複評価しない） 0.50 
0.50 0.50 0.50 

なし 0.00 

担
い
手
の
育
成
・
確
保 

技術者の追加配置 一級・二級土木施工管理技士 又は 一級・二級土木建設機械施工技士の追加配置あり 0.50 
0.50 

3.00 

0.50 

2.50 

0.50 

2.50 

なし 0.00 

地
域
で
の
選
択
項
目 

技術職員の育成・確保 

評価点の 

大きいもの 

①若年技術職員の 

育成・確保 

・技術職員の35歳未満の割合が15%以上、 
又は、新規技術者(35歳未満)が1%以上 

2.50 

 

指定した 

項目の 

合計点 

2.00 

 

指定した 

項目の 

合計点 

2.00 

 

指定した 

項目の 

合計点 

②技術職員総数の 

確保 

・技術職員の総数が同数以上 

・技術職員の総数の減少が1～2人、又は、減少率が4%以下 

・技術職員の総数の減少が3人、又は、減少率が6%以下 

上記該当なし 

新規の雇用 新規の雇用あり（各建設管理部で年１回適用） 

なし 

労働環境改善 雇用環境への取組 雇用環境への取組あり（①建設雇用優良事業所表彰 ②通年雇用 ③奨学金に関する

支援の取組） 

なし 

仕事と家庭の両立支援の取組 仕事と家庭の両立支援の取組あり 

なし 

高年齢者継続雇用 高年齢者継続雇用の取組あり 
（
項
目
数
は
３
項
目
以
上
配
点
に 

 
 

 
 

 

応
じ
て
適
宜
設
定
） 

なし 

女性の活躍支援 女性の活躍支援の取組あり 

なし 

地域技能士の活用 計画あり 

なし 

ＩＣＴ活用の取組 前年度に当該建設管理部発注の「ＩＣＴ活用モデル工事」でＩＣＴ施工に取組･完成した実績あり 
  

なし 

地域独自設定項目 （各発注機関が独自に設定できる項目とする）  

地
域
の
守
り
手
確
保 

地域の安全・ 

安心貢献度 

主たる営業所の 

所在地 

工事箇所と同じ地域内での主たる営業所 

 ★適用４区分 １：建管内 ２：振興局内 ３：出張所管内 ４：市町村管内 

1.00 
 

3.00 

1.00 

3.50 

1.00 

3.50 

0.50 
0.00 

災害時の協力等 災害協定あり 0.25 
0.25 0.25 0.25 

なし 0.00 

地
域
で
の
選
択
項
目 

地域の 

安全・ 

安心 

貢献度 

緊急時の応急措置の実

績 

過去5年間に実績あり  

2.25 

 

指定した 

項目の 

合計点 

2.25 

 

指定した 

項目の 

合計点 

なし 

公共土木施設の維持管

理の実績 

過去5年間に実績あり ※施工計画審査タイプⅠは適用除外   
なし 

地域経済 

への波及 

地域企業の活用 

 

※地域の実情に応じて、適用

1、適用2を選択 

適用１ 

 地域内企業の活用比率 

20%以上 

2.75 

 

指定した 

項目の 

合計点 

10%以上20%未満 

10%未満 

適用２ 

 地域内企業の活用計画 

あり 

なし 
（
項
目
数
は
２
項
目
以
上
、 

配
点
に
応
じ
て
適
宜
設
定
） 

地域資材の活用 計画あり 

なし 

地域社会 

貢献 

多様な雇用への貢献 いずれかに該当有り（①障がい者の就労支援、②協力雇用主制度、③新分野進出優良建設企業表彰） 

なし 

環境対策の認定制度等 登録又は認証あり 

なし 

その他 地域独自設定項目 （各発注機関が独自に設定できる項目とする） 

  【例】 

円滑な事業執行への貢

献 

【例】 

前年度の当該建設管理部での 

対象工事の施工実績 

【例】 1.0ポイント以上 

 
0.5ポイント以上1.0ポイント未満 

0.5ポイント未満 

実績なし 

地域建設業経営環境評価     評価比率 ＜ 0.25  2.00 

 2.00 2.00 2.00 2.00 

 0.25 ≦ 評価比率 ＜ 0.50  1.70 

 0.50 ≦ 評価比率 ＜ 0.75  1.40 

 0.75 ≦ 評価比率 ＜ 1.00  1.10 

 1.00 ≦ 評価比率 ＜ 1.25  0.80 

 1.25 ≦ 評価比率 ＜ 1.50  0.50 

 1.50 ≦ 評価比率   0.00 

計（満点） 31.50 
(30.75) 

30.50 

(20.75) 

20.50 

減点項目 評価基準 配点 

過去6か月の措置による減点 
重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり －1.00 

総合評価方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり －1.00 

※ 必要に応じて、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価点の満点の配点を増減できる。 
※ 担い手の育成・確保、地域の守り手確保の地域独自設定項目は、各建設管理部で指定項目及び配点を設定できる。 
※ 専門工事タイプの標準評価項目については、工事内容に応じて施工計画審査タイプ又は施工実績審査タイプの標準評価項目を準用し、各建設管理部において定めることができる。 
※ 「仕事と家庭の両立支援の取組」及び「女性の活躍支援の取組」については、総合評価落札方式の適用区分が、北海道建設工事等競争入札参加資格審査において格付評価しない種類（鋼橋上部、塗装工事、道路標

識設置工事、造園工事、機械器具設置工事）を対象とする場合は、「北海道働き方改革推進企業認定制度」の該当する取組（「北海道あったかファミリー応援企業」、「北海道なでしこ応援企業」の認定を含む）による

評価を定めることができる。 
※ 共同企業体の取り扱いは、各構成員の評価点の平均点を原則とするが、地域の実情、工事の性格・規模等に応じて、従前の評価方法を選択できる。 
※ 地域選択項目の評価基準（平均点が 93 点を超える範囲の評価基準）については、各建設管理部で、地域の状況を勘案し、次に従い設定することができる。 

 ・地域選択項目の評価基準は、地域枠の工事に設定できる。（全道枠の工事（施工計画審査タイプⅠ型等）には設定しない。） 

 ・93 点を超える点数範囲の設定は、整数値とする。 
 ・評価点は 7.50～7.75 の間で細分して設定でき、評価点の最大は 7.75 点とする。 

表Ｅ 各タイプ標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 

施工計画審査 

タイプⅠ型 

施工計画審査 

タイプⅡ型 

施工実績審査 

タイプ 

 評価点 配点 小計 配点 小計 配点 小計 

簡
易
な 

施
工
計
画 

①工程管理に係わる技術的所見  配点 ＝ 評価項目数 ÷ 評価対象項目数 × 5.00点 5.00 

15.00 

5.00 10.00 

２項目 

指定 

 ②品質管理に係わる技術的所見  配点 ＝ 評価項目数 ÷ 評価対象項目数 × 5.00点 5.00 5.00 

③施工上の対処すべき技術的所見  配点 ＝ 評価項目数 ÷ 評価対象項目数 × 5.00点 5.00 5.00 

企
業
の
施
工
能
力 

工事施行成績 建設管理部発注工事の当該工事と 

同じ入札参加資格による 

工事施行成績の平均点 
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点 

  

≦ 平均点 

   
7.50 

7.50 

8.50 

7.50 

10.50 

7.50 

10.50 

 91点  ≦ 平均点 ＜ 93点 7.00 

 89点  ≦ 平均点 ＜ 91点 6.50 

 87点  ≦ 平均点 ＜ 89点 6.00 

 85点  ≦ 平均点 ＜ 87点 5.50 

 83点  ≦ 平均点 ＜ 85点 5.00 

 81点  ≦ 平均点 ＜ 83点 4.50 

 79点  ≦ 平均点 ＜ 81点 4.00 

 77点  ≦ 平均点 ＜ 79点 3.50 

     平均点 ＜ 77点 3.00 

北海道建設部工事等優秀者表彰 過去3年間に表彰あり（各建設管理部で年１回適用） 

※道建設部工事等優秀者表彰、道新技術・新製品開発賞 
0.50 

0.50 0.50 0.50 

なし 0.00 

建設管理部工事優良企業表彰 過去２年間に表彰あり （受賞した建設管理部で年１回適用） 0.25 
 0.50 0.50 

なし 0.00 

ＩＳＯマネジメントシステムの取得 ＩＳＯ９００１を取得 0.50 
0.50 0.50 0.50 

上記以外 0.00 

地域精通度  

（施工実績） 

過去15年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 1.50 

 1.50 1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

配
置
予
定
技
術
者 

主任（監理）技術者の資格 技術士 又は 有資格期間5年以上の一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75 

二級土木施工管理技士 又は二級建設機械施工技士（有資格期間10年以上） 0.50 

二級土木施工管理技士 又は二級建設機械施工技士（有資格期間5年以上） 0.25 

上記以外 0.00 

主任（監理）技術者の継続教育 CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50 
0.50 0.50 0.50 

なし 0.00 

主任（監理）技術者の 

建設管理部優秀現場代理人表彰 

過去1～3年間に表彰あり （各建設管理部内の兼任工事を重複評価しない） 0.50 
0.50 0.50 0.50 

なし 0.00 

担
い
手
の
育
成
・
確
保 

技術者の追加配置 一級・二級土木施工管理技士 又は 一級・二級土木建設機械施工技士の追加配置あり 0.50 
0.50 

3.00 

0.50 

2.50 

0.50 

2.50 

なし 0.00 

地
域
で
の
選
択
項
目 

技術職員の育成・確保 

評価点の 

大きいもの 

①若年技術職員の 

育成・確保 

・技術職員の35歳未満の割合が15%以上、 
又は、新規技術者(35歳未満)が1%以上 

2.50 

 

指定した 

項目の 

合計点 

2.00 

 

指定した 

項目の 

合計点 

2.00 

 

指定した 

項目の 

合計点 

②技術職員総数の 

確保 

・技術職員の総数が同数以上 

・技術職員の総数の減少が1～2人、又は、減少率が4%以下 

・技術職員の総数の減少が3人、又は、減少率が6%以下 

上記該当なし 

新規の雇用 新規の雇用あり（各建設管理部で年１回適用） 

なし 

労働環境改善 雇用環境への取組 雇用環境への取組あり（①建設雇用優良事業所表彰 ②通年雇用 ③奨学金返還支援

の取組） 

なし 

仕事と家庭の両立支援の取組 仕事と家庭の両立支援の取組あり 

なし 

高年齢者継続雇用 高年齢者継続雇用の取組あり 
（
項
目
数
は
３
項
目
以
上
配
点
に 

 
 

 
 

 

応
じ
て
適
宜
設
定
） 

なし 

女性の活躍支援 女性の活躍支援の取組あり 

なし 

地域技能士の活用 計画あり 

なし 

ＩＣＴ活用の取組 前年度に当該建設管理部発注の「ＩＣＴ活用モデル工事」でＩＣＴ施工に取組･完成した実績あり 
  

なし 

地域独自設定項目 （各発注機関が独自に設定できる項目とする）  

地
域
の
守
り
手
確
保 

地域の安全・ 

安心貢献度 

主たる営業所の 

所在地 

工事箇所と同じ地域内での主たる営業所 

 ★適用４区分 １：建管内 ２：振興局内 ３：出張所管内 ４：市町村管内 

1.00 
 

3.00 

1.00 

3.50 

1.00 

3.50 

0.50 
0.00 

災害時の協力等 災害協定あり 0.25 
0.25 0.25 0.25 

なし 0.00 

地
域
で
の
選
択
項
目 

地域の 

安全・ 

安心 

貢献度 

緊急時の応急措置の実

績 

過去5年間に実績あり  

2.25 

 

指定した 

項目の 

合計点 

2.25 

 

指定した 

項目の 

合計点 

なし 

公共施設の維持管理の

実績 

過去5年間に実績あり ※施工計画審査タイプⅠは適用除外   
なし 

地域経済 

への波及 

地域企業の活用 

 

※地域の実情に応じて、適用

1、適用2を選択 

適用１ 

 地域内企業の活用比率 

20%以上 

2.75 

 

指定した 

項目の 

合計点 

10%以上20%未満 

10%未満 

適用２ 

 地域内企業の活用計画 

あり 

なし 
（
項
目
数
は
２
項
目
以
上
、 

配
点
に
応
じ
て
適
宜
設
定
） 

地域資材の活用 計画あり 

なし 

地域社会 

貢献 

多様な雇用への貢献 いずれかに該当有り（①障がい者の就労支援、②協力雇用主制度、③新分野進出優良建設企業表彰） 

なし 

環境対策の認定制度等 登録又は認証あり 

なし 

その他 地域独自設定項目 （各発注機関が独自に設定できる項目とする） 

  【例】 

円滑な事業執行への貢

献 

【例】 

前年度の当該建設管理部での 

対象工事の施工実績 

【例】 1.0ポイント以上 

 
0.5ポイント以上1.0ポイント未満 

0.5ポイント未満 

実績なし 

地域建設業経営環境評価     評価比率 ＜ 0.25  2.00 

 2.00 2.00 2.00 2.00 

 0.25 ≦ 評価比率 ＜ 0.50  1.70 

 0.50 ≦ 評価比率 ＜ 0.75  1.40 

 0.75 ≦ 評価比率 ＜ 1.00  1.10 

 1.00 ≦ 評価比率 ＜ 1.25  0.80 

 1.25 ≦ 評価比率 ＜ 1.50  0.50 

 1.50 ≦ 評価比率   0.00 

計（満点） 
 

31.50 

 

30.50 

 

20.50 

減点項目 評価基準 配点 

過去6ヶ月の措置による減点 
重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり －1.00 

総合評価方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり －1.00 
 

※ 必要に応じて、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価点の満点の配点を増減できる。 
※ 担い手の育成・確保、地域の守り手確保の地域独自設定項目は、各建設管理部で指定項目及び配点を設定できる。 
※ 専門工事タイプの標準評価項目については、工事内容に応じて施工計画審査タイプ又は施工実績審査タイプの標準評価項目を準用し、各建設管理部において定めることができる。 
※ 「仕事と家庭の両立支援の取組」及び「女性の活躍支援の取組」については、総合評価落札方式の適用区分が、北海道建設工事等競争入札参加資格審査において格付評価しない種類（鋼橋上部、塗装工事、道路標

識設置工事、造園工事、機械器具設置工事）を対象とする場合は、「北海道働き方改革推進企業認定制度」の該当する取組（「北海道あったかファミリー応援企業」、「北海道なでしこ応援企業」の認定を含む）による

評価を定めることができる。 
※ 共同企業体の取り扱いは、各構成員の評価点の平均点を原則とするが、地域の実情、工事の性格・規模等に応じて、従前の評価方法を選択できる。 
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Ⅲ－３－３ 共同企業体・企業合併等 
  

(1) 共同企業体の構成員としての実績の取扱い 

ア 各技術評価項目に対する評価方法等は、次表のとおりとする。 
技術評価項目 評価方法等 

企業の 

施工 

能力等 

工事施行成績 各構成員の平均点の単純平均とする。（※1） 

北海道建設部工事等優秀者表彰 

各構成員のうち、最も高いものを評価点とする。（※2） 建設管理部工事優良企業表彰 

企業の技術力による表彰等 

ＩＳＯマネジメントシステム 
各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を評価点とする。（※3） 

地域精通度（施工実績） 

配置 

予定 

技術者 

主任(監理)技術者の資格 

各構成員の配置予定技術者がすべて特定できる場合は、各構成員のうち、最も高いものを評

価点とする。 (「(4)配置予定技術者の評価」 参照) 

主任(監理)技術者の継続教育 

主任(監理)技術者の建設管理部 

優秀現場代理人表彰 

担い手 

の育成 

・確保 

技術者の追加配置 構成員のいずれかにおいて、申請した場合に評価する。 

技術職員の育成・確保 

 
各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を評価点とする。（※3） 

新規の雇用 

 
入札参加者は、各構成員のうち、最も高い評価点となり得るものを申請する。 

雇用環境への取組 

各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を評価点とする。（※3） 
仕事と家庭の両立支援の取組 

高年齢者継続雇用 

女性の活躍支援 

地域技能士の活用 共同企業体としての計画を評価する。 

ＩＣＴ活用の取組 

 
各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を評価点とする。（※3） 

地域独自設定項目 

 
地域の実情・評価項目に応じて各発注機関で評価方法等を設定する。 

地域の 

守り手 

確保 

主たる営業所の所在地 

各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を評価点とする。（※3） 
災害時の協力等 

緊急時の応急措置の実績 

公共土木施設の維持管理実績 

地域企業の活用 
共同企業体としての計画を評価する。 

地域資材の活用 

多様な雇用への貢献 
各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を評価点とする。（※3） 

環境対策の認定制度等 

地域独自設定項目 地域の実情・評価項目に応じて各発注機関で評価方法等を設定する。 

地域建設業経営環境評価 各構成員の受注額を分母及び分子ごとにそれぞれ合算し評価比率を算出する。 

減 点 項

目 

重要な契約不適合の修補請求 
構成員のいずれかに該当事実がある場合に減点する。 

技術評価項目の不履行 

※1  各構成員毎の工事施行成績の平均点の単純平均は、小数第２位切り捨て、１位止めとする 
  （例：Ａ社(施行成績平均点92点) と Ｂ社(施行成績平均点95点) のJVでは、93.5点で評価点を算出） 

 

※2  共同企業体において、構成員の複数に表彰又は新規の雇用実績がある場合は、いずれかの構成員の表彰等をもって当

該共同企業体の「申請」とすることができる。「申請」による落札以後は、申請した構成員は、単体、共同企業体を問わ

ず申請できない。また、「「Ⅳ-4 様式集」様式-4-2 又は様式-6-3 を提出する際は留意すること。 
 

※3  評価点の平均点は、小数第３位切り捨て、２位止めとする。 
  （例：Ａ社(ISO9001取得単体の評価点=0.50) と Ｂ社(ISO未取得単体の評価点=0.00) のJVでは、評価点=0.25点） 

※3  なお、各項目の評価方法は、各構成員の評価点の平均点を原則とするが、地域の実情、工事の性格・規模等に応じて、

各構成員のうち、最も高い評価点となり得る評価方法を選択できる。 
 

イ 企業の施工能力等に係る補足 

(ア)  構成員ごとに「企業の施工能力等調書」を作成する。(「Ⅳ-4 様式集」様式-4) 

(イ)  提出された構成員ごとの工事施行成績の平均点をさらに単純平均する。この場合の平均点

も、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

(ウ)  乙型共同企業体（分担施工方式）の場合の工事施行成績は、分担する工事と同じ入札参加資

格による工事のものを対象とする。 
 

ウ 配置予定技術者に係る補足 

(ア)  構成員ごとに「配置予定技術者調書（総合評価用）」を作成する。 

(「Ⅳ-4 様式集」様式-5) 

(イ)  舗装工事に係る資格を乙型共同企業体（分担施工方式）で追加した場合の取扱いは、「Ⅲ-3-

2-3 配置予定技術者」(1)エ(イ)を参照のこと。 

 
 

Ⅲ－３－３ 共同企業体・企業合併等 
  

(1) 共同企業体の構成員としての実績の取扱い 

ア 各技術評価項目に対する評価方法等は、次表のとおりとする。 
技術評価項目 評価方法等 従前の評価方法等 

企業の 

施工 

能力 

工事施行成績 各構成員の平均点の単純平均とする。（※1） 

北海道建設部工事等優秀者表彰 
各構成員のうち、最も高いものを評価点とする。 

建設管理部工事優良企業表彰 

ＩＳＯマネジメントシステム 各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を

評価点とする。（※2） 

各構成員のうち、最も高いものを評価点とす

る。（※3） 地域精通度（施工実績） 

配置 

予定 

技術者 

主任(監理)技術者の資格 

各構成員の配置予定技術者がすべて特定できる場合は、各構成員のうち、最も高いものを評

価点とする。 (「(4)配置予定技術者の評価」 参照) 

主任(監理)技術者の継続教育 

主任(監理)技術者の建設管理部 

優秀現場代理人表彰 

担い手 

の育成 

・確保 

技術者の追加配置 構成員のいずれかにおいて、申請した場合に評価する。 

技術職員の育成・確保 
各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を

評価点とする。（※2） 

入札参加者は、各構成員のうち、最も高い評価

点となり得るものを申請する。（※3） 

新規の雇用 
入札参加者は、各構成員のうち、最も高い評価

点となり得るものを申請する。 

雇用環境への取組 

各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を

評価点とする。（※2） 

仕事と家庭の両立支援の取組 

高年齢者継続雇用 

女性の活躍支援 

地域技能士の活用 共同企業体としての計画を評価する。 

ＩＣＴ活用の取組 
各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を

評価点とする。（※2） 

地域独自設定項目 
地域の実情・評価項目に応じて各発注機関で

評価方法等を設定する。 

地域の 

守り手 

確保 

主たる営業所の所在地 

各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を

評価点とする。（※2） 

入札参加者は、各構成員のうち、最も高い評価

点となり得るものを申請する。（※3） 

災害時の協力等 

緊急時の応急措置の実績 

公共施設の維持管理実績 

地域企業の活用 
共同企業体としての計画を評価する。 

地域資材の活用 

多様な雇用への貢献 各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を

評価点とする。（※2） 環境対策の認定制度等 

地域独自設定項目 
地域の実情・評価項目に応じて各発注機関で

評価方法等を設定する。 

地域建設業経営環境評価 各構成員の受注額を分母及び分子ごとにそれぞれ合算し評価比率を算出する。 

減 点 項

目 

重要な契約不適合の修補請求 
構成員のいずれかに該当事実がある場合に減点する。 

技術評価項目の不履行 

※1  各構成員毎の工事施行成績の平均点の単純平均は、小数第２位切り捨て、１位止めとする 
  （例：Ａ社(施行成績平均点92点) と Ｂ社(施行成績平均点95点) のJVでは、93.5点で評価点を算出） 

 

 

※2  評価点の平均点は、小数第３位切り捨て、２位止めとする。 
  （例：Ａ社(ISO9001取得単体の評価点=0.50) と Ｂ社(ISO未取得単体の評価点=0.00) のJVでは、評価点=0.25点） 

 

 

※3  各項目の評価方法は、各構成員の評価点の平均点を原則とするが、地域の実情、工事の性格・規模等に応じて、従前

の評価方法を選択できる。 

 
 

イ 企業の施工能力に係る補足 

(ア)  構成員ごとに「企業の施工能力等調書」を作成する。(「Ⅳ-4 様式集」様式-4) 

(イ)  提出された構成員ごとの工事施行成績の平均点をさらに単純平均する。この場合の平均点

も、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

(ウ)  乙型共同企業体（分担施工方式）の場合の工事施行成績は、分担する工事と同じ入札参加資

格による工事のものを対象とする。 
 

ウ 配置予定技術者に係る補足 

(ア)  構成員ごとに「配置予定技術者調書（総合評価用）」を作成する。 

(「Ⅳ-4 様式集」様式-5) 

(イ)  舗装工事に係る資格を乙型共同企業体（分担施工方式）で追加した場合の取扱いは、「Ⅲ-3-

2-3 配置予定技術者」(1)エ(イ)を参照のこと。 

 

 

従前の評価方法の取り扱い

は、※3 にまとめて記載し、

表を整理 

また、企業体の取り扱いの変

更による留意事項を※2 とし

て記載 

文言整理 

重複する表現を改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 
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エ 地域建設業経営環境評価に係る補足 

 過去の受注がない場合（「Ⅲ-3-2-6 地域建設業経営環境評価」(1)イ(イ)ｅ）の取扱いは、構

成員のいずれかに受注実績がある場合は、配点を0.00点とする。 

 

(2) 共同企業体の構成員としての実績の取扱い 

ア 工事施行成績 

(ア)  共同企業体で施工した場合における工事施行成績は、各構成員が単独で施工した実績とみ

なして評価する。ただし、評価対象は出資比率が20％以上の場合のものに限る。 

(イ)  乙型共同企業体（分担施工方式）で施工した場合は、分担した工事の入札参加資格による工

事施行成績の実績として評価する。 
 

イ 施工実績 

 共同企業体で施工した場合における施工実績は、各構成員が単独で施工した実績とみなして

評価する。ただし、評価対象は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。 
 

ウ 地域建設業経営環境評価 

 共同企業体で施工した工事又は施工中の工事における受注額は、各構成員の出資比率（請負

比）により算出した金額とする。 

 算出に当たり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 

エ 減点項目 

 共同企業体で施工した工事における重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求、又は総合

評価落札方式における技術評価項目の不履行の事例は、各構成員が単独で施工した工事における

事例とみなして減点対象とする。 
 

(3) 合併等の取扱い 

ア 合併の場合 

 合併の事実発生日が、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請以前の場合は、合併存続会

社と合併消滅会社の双方の実績等を評価対象とする。 
 

イ 事業譲渡の場合 

(ア)  事業の全部譲渡の場合 

 事業譲渡の事実発生日以後、譲渡会社の実績等は、譲受会社の実績等として評価対象とす

る。 
(イ)  事業の一部譲渡の場合 

 事業譲渡の事実発生日をもって、譲渡会社の実績等を譲受会社の実績等とすることがで

きる。ただし、この場合、事実発生日以後の総合評価落札方式による他の入札において、譲

渡会社の実績等はすべて消滅したものとみなして、評価対象外とする。 
 

ウ 会社分割の場合 

 事業譲渡の場合に準ずる。 
 

エ ア、イにおいて、合併存続会社又は譲受会社が、次のいずれかに該当する場合は、合併消滅会社

又は譲渡会社の実績等は、合併存続会社又は譲受会社に継承しない。 
(ア)  会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ

く手続き開始の申立てがなされた会社である場合。 

(イ)  破産法（平成16年法律第75号）による破産申立てがなされた会社である場合。 

(ウ)  精算手続き中の会社（事業活動を目的とせず、精算の目的の範囲内で存続する会社）である

場合。 

(エ)  休眠会社（建設業法第29条第3号の規定による許可の取消の要件に該当する事業活動を１

年以上休止している会社）である場合。 

 
 
 
 
 
 

エ 地域建設業経営環境評価に係る補足 

 過去の受注がない場合（「Ⅲ-3-2-6 地域建設業経営環境評価」(1)イ(イ)ｄ）の取扱いは、構

成員のいずれかに受注実績がある場合は、配点を0.00点とする。 

 

(2) 共同企業体の構成員としての実績の取扱い 

ア 工事施行成績 

(ア)  共同企業体で施工した場合における工事施行成績は、各構成員が単独で施工した実績とみ

なして評価する。ただし、評価対象は出資比率が20％以上の場合のものに限る。 

(イ)  乙型共同企業体（分担施工方式）で施工した場合は、分担した工事の入札参加資格による工

事施行成績の実績として評価する。 
 

イ 施工実績 

 共同企業体で施工した場合における施工実績は、各構成員が単独で施工した実績とみなして

評価する。ただし、評価対象は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。 
 

ウ 地域建設業経営環境評価 

 共同企業体で施工した工事又は施工中の工事における受注額は、各構成員の出資比率（請負比）

により算出した金額とする。 

 算出に当たり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 

エ 減点項目 

 共同企業体で施工した工事における重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求、又は総合

評価落札方式における技術評価項目の不履行の事例は、各構成員が単独で施工した工事における

事例とみなして減点対象とする。 
 

(3) 合併等の取扱い 

ア 合併の場合 

 合併の事実発生日が、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請以前の場合は、合併存続会

社と合併消滅会社の双方の実績等を評価対象とする。 
 

イ 事業譲渡の場合 

(ア)  事業の全部譲渡の場合 

 事業譲渡の事実発生日以後、譲渡会社の実績等は、譲受会社の実績等として評価対象とす

る。 
(イ)  事業の一部譲渡の場合 

 事業譲渡の事実発生日をもって、譲渡会社の実績等を譲受会社の実績等とすることができ

る。ただし、この場合、事実発生日以後の総合評価落札方式による他の入札において、譲渡

会社の実績等はすべて消滅したものとみなして、評価対象外とする。 
 

ウ 会社分割の場合 

 事業譲渡の場合に準ずる。 
 

エ ア、イにおいて、合併存続会社又は譲受会社が、次のいずれかに該当する場合は、合併消滅会社

又は譲渡会社の実績等は、合併存続会社又は譲受会社に継承しない。 
(ア)  会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ

く手続き開始の申立てがなされた会社である場合。 

(イ)  破産法（平成16年法律第75号）による破産申立てがなされた会社である場合。 

(ウ)  精算手続き中の会社（事業活動を目的とせず、精算の目的の範囲内で存続する会社）である

場合。 

(エ)  休眠会社（建設業法第29条第3号の規定による許可の取消の要件に該当する事業活動を１

年以上休止している会社）である場合。 

 
 
 
 
 
 

 

過年度の改正漏れ 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 配置予定技術者の評価 
 

【評価基準】 
・ 配置予定技術者を特定できない場合は、各候補者の内、評価の合計が最も低い者で評価する。 

・ 共同企業体において構成員の配置予定技術者が特定できる場合は、各項目で、最も評価の高い構成員の者で、評

価をする。 

・ 共同企業体において構成員の配置予定技術者が特定できない場合は、構成員の評価は、その構成員の各候補者

の内、評価の合計が最も低い者で評価し、共同企業体の評価はその構成員の評価の中で最も合計点が高い構成員

の者で評価する。 
 

【ペナルティ基準】 
・ 交代した配置予定技術者の評価の合計が入札時の評価の合計より下がらなければ減点の対象としない。 

・ 共同企業体で配置予定技術者が交代した場合は、各項目で、最も評価の高い構成員の者で評価した合計が入札

時の評価の合計より下がらなければ減点の対象としない。 
 

《単体の場合》 

(1) 配置予定技術者を特定できない場合 

 各候補者の内評価の合計が最も低い者で評価する。 

 
配置予定技術者 

Ａ社  
評価 

       

 ア イ ウ         

 主任技術者の資格 1.00 1.00 0.25  0.25        

 主任技術者の継続教育 0.50 0.00 0.50  0.50        

 優秀現場代理人表彰 0.50 0.50 0.00  0.00        

 計 2.00 1.50 0.75  0.75        
 

《共同企業体の場合》 

(2) 構成員の配置予定技術者が特定できない場合 

 構成員の評価はその構成員の各候補者の内、評価の合計が最も低い者で評価し、その共同企業体の評価は、

その構成員の評価の中で最も合計点が高い構成員の者で評価する。 

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 評価 

 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ  

 主任技術者の資格 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.00  1.00 0.50 

 主任技術者の継続教育 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00  0.00 0.50 

 優秀現場代理人表彰 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50  0.00 0.00 

 計 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.50 0.50 0.50  1.00 1.00 
 

(3) 配置予定技術者が特定できる構成員と、できない構成員が混在する場合 

 配置予定技術者を特定できない構成員の評価はその構成員の各候補者の内、評価の合計が最も低い者で評

価とする。 

 共同企業体の評価は、その構成員の評価の中で最も合計点が高い者と配置予定技術者を特定できる構成員

における各項目で最も評価の高い構成員の者で評価した合計を比較し、高い者で評価する。 

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 

   

 ア イ ウ エ オ カ キ     

 主任技術者の資格 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.50 0.00  1.00    

 主任技術者の継続教育 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00  0.00    

 優秀現場代理人表彰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50  0.00    

 計 1.00 1.00 0.75 0.50 1.50 0.50 0.50  1.00    
              

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 

      

 ア イ エ オ        

 主任技術者の資格 0.00 1.00 1.00 0.50  1.00       

 主任技術者の継続教育 0.50 0.00 0.50 0.50  0.50       

 優秀現場代理人表彰 0.50 0.00 0.50 0.50  0.50       

 計 1.00 1.00 2.00 1.50  2.00       
 

(4) 構成員の配置予定技術者がすべて特定できる場合 

 各項目で、最も評価の高い構成員の者で共同企業体の評価をする。 

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 

       

 ア イ ウ         

 主任技術者の資格 1.00 0.50 0.00  1.00        

 主任技術者の継続教育 0.00 0.50 0.00  0.50        

 優秀現場代理人表彰 0.00 0.00 0.50  0.50        

 計 1.00 1.00 0.50  2.00        
 

(4) 配置予定技術者の評価 
 

【評価基準】 
・ 配置予定技術者を特定できない場合は、各候補者の内、評価の合計が最も低い者で評価する。 

・ 共同企業体において構成員の配置予定技術者が特定できる場合は、各項目で、最も評価の高い構成員の者で、評

価をする。 

・ 共同企業体において構成員の配置予定技術者が特定できない場合は、構成員の評価は、その構成員の各候補者の

内、評価の合計が最も低い者で評価し、共同企業体の評価はその構成員の評価の中で最も合計点が高い構成員の

者で評価する。 
 

【ペナルティ基準】 
・ 交代した配置予定技術者の評価の合計が入札時の評価の合計より下がらなければ減点の対象としない。 

・ 共同企業体で配置予定技術者が交代した場合は、各項目で、最も評価の高い構成員の者で評価した合計が入札時

の評価の合計より下がらなければ減点の対象としない。 
 

《単体の場合》 

(1) 配置予定技術者を特定できない場合 

 各候補者の内評価の合計が最も低い者で評価する。 

 
配置予定技術者 

Ａ社  
評価 

       

 ア イ ウ         

 主任技術者の資格 1.00 1.00 0.25  0.25        

 主任技術者の継続教育 0.50 0.00 0.50  0.50        

 優秀現場代理人表彰 0.50 0.50 0.00  0.00        

 計 2.00 1.50 0.75  0.75        
 

《共同企業体の場合》 

(2) 構成員の配置予定技術者が特定できない場合 

 構成員の評価はその構成員の各候補者の内、評価の合計が最も低い者で評価し、その共同企業体の評価は、

その構成員の評価の中で最も合計点が高い構成員の者で評価する。 

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 評価 

 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ  

 主任技術者の資格 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.00  1.00 0.50 

 主任技術者の継続教育 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00  0.00 0.50 

 優秀現場代理人表彰 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50  0.00 0.00 

 計 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.50 0.50 0.50  1.00 1.00 
 

(3) 配置予定技術者が特定できる構成員と、できない構成員が混在する場合 

 配置予定技術者を特定できない構成員の評価はその構成員の各候補者の内、評価の合計が最も低い者で評

価とする。 

 共同企業体の評価は、その構成員の評価の中で最も合計点が高い者と配置予定技術者を特定できる構成員

における各項目で最も評価の高い構成員の者で評価した合計を比較し、高い者で評価する。 

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 

   

 ア イ ウ エ オ カ キ     

 主任技術者の資格 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.50 0.00  1.00    

 主任技術者の継続教育 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00  0.00    

 優秀現場代理人表彰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50  0.00    

 計 1.00 1.00 0.75 0.50 1.50 0.50 0.50  1.00    
              

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 

      

 ア イ エ オ        

 主任技術者の資格 0.00 1.00 1.00 0.50  1.00       

 主任技術者の継続教育 0.50 0.00 0.50 0.50  0.50       

 優秀現場代理人表彰 0.50 0.00 0.50 0.50  0.50       

 計 1.00 1.00 2.00 1.50  2.00       
 

(4) 構成員の配置予定技術者がすべて特定できる場合 

 各項目で、最も評価の高い構成員の者で共同企業体の評価をする。 

 
配置予定技術者 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社  
評価 

       

 ア イ ウ         

 主任技術者の資格 1.00 0.50 0.00  1.00        

 主任技術者の継続教育 0.00 0.50 0.00  0.50        

 優秀現場代理人表彰 0.00 0.00 0.50  0.50        

 計 1.00 1.00 0.50  2.00        
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－４ 履行確認・ペナルティ・評価結果の確認 
 

(1) 履行確認 

 工事の監督及び検査に当たっては、評価した技術提案項目の内容を満たしているかどうかについ

て確認するものとする。 

 履行確認は、落札者に係る次の資料を工事監督員に交付し、工事開始後、工事監督員が履行状況

を確認する。 

 工事の施工段階において、技術評価項目の不履行が発生した場合、その度合いに応じて、次に示

す方法により、当該工事の工事施行成績を減点する。 

 

工事監督員に交付する落札者に係る資料 
 

(1) 簡易な施工計画（様式－１～３） 

(2) 表Ｄ（評価対象及び評価数、総評価数の入ったもの） 

(3) 配置予定技術者調書（様式－５） 

(4) 担い手の育成・確保調書（様式－６－１） 

(5) 地域の守り手確保等調書（様式－７－２） 
 

なお、(1)、(3)、(4)、(5)については、履行確認内容（評価対象としたもの）を明確にした上

で工事監督員へ交付する。 
 

例１： 配置予定技術者調書において、技術者が複数の候補者により記載されている場合、評価対象とし

た技術者がわかるようにする。 
例２： 地域の守り手確保等調書(2)の「地域企業の活用＜適用１＞で共同企業体の場合、出資比率がわか

るようにする。 
 

 

(2) ペナルティ（工事施行成績の減点） 

ア 簡易な施工計画の不履行による工事施行成績の減点 施工計画審査タイプ 

(ア)  減点数は、１項目当たり最大で５点とする。 

(イ)  明らかに不履行が認められる場合に減点する。 

(ウ)  減点数の算出は、次のとおりとする。 

 減点数 ＝ 5 × 
加点評価の総評価数－履行確認の総確認数

加点評価の総評価数
 

（※減点数は、小数第１位を四捨五入して整数とする。） 
 
（計算例） 加点評価した総評価数＝4 、履行確認の総確認数＝３ の場合 

       減点数 ＝ 5 × 
4－3

4
 ＝1.25 →  減点数 ＝ 1 

 

 

(エ)  減点数は、評価が下がる項目ごとの総評価数・総確認数により算定する。 

（複数の項目において評価が下がる場合、その項目ごとの総評価数・総確認数により減点数

を算出し合算する。） 

(オ)  不履行の原因が、自然災害によるなど、受注者の責によらない場合は、ペナルティとはしな

い。 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３－４ 履行確認・ペナルティ・評価結果の確認 
 

(1) 履行確認 

 工事の監督及び検査に当たっては、評価した技術提案項目の内容を満たしているかどうかについ

て確認するものとする。 

 履行確認は、落札者に係る次の資料を工事監督員に交付し、工事開始後、工事監督員が履行状況

を確認する。 

 工事の施工段階において、技術評価項目の不履行が発生した場合、その度合いに応じて、次に示

す方法により、当該工事の工事施行成績を減点する。 

 

工事監督員に交付する落札者に係る資料 
 

(1) 簡易な施工計画（様式Ⅰ、Ⅱ－１～３） 

(2) 表Ｄ（評価対象及び評価数、総評価数の入ったもの） 

(3) 配置予定技術者調書（様式－５） 

(4) 担い手の育成・確保調書（様式－６－１） 

(5) 地域の守り手確保等調書（様式－７－２） 
 

なお、(1)、(3)、(4)、(5)については、履行確認内容（評価対象としたもの）を明確にした上

で工事監督員へ交付する。 
 

例１： 配置予定技術者調書において、技術者が複数の候補者により記載されている場合、評価対象とし

た技術者がわかるようにする。 
例２： 地域の守り手確保等調書(2)の「地域企業の活用＜適用１＞で共同企業体の場合、出資比率がわか

るようにする。 
 

 

(2) ペナルティ（工事施行成績の減点） 

ア 簡易な施工計画の不履行による工事施行成績の減点 施工計画審査タイプ 

(ア)  減点数は、１項目当たり最大で５点とする。 

(イ)  明らかに不履行が認められる場合に減点する。 

(ウ)  減点数の算出は、次のとおりとする。 

 減点数 ＝ (-5) × 
加点評価の総評価数－履行確認の総確認数

加点評価の総評価数
 

（※減点数は、小数第１位を四捨五入して整数とする。） 
 
（計算例） 加点評価した総評価数＝4 、履行確認の総確認数＝３ の場合 

       減点数 ＝ (-5) × 
4－3

4
 ＝ 1.25 →  減点数 ＝ 1 

 

 

(エ)  減点数は、評価が下がる項目ごとの総評価数・総確認数により算定する。 

（複数の項目において評価が下がる場合、その項目ごとの総評価数・総確認数により減点数

を算出し合算する。） 

(オ)  不履行の原因が、自然災害によるなど、受注者の責によらない場合は、ペナルティとはしな

い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度の改正漏れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言と数式が整合するよう

改正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 配置予定技術者の交代による工事施行成績の減点 施工計画審査タイプ 施工実績審査タイプ 

(ア)  減点数は、最大で５点とする。 

(イ)  減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰の合計点が、入札時に評価

した合計点より劣り、評価が下がる場合に実施する。 

 なお、技術者の交代の理由を問わず、評価が下がれば減点する。 

 (なお、当該工事の完成後に執行する総合評価落札方式入札での評価点の取扱いは、「Ⅲ-3-

2-7 減点項目」(1)ウ(イ) 参照) 

(ウ)  発注者の都合による工期延期に伴う配置予定技術者の交代については、この適用の対象と

しない。 

(エ)  減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、次表のとおりとする。 

評価が下がる項目の組合せ 工事施行成績の

減点数 資格 継続教育 優秀現場代理人表彰 

● ● ● ５点 

● ● — ４点 

● — ● ４点 

● — — ３点 

— ● ● ２点 

— ● — １点 

— — ● １点 

— — — ０点 

注 表中の「●」は評価が下がる場合、「—」は評価が下がらない場合を示す。 
 

ウ 追加技術者の交代による工事施行成績の減点 施工計画審査タイプ 施工実績審査タイプ 

(ア)  追加技術者を交代させる場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合は減点

５点とする。 
 

エ 地域技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、地域独自設定項目の不履行による工事施

行成績の減点 施工計画審査タイプ 施工実績審査タイプ 

(ア) 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

(イ) 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点

する。 

(ウ) 地域独自設定項目については、履行確認が必要となる評価項目の場合のみに適用する。 

 

(3) 評価結果の確認について 

 入札参加者は発注者に対し、評価結果の理由について落札者等の通知の日の翌日から起算して５

日（休日を除く。）以内に書面により説明を求めることができる。 

 なお、受注者は工事着手時にも評価結果の確認をすることができる。 

 

 

イ 配置予定技術者の交代による工事施行成績の減点 施工計画審査タイプ 施工実績審査タイプ 

(ア)  減点数は、最大で５点とする。 

(イ)  減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰の合計点が、入札時に評価

した合計点より劣り、評価が下がる場合に実施する。 

 なお、技術者の交代の理由を問わず、評価が下がれば減点する。 

 (なお、当該工事の完成後に執行する総合評価落札方式入札での評価点の取扱いは、「Ⅲ-3-

2-7 減点項目」(1)ウ(イ) 参照) 

(ウ)  発注者の都合による工期延期に伴う配置予定技術者の交代については、この適用の対象と

しない。 

(エ)  減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、次表のとおりとする。 

評価が下がる項目の組合せ 工事施行成績の

減点数 資格 継続教育 優秀現場代理人表彰 

● ● ● ５点 

● ● — ４点 

● — ● ４点 

● — — ３点 

— ● ● ２点 

— ● — １点 

— — ● １点 

— — — ０点 

注 表中の「●」は評価が下がる場合、「—」は評価が下がらない場合を示す。 
 

ウ 追加技術者の交代による工事施行成績の減点 施工計画審査タイプ 施工実績審査タイプ 

(ア)  追加技術者を交代させる場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合は減点

５点とする。 
 

エ 地域技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、地域独自設定項目の不履行による工事施

行成績の減点 施工計画審査タイプ 施工実績審査タイプ 

(ア) 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

(イ) 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点

する。 

(ウ) 地域独自設定項目については、履行確認が必要となる評価項目の場合のみに適用する。 

 

(3) 評価結果の確認について 

 入札参加者は発注者に対し、評価結果の理由について落札者等の通知の日の翌日から起算して５

日（休日を除く。）以内に書面により説明を求めることができる。 

 なお、受注者は工事着手時にも評価結果の確認をすることができる。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－４ 事務の改善及び効率化 
 

Ⅲ－４－１ 評価点事後審査方式の試行 
 

 建設管理部が発注する簡易型総合評価落札方式の適用工事において、技術評価時の事務負担の軽減を

図ることを目的に、「入札書」に加え、入札参加者が各評価項目について自己採点を行った「評価点事

後審査方式自己採点申請書」（以下、「自己採点申請書」という。）（様式－９）を、入札執行後に自

己採点の評価内容が明らかとなる技術資料に基づく評価の審査を行ったうえで、落札者を決定する方式

（以下、「評価点事後審査方式」という。）の試行を行う。 
 

(1) 評価点事後審査方式 

ア 対象工事の選定 

 評価点事後審査方式を行う工事は、施工実績審査タイプ（簡易型で「簡易な施工計画」を求め

ない他のタイプを含む。）を適用する工事の中から、各建設管部において選定するものとする。 
 

イ 入札の公告 

 支出負担行為担当者は、入札の公告に当たっては、要領３に掲げる事項のほか、評価点事後審

査方式であることを周知するものとする。「本工事は、競争参加資格確認申請書提出の際に工事

施行成績の評定結果等（以下「技術評価項目」という。）を受け付け、価格以外の要素と価格を

総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の試行工事のうち、「自己採点申請書」に

より、落札候補者を選定し、落札候補者から提出のあった技術資料に基づく評価の審査を入札執

行後に行う評価点事後審査方式の試行工事である。」 
 

ウ 入札の方法等 

(ア)  「自己採点申請書」の提出 

 「自己採点申請書」（様式－９）の提出は、自己採点の評価内容が明らかとなる技術資料、

競争参加資格確認申請と同時に、求めるものとする。 

なお、共同企業体の「自己採点申請書」は、構成員ごとに提出を求めるとともに、代表の構

成員から、共同企業体の「自己採点申請書」の提出を求めるものとする。（技術資料は、構

成員ごとのみとする。） 

 また、開札後の落札候補者の自己採点申請書以外、発注者において自己採点申請書の点数

の正誤の確認は行わない。 

(イ)  落札候補者の選定 

 支出負担行為担当者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、落札者決定

基準において示す総合評価の方法及び落札者の決定方法により得られた数値（以下、「評価

値」という。）を、「入札金額」と「自己採点申請書」により算出し、評価値の最も高い第

一順位の者を落札候補者として選定する。 

(ウ) 技術評価項目の審査等 

 提出のあった技術資料に基づく「自己採点申請書」の審査及び評価は、落札決定基準に基

づき支出負担行為者が決定するものとする。 

 技術資料に基づく審査は、評価値の最も高い第一順位の落札候補者について行うものと

し、技術資料の審査の結果、第一順位の落札候補者の自己採点に誤りがあり、評価値の順位

に変動が生じた場合は、評価値の高い方から第二順位の者を落札候補者として選定し、技術

資料に基づく審査を行うものとする。なお、第二順位の落札候補者の自己採点に誤りがあり

評価値の順位に変動が生じた場合は、評価値の高い方から第三順位の者を落札候補者とし、

以降、順位に変動が生じない時点まで、順に審査及び評価を行うものとする。 

 なお、技術資料の添付漏れがあった場合、該当する評価項目の評価値を『０点』として扱

う。 

 

 

 

 
 

Ⅲ－４ 事務の改善及び効率化 
 

Ⅲ－４－１ 評価点事後審査方式の試行 
 

 建設管理部が発注する簡易型総合評価落札方式の適用工事において、技術評価時の事務負担の軽減を

図ることを目的に、「入札書」に加え、入札参加者が各評価項目について自己採点を行った「評価点事

後審査方式自己採点申請書」（以下、「自己採点申請書」という。）（様式－９）を、入札執行後に自

己採点の評価内容が明らかとなる技術資料に基づく評価の審査を行ったうえで、落札者を決定する方式

（以下、「評価点事後審査方式」という。）の試行を行う。 
 

(1) 評価点事後審査方式 

ア 対象工事の選定 

 評価点事後審査方式を行う工事は、施工実績審査タイプ（簡易型で「簡易な施工計画」を求め

ない他のタイプを含む。）を適用する工事の中から、各建設管部において選定するものとする。 
 

イ 入札の公告 

 支出負担行為担当者は、入札の公告に当たっては、要領３に掲げる事項のほか、評価点事後審

査方式であることを周知するものとする。「本工事は、競争参加資格確認申請書提出の際に工事

施行成績の評定結果等（以下「技術評価項目」という。）を受け付け、価格以外の要素と価格を

総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の試行工事のうち、「自己採点申請書」に

より、落札候補者を選定し、落札候補者から提出のあった技術資料に基づく評価の審査を入札執

行後に行う評価点事後審査方式の試行工事である。」 
 

ウ 入札の方法等 

(ア)  「自己採点申請書」の提出 

 「自己採点申請書」（様式－９）の提出は、自己採点の評価内容が明らかとなる技術資料、

競争参加資格確認申請と同時に、求めるものとする。 

なお、共同企業体の「自己採点申請書」は、構成員ごとに提出を求めるとともに、代表の構

成員から、共同企業体の「自己採点申請書」の提出を求めるものとする。（技術資料は、構

成員ごとのみとする。） 

 また、開札後の落札候補者の自己採点申請書以外、発注者において自己採点申請書の点数

の正誤の確認は行わない。 

(イ)  落札候補者の選定 

 支出負担行為担当者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、落札者決定

基準において示す総合評価の方法及び落札者の決定方法により得られた数値（以下、「評価

値」という。）を、「入札金額」と「自己採点申請書」により算出し、評価値の最も高い第

一順位の者を落札候補者として選定する。 

(ウ) 技術評価項目の審査等 

 提出のあった技術資料に基づく「自己採点申請書」の審査及び評価は、落札決定基準に基

づき支出負担行為者が決定するものとする。 

 技術資料に基づく審査は、評価値の最も高い第一順位の落札候補者について行うものと

し、技術資料の審査の結果、第一順位の落札候補者の自己採点に誤りがあり、評価値の順位

に変動が生じた場合は、評価値の高い方から第二順位の者を落札候補者として選定し、技術

資料に基づく審査を行うものとする。なお、第二順位の落札候補者の自己採点に誤りがあり

評価値の順位に変動が生じた場合は、評価値の高い方から第三順位の者を落札候補者とし、

以降、順位に変動が生じない時点まで、順に審査及び評価を行うものとする。 

 なお、技術資料の添付漏れがあった場合、該当する評価項目の評価値を『０点』として扱

う。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 落札者の決定等 

 支出負担行為担当者は、最も評価値の高い者を落札者とする。 

 この場合において、最も評価値の高い者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定

するものとする。 
 

オ 自己採点申請書の評価基準 

(ア)  支出負担行為担当者は、入札参加者が「自己採点申請書」により行った各項目の自己採点を

超える評価は行わない。 

(イ)  支出負担行為担当者は、落札候補者の自己採点に誤りがあった場合は、自己採点を超えない

範囲で評価値を修正するものとし、ペナルティ等の措置は講じないものとする。 

(ウ)  各建設管理部において年１回申請（落札するまで）できる「工事等優秀者表彰」、「建設管理

部工事優良企業表彰」、及び「新規の雇用」の申請は、工事を落札するまで申請することがで

きることとする。（「工事等優秀者表彰」は、入札参加資格区分ごと、年１回申請（落札するま

で）できる。） 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事

の次以降の申請済みの工事の当該項目の評価は、支出負担行為担当者が０点に修正し評価値

を計算する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式以外を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 
 

カ 技術評価項目の評価結果の通知 

 支出負担行為担当者は、自己採点申請書の審査及び評価の対象となった落札候補者のうち、自

己採点に誤りがあり支出負担行為担当者が修正した場合に限り、対象となる者に通知すること

とし、それ以外の場合は通知しない。 
 

キ 技術評価項目の評価結果の説明 

 技術評価項目の評価結果の苦情については、「簡易型総合評価落札方式の試行の取扱いについ

て」(平成18年5月18日付け建情第207号農政部長、水産林務部長、建設部長通達)、「簡易型総

合評価落札方式の試行の運用について」(平成18年5月25日建情第252号建設部長通達)による

こととするが、苦情の申立てができる者は、技術評価項目の評価結果の通知を受けた者とする。 
 

ク 公表 

 公表は、「簡易型総合評価落札方式の試行の取扱いについて」(平成18年5月18日付け建情第

207号農政部長、水産林務部長、建設部長通達)、「簡易型総合評価落札方式の試行の運用につい

て」(平成18年5月25日建情第252号建設部長通達)によることとする。 
 

(2) 評価点事後審査方式自己採点方式の試行概要 

 

 

 

エ 落札者の決定等 

 出負担行為担当者は、最も評価値の高い者を落札者とする。 

 この場合において、最も評価値の高い者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定

するものとする。 
 

オ 自己採点申請書の評価基準 

(ア)  支出負担行為担当者は、入札参加者が「自己採点申請書」により行った各項目の自己採点を

超える評価は行わない。 

(イ)  支出負担行為担当者は、落札候補者の自己採点に誤りがあった場合は、自己採点を超えない

範囲で評価値を修正するものとし、ペナルティ等の措置は講じないものとする。 

(ウ)  各建設管理部において年１回申請（落札するまで）できる「工事等優秀者表彰」・「新規の雇

用」の申請は、工事を落札するまで申請することができることとする。 

  ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事

の次以降の申請済みの工事の当該項目の評価は、支出負担行為担当者が０点に修正し評価値

を計算する。 

  なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整

理番号順）で判断することとし、評価点事後審査方式以外を含むものとする。 

  また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提

出を求める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しな

い工事（以下、「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札

整理番号順に判断し、その後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 
 

カ 技術評価項目の評価結果の通知 

 支出負担行為担当者は、自己採点申請書の審査及び評価の対象となった落札候補者のうち、自

己採点に誤りがあり支出負担行為担当者が修正した場合に限り、対象となる者に通知すること

とし、それ以外の場合は通知しない。 
 

キ 技術評価項目の評価結果の説明 

 技術評価項目の評価結果の苦情については、「簡易型総合評価落札方式の試行の取扱いについ

て」(平成18年5月18日付け建情第207号農政部長、水産林務部長、建設部長通達)、「簡易型総

合評価落札方式の試行の運用について」(平成18年5月25日建情第252号建設部長通達)による

こととするが、苦情の申立てができる者は、技術評価項目の評価結果の通知を受けた者とする。 
 

ク 公表 

 公表は、「簡易型総合評価落札方式の試行の取扱いについて」(平成18年5月18日付け建情第

207号農政部長、水産林務部長、建設部長通達)、「簡易型総合評価落札方式の試行の運用につい

て」(平成18年5月25日建情第252号建設部長通達)によることとする。 
 

(2) 評価点事後審査方式自己採点方式の試行概要 
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B社 公告 
A社 

開札 

提出 

評価値算定 

技術資料審査 

技術資料 

入札書 

評価値確定 

落札者決定 

発注者 入札参加者 

※ 評価値の最も高い落札候補者 

入札 

＋ 

自己採点申請書 

B社 公告 
A社 

開札 

提出 

評価値算定 

技術資料審査 

技術資料 

入札書 

評価値確定 

落札者決定 

発注者 入札参加者 

※ 評価値の最も高い落札候補者 

入札 

＋ 

自己採点申請書 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－４－２ 一括審査方式、段階的選抜方式 
 

 総合評価落札方式の実施に当たっては、入札参加者の負担軽減を図るため、技術力審査・評価の効率

化等について、国や他県等での取組事例を参考にしながら、今後も検討を進める必要がある。 

 以下の 2 つの手法については、現段階では、本格運用の必要性は低いものの、各発注機関において、

必要に応じて検討できるものとし、基本的な考え方を以下に示す。 
 

(1) 一括審査方式 

ア 総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化するため、２つ以上の工事におい

て、提出を求める技術資料の内容を同一のものとして、一括して審査する方式。 

  一括審査方式を適用する際の留意点は以下のとおり。 
(ア)  支出負担行為者が同一の工事であること。 

(イ)  工事の目的・内容が同種の工事であり、技術力審査・評価の項目が同じ工事であること。 

(ウ)  工事種別及び等級区分、業種区分が同じ工事であること。 

(エ)  施工地域が近接する工事 

(オ)  入札公告、競争参加申請書等の提出、入札、開札及び落札決定のそれぞれについて同一日に

行うこととしている工事であること。 

(カ)  工事の品質確保又は品質向上を図るために求める簡易な施工計画又は技術提案のテーマが

同一となる工事であること。 

(キ)  「工事施行成績評定基準」（平成14年3月27日付け技管第1228号）別添様式「考査項目別

運用表（「検査員用」に係る「品質、出来ばえ対応表）」における工事の種類が同じ工事である

こと。 
 

イ 留意事項 

  一括審査方式の適用に当たっては、次の事項に留意するものとする。 
(ア)  入札公告及び入札説明書の交付は、工事ごとに別々に行うこと。 

(イ)  落札決定を行う工事の順番を、入札公告及び入札説明書において明らかにすること。 
 

(2) 段階的選抜方式 

 競争に参加しようとする者に対し、技術提案、簡単な施工計画を求める方式において、一定の技

術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方式。当該方

式は、プロセスに関する方式であり、総合評価落札方式と併せて採用することができる。 

 また、当該方式は、競争参加者が多く見込まれる場合において、受発注者双方の技術提案等に係

る事務負担の軽減を図るため、品確法(H26改正)第16条において新たに位置づけられた方式であ

る。 
 

ア 当該方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう留意すること。 

イ 第一段階の選抜の基準の設定方法によっては、技術提案・簡易な施工計画を求める者が固定化し

てしまう可能性がある点に留意すること。 

ウ 当該方式は、指名競争入札にあたることから、第一段階の選抜数の検討に当たっては、道の指名

基準等も踏まえる必要があること。 

 

 

Ⅲ－４－２ 一括審査方式、段階的選抜方式 
 

 総合評価落札方式の実施に当たっては、入札参加者の負担軽減を図るため、技術力審査・評価の効率

化等について、国や他県等での取組事例を参考にしながら、今後も検討を進める必要がある。 

 以下の 2 つの手法については、現段階では、本格運用の必要性は低いものの、各発注機関において、

必要に応じて検討できるものとし、基本的な考え方を以下に示す。 
 

(1) 一括審査方式 

ア 総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化するため、２つ以上の工事におい

て、提出を求める技術資料の内容を同一のものとして、一括して審査する方式。 

  一括審査方式を適用する際の留意点は以下のとおり。 
(ア)  支出負担行為者が同一の工事であること。 

(イ)  工事の目的・内容が同種の工事であり、技術力審査・評価の項目が同じ工事であること。 

(ウ)  工事種別及び等級区分、業種区分が同じ工事であること。 

(エ)  施工地域が近接する工事 

(オ)  入札公告、競争参加申請書等の提出、入札、開札及び落札決定のそれぞれについて同一日に

行うこととしている工事であること。 

(カ)  工事の品質確保又は品質向上を図るために求める簡易な施工計画又は技術提案のテーマが

同一となる工事であること。 

(キ)  「工事施行成績評定基準」（平成14年3月27日付け技管第1228号）別添様式「考査項目別

運用表（「検査員用」に係る「品質、出来ばえ対応表）」における工事の種類が同じ工事である

こと。 
 

イ 留意事項 

  一括審査方式の適用に当たっては、次の事項に留意するものとする。 
(ア)  入札公告及び入札説明書の交付は、工事ごとに別々に行うこと。 

(イ)  落札決定を行う工事の順番を、入札公告及び入札説明書において明らかにすること。 
 

(2) 段階的選抜方式 

 競争に参加しようとする者に対し、技術提案、簡単な施工計画を求める方式において、一定の技

術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方式。当該方

式は、プロセスに関する方式であり、総合評価落札方式と併せて採用することができる。 

 また、当該方式は、競争参加者が多く見込まれる場合において、受発注者双方の技術提案等に係

る事務負担の軽減を図るため、品確法(H26改正)第16条において新たに位置づけられた方式であ

る。 
 

ア 当該方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう留意すること。 

イ 第一段階の選抜の基準の設定方法によっては、技術提案・簡易な施工計画を求める者が固定化し

てしまう可能性がある点に留意すること。 

ウ 当該方式は、指名競争入札にあたることから、第一段階の選抜数の検討に当たっては、道の指名

基準等も踏まえる必要があること。 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 資料編 
Ⅳ－１ 簡易型総合評価落札方式実施フロー 
   

１ 施工計画審査タイプにおける実施フロー 
     

 【タイプ選定】    

 「適用区分」及び「工事技術的難易度選定基準」により選定  
「Ⅱ-3 総合評価落札方式の適用区分」「Ⅲ-

3-1 適用区分」よりⅠ・Ⅱ型を選定 
 

 ▼    

 【簡易な施工計画の項目を選定】    

 
Ⅱ型について、配慮すべき事項等を判断し、①②③の中から2項目を

選択する。 
 

各タイプの求める項目及び組み合わせは、「Ⅲ

-3-2-1 簡易な施工計画」による。 
 

 

① 工程管理に係る技術的所見 

② 品質管理に係る技術的所見 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 

   

 ▼    

 【評価項目の配点を設定】    

 
簡易な施工計画：＊＊点 

工事施行成績 ：＊＊点 

優秀業者表彰 ：＊＊点  等  

 合計    ：＊＊点等 

⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定 

 
学識経験者からの意見聴取 

（総合評価検討会の開催） 
 

    

  
落札者決定基準の決定 

（総合評価審査委員会の開催） 
 

 ▼    

 告示・公募    

 ▼    

 【技術提案審査】    

 簡易な施工計画等の評価・審査  
「Ⅲ-3-2-1 簡易な施工計画」の表Ｄにより、

求めた項目について評価 
 

 ▼    

 入札    

 ▼    

 【施行体制評価】    

 施行体制評価    

 ▼    

 【落札者の決定】    

 
簡易型総合評価による評価値の確定 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
 必要に応じて、学識経験者からの意見聴取  

 ▼    

 工事着手    

 ▼    

 簡易施工計画の履行確認  工事施行成績評定への反映  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 資料編 
Ⅳ－１ 簡易型総合評価落札方式実施フロー 
   

１ 施工計画審査タイプにおける実施フロー 
     

 【タイプ選定】    

 「適用区分」及び「工事技術的難易度選定基準」により選定  
「Ⅱ-3 総合評価落札方式の適用区分」「Ⅲ-

3-1 適用区分」よりⅠ・Ⅱ型を選定 
 

 ▼    

 【簡易な施工計画の項目を選定】    

 
Ⅱ型について、配慮すべき事項等を判断し、①②③の中から2項目を

選択する。 
 

各タイプの求める項目及び組み合わせは、「Ⅲ

-3-2-1 簡易な施工計画」による。 
 

 

① 工程管理に係る技術的所見 

② 品質管理に係る技術的所見 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 

   

 ▼    

 【評価項目の配点を設定】    

 
簡易な施工計画：＊＊点 

工事施行成績 ：＊＊点 

優秀業者表彰 ：＊＊点  等  

 合計    ：＊＊点等 

⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定 

 
学識経験者からの意見聴取 

（総合評価検討会の開催） 
 

    

  
落札者決定基準の決定 

（総合評価審査委員会の開催） 
 

 ▼    

 告示・公募    

 ▼    

 【技術提案審査】    

 簡易な施工計画等の評価・審査  
「Ⅲ-3-2-1 簡易な施工計画」の表Ｄにより、

求めた項目について評価 
 

 ▼    

 入札    

 ▼    

 【施行体制評価】    

 施行体制評価    

 ▼    

 【落札者の決定】    

 
簡易型総合評価による評価値の確定 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
 必要に応じて、学識経験者からの意見聴取  

 ▼    

 工事着手    

 ▼    

 簡易施工計画の履行確認  工事施行成績評定への反映  
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施工実績審査タイプにおける実施フロー 
     

 【タイプ選定】    

 「適用区分」及び「工事技術的難易度選定基準」により選定  「Ⅱ-3 総合評価落札方式の適用区分」「Ⅲ-

3-1 適用区分」よりタイプを選定 
 

 ▼    

 【評価項目の配点を設定】    

 工事施行成績：＊＊点 

優秀業者表彰：＊＊点  等  

 合計   ：＊＊点等 

⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定 

 学識経験者からの意見聴取 

（総合評価検討会の開催） 
 

    

  
落札者決定基準の決定 

（総合評価審査委員会の開催） 
 

 ▼    

 告示・公募    
 ▼    

 【技術評価項目審査】    

 企業の施工能力等の評価・審査    
 ▼    

 入札    
 ▼    

 【施行体制評価】    

 施行体制評価    
 ▼    

 【落札者の決定】    

 
簡易型総合評価による評価値の確定 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
 必要に応じて、学識経験者からの意見聴取  

 ▼    

 工事着手    
 ▼    

 履行確認  工事施行成績評定への反映  
     

 

３ 施工実績審査タイプ（評価点事後審査方式）における実施フロー 
     

 【タイプ選定】    

 「適用区分」及び「工事技術的難易度選定基準」により選定  「Ⅱ-3 総合評価落札方式の適用区分」「Ⅲ-

3-1 適用区分」よりタイプを選定 
 

 ▼    

 【評価項目の配点を設定】    

 工事施行成績：＊＊点 

優秀業者表彰：＊＊点  等  

 合計   ：＊＊点等 

⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定 

 学識経験者からの意見聴取 

（総合評価検討会の開催） 
 

    

  
落札者決定基準の決定 

（総合評価審査委員会の開催） 
 

 ▼    

 告示・公募    
 ▼    

 自己採点申請書、技術資料の提出    
 ▼    

 入札    
 ▼    

 【施行体制評価（仮）】    

 施行体制評価（仮）    
 ▼    

 【評価値の算出】    

 
自己採点による評価値の算出 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
   

 ▼    

 【技術評価項目審査】    

 
企業の施工能力等の評価・審査 

（自己採点申請書内容・技術資料確認） 
   

 ▼    

 【施行体制評価】    

 施行体制評価    
 ▼    

 【落札者の決定】    

 
簡易型総合評価による評価値の確定 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
 必要に応じて、学識経験者からの意見聴取  

 ▼    

 工事着手    
 ▼    

 履行確認  工事施行成績評定への反映  
     

 

 

２ 施工実績審査タイプにおける実施フロー 
     

 【タイプ選定】    

 「適用区分」及び「工事技術的難易度選定基準」により選定  「Ⅱ-3 総合評価落札方式の適用区分」「Ⅲ-

3-1 適用区分」よりⅠ・Ⅱ型を選定 
 

 ▼    

 【評価項目の配点を設定】    

 工事施行成績：＊＊点 

優秀業者表彰：＊＊点  等  

 合計   ：＊＊点等 

⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定 

 学識経験者からの意見聴取 

（総合評価検討会の開催） 
 

    

  
落札者決定基準の決定 

（総合評価審査委員会の開催） 
 

 ▼    

 告示・公募    
 ▼    

 【技術評価項目審査】    

 企業の施工能力等の評価・審査    
 ▼    

 入札    
 ▼    

 【施行体制評価】    

 施行体制評価    
 ▼    

 【落札者の決定】    

 
簡易型総合評価による評価値の確定 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
 必要に応じて、学識経験者からの意見聴取  

 ▼    

 工事着手    
 ▼    

 履行確認  工事施行成績評定への反映  
     

 

３ 施工実績審査タイプ（評価点事後審査方式）における実施フロー 
     

 【タイプ選定】    

 「適用区分」及び「工事技術的難易度選定基準」により選定  「Ⅱ-3 総合評価落札方式の適用区分」「Ⅲ-

3-1 適用区分」よりⅠ・Ⅱ型を選定 
 

 ▼    

 【評価項目の配点を設定】    

 工事施行成績：＊＊点 

優秀業者表彰：＊＊点  等  

 合計   ：＊＊点等 

⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定 

 学識経験者からの意見聴取 

（総合評価検討会の開催） 
 

    

  
落札者決定基準の決定 

（総合評価審査委員会の開催） 
 

 ▼    

 告示・公募    
 ▼    

 自己採点申請書、技術資料の提出    
 ▼    

 入札    
 ▼    

 【施行体制評価（仮）】    

 施行体制評価（仮）    
 ▼    

 【評価値の算出】    

 
自己採点による評価値の算出 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
   

 ▼    

 【技術評価項目審査】    

 
企業の施工能力等の評価・審査 

（自己採点申請書内容・技術資料確認） 
   

 ▼    

 【施行体制評価】    

 施行体制評価    
 ▼    

 【落札者の決定】    

 
簡易型総合評価による評価値の確定 

評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点 
 必要に応じて、学識経験者からの意見聴取  

 ▼    

 工事着手    
 ▼    

 履行確認  工事施行成績評定への反映  
     

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－２ 特記仕様書(簡易型総合評価落札方式) 
 

 特記仕様書への追加記載事項について、次のとおり例示する。 
 

(1) 施工計画審査タイプ 
技術評価項目について 
 

１ 責任の所在 

 発注者が技術評価項目を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する受注者の責任は

軽減されるものではない。 
 

２ 技術評価項目に係る履行確認 

 簡易な施工計画、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、

工事施行中又は工事完了時において履行状況について確認を行う。 
 

(1)「地域の技能士等の活用」の履行確認について 

 当該工事施工中に、監督員が段階確認などの立会時に合わせて、申請している技能士の本人確認及び作業状

況を確認することを原則とし、その確認状況を受注者が写真撮影し、施工計画書に添付するものとする。 

 ただし、立会時に申請している技能士が作業していないなど監督員による作業状況等の確認が困難な場合

は、受注者が技能士の本人確認及び作業状況を写真撮影し、施工計画書に添付することにより、確認すること

ができる。 
 

３ 技術評価項目に係るペナルティ 

 加点評価された技術評価項目について、受注者が自らの責により遵守することができない場合は、工事施行

成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。 

 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及

び受注者が別途協議して決定する。 
 

(1) 簡易な施工計画 

ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点

する。 

イ 減点数は、１項目当たり最大５点とする。 
 

(2) 配置予定技術者 

ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰の合計点が、入札時に評価した合格点よ

り劣り、評価が下がる場合に実施する。 

  なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ

ば減点する。 

イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大５点とする。 
 

(3) 追加技術者 

 追加技術者を交代させる場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合は、減点５点とする。 
 

(4) 地域技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、地域独自設定項目の不履行による減点 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

 
※ 地域での選択項目、及び地域独自設定項目で、履行確認が不要となる評価項目については削除す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ－２ 特記仕様書(簡易型総合評価落札方式) 
 

 特記仕様書への追加記載事項について、次のとおり例示する。 
 

(1) 施工計画審査タイプ 
技術評価項目について 
 

１ 責任の所在 

 発注者が技術評価項目を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する受注者の責任は

軽減されるものではない。 
 

２ 技術評価項目に係る履行確認 

 簡易な施工計画、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、

工事施行中又は工事完了時において履行状況について確認を行う。 
 

(1)「地域の技能士等の活用」の履行確認について 

・ 当該工事施工中に、監督員が段階確認などの立会時に合わせて、申請している技能士の本人確認及び作業状

況を確認することを原則とし、その確認状況を受注者が写真撮影し、施工計画書に添付するものとする。 

 ただし、立会時に申請している技能士が作業していないなど監督員による作業状況等の確認が困難な場合

は、受注者が技能士の本人確認及び作業状況を写真撮影し、施工計画書に添付することにより、確認すること

ができる。 
 

３ 技術評価項目に係るペナルティ 

 加点評価された技術評価項目について、受注者が自らの責により遵守することができない場合は、工事施行

成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。 

 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及

び受注者が別途協議して決定する。 
 

(1) 簡易な施工計画 

ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点

する。 

イ 減点数は、１項目当たり最大５点とする。 
 

(2) 配置予定技術者 

ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰の合計点が、入札時に評価した合格点よ

り劣り、評価が下がる場合に実施する。 

  なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ

ば減点する。 

イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大５点とする。 
 

(3) 追加技術者 

 追加技術者を交代させる場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合は、減点５点とする。 
 

(4) 地域技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、地域独自設定項目の不履行による減点 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

 
※ 地域での選択項目、及び地域独自設定項目で、履行確認が不要となる評価項目については削除す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施工実績審査タイプ 
技術評価項目について 
 

１ 責任の所在 

 発注者が技術評価項目を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する受注者の責任は

軽減されるものではない。 
 

２ 技術評価項目に係る履行確認 

 配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、工事施行中又は

工事完了時において履行状況について確認を行う。 
 

(1)「地域の技能士等の活用」の履行確認について 

 当該工事施工中に、監督員が段階確認などの立会時に合わせて、申請している技能士の本人確認及び作業状

況を確認することを原則とし、その確認状況を受注者が写真撮影し、施工計画書に添付するものとする。 

 ただし、立会時に申請している技能士が作業していないなど監督員による作業状況等の確認が困難な場合

は、受注者が技能士の本人確認及び作業状況を写真撮影し、施工計画書に添付することにより、確認すること

ができる。 
 

３ 技術評価項目に係るペナルティ 

 加点評価された技術評価項目について、受注者が自らの責により遵守することができない場合は、工事施行

成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。 

 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及

び受注者が別途協議して決定する。 
 

(1) 配置予定技術者 

ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰の合計点が、入札時に評価した合格点よ

り劣り、評価が下がる場合に実施する。 

  なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ

ば減点する。 

イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大５点とする。 
 

(2) 追加技術者 

 追加技術者を交代させる場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合は、減点５点とする。 
 

(3) 地域技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、地域独自設定項目の不履行による減点 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

 
※ 地域での選択項目、及び地域独自設定項目で、履行確認が不要となる評価項目については削除す

る。 

 

 

(2) 施工実績審査タイプ 
技術評価項目について 
 

１ 責任の所在 

 発注者が技術評価項目を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する受注者の責任は

軽減されるものではない。 
 

２ 技術評価項目に係る履行確認 

 配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、工事施行中又は

工事完了時において履行状況について確認を行う。 
 

(1)「地域の技能士等の活用」の履行確認について 

・ 当該工事施工中に、監督員が段階確認などの立会時に合わせて、申請している技能士の本人確認及び作業状

況を確認することを原則とし、その確認状況を受注者が写真撮影し、施工計画書に添付するものとする。 

 ただし、立会時に申請している技能士が作業していないなど監督員による作業状況等の確認が困難な場合

は、受注者が技能士の本人確認及び作業状況を写真撮影し、施工計画書に添付することにより、確認すること

ができる。 
 

３ 技術評価項目に係るペナルティ 

 加点評価された技術評価項目について、受注者が自らの責により遵守することができない場合は、工事施行

成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。 

 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及

び受注者が別途協議して決定する。 
 

(1) 配置予定技術者 

ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優秀現場代理人表彰の合計点が、入札時に評価した合格点よ

り劣り、評価が下がる場合に実施する。 

  なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ

ば減点する。 

イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大５点とする。 
 

(2) 追加技術者 

 追加技術者を交代させる場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合は、減点５点とする。 
 

(3) 地域技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、地域独自設定項目の不履行による減点 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

 
※ 地域での選択項目、及び地域独自設定項目で、履行確認が不要となる評価項目については削除す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－３ 参考資料 
 

別表ア 

工事の種類 資格の種類 

土木工事 
土木施工管理技士 

建設機械施工技士 

建築工事 建築施工管理技士 

電気工事 電気工事施工管理技士 

管工事 管工事施工管理技士 

造園工事 造園施工管理技士 
 

別表イ 

工事の種類 資格の種類 

舗装工事 舗装施工管理技術者 

地すべり防止工事 地すべり防止工事士 

漁港工事 水産工学技士（水産土木部門） 

ＰＣ工事 プレストレストコンクリート技士（ＰＣ技士） 

植生工事 植生施工管理技士 

海上工事 海上工事施工管理技術者 

空港工事 空港工事施工管理技術者 

法面保護工 のり面施工管理技術者 

グラウンドアンカー工事 グラウンドアンカー施工士 

鋼橋上部工事 等 溶接管理技術者 

（その他の工事） （適宜、設定することができる） 

 

 

※下記に上記の資格の評価方法例を示す。この場合、技術評価点の満点の変更も可とする。 
 

追加資格の活用例（PC技士：工事にプレストレストコンクリートの施工が含まれる場合には追加可能） 

技術評価項目 
評価基準 

専門工事タイプ 

（ＰＣ工事型） 

 評価点 配点 小計 

配
置
予
定
技
術
者 

主任(監理)技術者の

資格 

技術士 又は 有資格期間5年以上の一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技

士 
1.00 

1.00 

 

 

合計点 

2.00 

↓ 

2.25 

 
(0.25を追加) 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75 

二級土木施工管理技士又は二級建設機械施工技士(有資格期間10年以上) 0.50 

二級土木施工管理技士又は二級建設機械施工技士(有資格期間5年以上) 0.25 

上記以外 0.00 

工事に適用される

追加資格 

プレストレストコンクリート技士（PC技士） 0.25 
0.25 

なし 0.00 

主任(監理)技術者の

継続教育 

CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50 
0.50 

なし 0.00 

主任(監理)技術者の

建設管理部優秀現

場代理人表彰 

過去3年間に表彰あり(兼任が認められる場合でも､重複評価しない) 0.50 

0.50 なし 
0.00 

 

 

 

Ⅳ－３ 参考資料 
 

別表ア 

工事の種類 資格の種類 

土木工事 
土木施工管理技士 

建設機械施工技士 

建築工事 建築施工管理技士 

電気工事 電気工事施工管理技士 

管工事 管工事施工管理技士 

造園工事 造園施工管理技士 
 

別表イ 

工事の種類 資格の種類 

舗装工事 舗装施工管理技術者 

地すべり防止工事 地すべり防止工事士 

漁港工事 水産工学技士（水産土木部門） 

ＰＣ工事 プレストレストコンクリート技士（ＰＣ技士） 

植生工事 植生施工管理技士 

海上工事 海上工事施工管理技術者 

空港工事 空港工事施工管理技術者 

法面保護工 のり面施工管理技術者 

グラウンドアンカー工事 グラウンドアンカー施工士 

鋼橋上部工事 等 溶接管理技術者 

（その他の工事） （適宜、設定することができる） 

 

 

※下記に上記の資格の評価方法例を示す。この場合、技術評価点の満点の変更も可とする。 
 

追加資格の活用例（PC技士：工事にプレストレストコンクリートの施工が含まれる場合には追加可能） 

技術評価項目 
評価基準 

専門工事タイプ 

（ＰＣ工事型） 

 評価点 配点 小計 

配
置
予
定
技
術
者 

主任(監理)技術者の

資格 

技術士 又は 有資格期間5年以上の一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技

士 
1.00 

1.00 

 

 

合計点 

2.00 

↓ 

2.25 

 
(0.25を追加) 

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75 

二級土木施工管理技士又は二級建設機械施工技士(有資格期間10年以上) 0.50 

二級土木施工管理技士又は二級建設機械施工技士(有資格期間5年以上) 0.25 

上記以外 0.00 

工事に適用される

追加資格 

プレストレストコンクリート技士（PC技士） 0.25 
0.25 

なし 0.00 

主任(監理)技術者の

継続教育 

CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50 
0.50 

なし 0.00 

主任(監理)技術者の

建設管理部優秀現

場代理人表彰 

過去1～3年間に表彰あり(兼任が認められる場合でも､重複評価しない) 0.50 

0.50 なし 
0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度改正漏れ 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－４ 様式集 
 

簡易型総合評価落札方式の様式は、次のとおりとする。 

 

別記様式 技術評価項目申請書 

様式－１ 簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 

様式－２ 簡易な施工計画【品質管理に係る技術的所見】 

様式－３ 簡易な施工計画【施工上の対処すべき技術的所見】 

様式－４ 企業の施工能力等調書（１）（２） 

様式－５ 配置予定技術者調書（総合評価用） 

様式－６ 担い手の育成・確保調書（１）（２）（３）（４）（５） 

様式－７ 地域の守り手確保等調書（１）（２） 

様式－８ 地域建設業経営環境評価調書 

様式－９ 評価点事後審査方式 自己採点申請書 

 
事前登録済みの入札参加者については、次の様式は提出不要。※ 

 「様式－４－１ 企業の施工能力等調書（１）」※１ 

 「様式－６－４ 担い手の育成・確保調書（４）」 

 「様式－６－５ 担い手の育成・確保調書（５）」 

 「様式－７－１ 地域の守り手確保等調書（１）」 

※１：ただし、表彰等を申請する場合は必要 
（表彰等：北海道建設部工事等優秀者表彰、建設管理部工事優良企業表彰） 

※ ただし、事前登録内容に変更が生じた場合は留意すること。 
（当該年度内に有効期限を迎える認証等を、事前登録後に更新した場合など） 

 

 

Ⅳ－４ 様式集 
 

簡易型総合評価落札方式の様式は、次のとおりとする。 

 

別記様式 技術評価項目申請書 

様式－１ 簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 

様式－２ 簡易な施工計画【品質管理に係る技術的所見】 

様式－３ 簡易な施工計画【施工上の対処すべき技術的所見】 

様式－４ 企業の施工能力等調書 

様式－５ 配置予定技術者調書（総合評価用） 

様式－６ 担い手の育成・確保調書（１）（２）（３）（４）（５） 

様式－７ 地域の守り手確保等調書（１）（２） 

様式－８ 地域建設業経営環境評価調書 

様式－９ 評価点事後審査方式 自己採点申請書 

 
事前登録済みの入札参加者については、次の様式は提出不要。 

 「様式－４ 企業の施工能力等調書」※１ 

 「様式－６－４ 担い手の育成・確保調書（４）」 

 「様式－６－５ 担い手の育成・確保調書（５）」 

 「様式－７－１ 地域の守り手確保等調書（１）」 

※１：ただし、表彰等を申請する場合は必要 
   （表彰等：北海道建設部工事等優秀者表彰、建設管理部工事優良企業表彰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－４を分割した 
「成績・ISO・主たる営業所」と「表

彰等」を分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式を分割したことにより

ただし書き※１を削除 

 

事前登録に関する注意書き

を追加 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式 
 

  年  月  日  

 

 （支出負担行為担当者） 様 

 

競争入札参加希望者 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 
（共同企業体の場合は企業体名を冠にすること） 

 

技術評価項目申請書 
 

 簡易型総合評価落札方式のための技術評価項目申請書を提出します。添付資料の内容については事実に相違ないこ

とを誓約します。 

 また、落札候補者となった際の発注者による確認において、申請した得点に錯誤があった場合は、その得点の上方

修正は認められず、下方修正されることについて承諾いたします。 

 なお、「減点項目」に該当する場合に、発注者で減点項目欄に減ずる得点を記入し修正することについて承諾いた

します。 

 

記 

１ 工事名 

 

２ 技術評価項目 

(1) 工程管理に係る技術的所見  （様式－１） 

(2) 品質管理に係る技術的所見  （様式－２） 

(3) 施工上の対処すべき技術的所見  （様式－３） 

(4) 企業の施工能力等   （様式－４－１～２） 

(5) 配置予定技術者   （様式－５） 

(6) 地域精通度（施工実績）  （コリンズの登録内容確認書の写し） 

(7) 主たる営業所の所在地  （様式－４） 

(8) 各建設管理部との災害協定  （協定書の写し） 

(9) 担い手の育成・確保       （様式－６－１～５） 

(10) 地域の守り手確保等       （様式－７－１～２） 

(11) 地域建設業経営環境評価  （様式－８） 

(12) 評価事後審査方式 自己採点申請書 （様式－９） 

 

３ 問い合わせ先 

担当者： 

部署： 

電話番号： 

 

注 技術評価項目の(1)から(12)については、発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 

様式－１、様式－２、様式－３については、会社(企業体)名を記載したものと、記載しないものを提出する。 

地域建設業経営環境評価（様式－８）【別紙 留意事項】は提出不要とする。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

 

 

 

 

 

別記様式 
 

  年  月  日  

 

 （支出負担行為担当者） 様 

 

競争入札参加希望者 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 
（共同企業体の場合は企業体名を冠にすること） 

 

技術評価項目申請書 
 

 簡易型総合評価落札方式のための技術評価項目申請書を提出します。添付資料の内容については事実に相違ないこ

とを誓約します。 

 また、落札候補者となった際の発注者による確認において、申請した得点に錯誤があった場合は、その得点の上方

修正は認められず、下方修正されることについて承諾いたします。 

 なお、「減点項目」に該当する場合に、発注者で減点項目欄に減ずる得点を記入し修正することについて承諾いた

します。 

 

記 

１ 工事名 

 

２ 技術評価項目 

(1) 工程管理に係る技術的所見  （様式－１） 

(2) 品質管理に係る技術的所見  （様式－２） 

(3) 施工上の対処すべき技術的所見  （様式－３） 

(4) 企業の施工能力   （様式－４） 

(5) 配置予定技術者   （様式－５） 

(6) 地域精通度（施工実績）  （コリンズの登録内容確認書の写し） 

(7) 主たる営業所の所在地  （様式－４） 

(8) 各建設管理部との災害協定  （協定書の写し） 

(9) 担い手の育成・確保       （様式－６） 

(10) 地域の守り手確保等   （様式－７） 

(11) 地域建設業経営環境評価  （様式－８） 

(12) 評価事後審査方式 自己採点申請書 （様式－９） 

 

３ 問い合わせ先 

担当者： 

部署： 

電話番号： 

 

注 技術評価項目の(1)から(12)については、発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 

様式１、様式１－１、様式２、様式３については、会社(企業)名を記載したものと、記載しないものを提出する。 

地域建設業経営環境評価（様式－８）【別紙 留意事項】は提出不要とする。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

様式－４を分割 

 

 

 

 

過年度の改正漏れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度改正漏れ 

文言整理 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－１（施工計画審査タイプⅠ・Ⅱ型） 

簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 
工事名： 

会社(企業体)名： 

 

 

 

事項 所見の具体的内容 評価 

 

（記入例） 

異常気象や緊急時の

対応において、工程

遅延防止のために、

あらかじめ対処して

おくべき技術的な工

夫 

 

○ 

 

（記入例） 

工期等の制約条件が

ある場合において、

所定の工期内に完成

させるために、主た

る工種において作業

の効率化を図る技術

的な工夫 

 

－ 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札

参加者へ提示する。 

 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１  A4用紙1枚以内にまとめるものとし、１つの所見につき400字程度以内で簡潔に記載すること。 

２  ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイント以上とする。 

３  所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。 

  また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外（掲載終了した旧NETISを

含む）の新技術・新工法・特許工法等がある場合、必要に応じて技術的内容や効果が把握できる資料を1所見に

つき1枚まで添付できる。 

なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

  なお、差し替え及び再提出は認めない。 

５  「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象工種に関する技術的所見については評価しない。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－１（施工計画審査タイプⅠ・Ⅱ型） 

簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 
工事名： 

会社(企業体)名： 

 

 

 

事項 所見の具体的内容 評価 

 

（記入例） 

異常気象や緊急時の

対応において、工程

遅延防止のために、

あらかじめ対処して

おくべき技術的な工

夫 

① ・・・・・ 

○ 

 

（記入例） 

工期等の制約条件が

ある場合において、

所定の工期内に完成

させるために、主た

る工種において作業

の効率化を図る技術

的な工夫 

① ・・・・・ 

－ 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札

参加者へ提示する。 

 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１  A4用紙1枚以内にまとめること。 

２  ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイント以上とする。 

３  所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。 

  また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外の新技術・新工法・特許工

法等がある場合、必要に応じて、その技術内容や効果が把握出来るカタログ等の資料を技術的所見毎に1枚に限

り、添付可能とする。なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

  なお、差し替え及び再提出は認めない。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

 

 

文言整理 

ガイドライン本文の改正に

伴い注意書きを改正 
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工程管理に係る技術的所見で NETIS 掲載技術がない場合、２事項×１所見＝２枚まで資料を

添付できる。 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する。 

ア 異常気象等の緊急時の工程遅延防止 

イ 工期等の制約条件下での主たる工種における作業の効率化 

ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る作業の円滑化等 

エ その他 

NETIS 掲載技術の場合、 

NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

入札参加者が 

左記の事項について工程管理をより適正に行うための

技術的な工夫について、具体的に、かつ簡潔に記述する。
 

※ １つの事項につき１つの所見とし、400 字程度以

内で簡潔に記述すること。 

  なお、２つ以上の所見と判断された場合には、該当

する事項を評価しない。 

NETIS 掲載技術が無い場合、工程管理に係る技術的所見、品質管理に係る技術的所見の２項

目での評価では、 

２項目×２事項×１所見＝４枚まで資料を添付できる。 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２項目を選択する。 

ア 異常気象等の緊急時の工程遅延防止 

イ 工期等の制約条件下での主たる工種における作業の効率化 

ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る作業の円滑化等 

エ その他 

NETIS 掲載技術の場合、 

技術 NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

入札参加者が 

左記の項目について工程管理をより適正に行うための

技術的な工夫について、具体的に、かつ簡潔に記述する。
 

※各項目毎に、１つの所見とする。 

 また、２つ以上の所見と判断された場合には、該当す

る事項を評価しない 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－２（施工計画審査タイプⅠ・Ⅱ型） 

簡易な施工計画【品質管理に係る技術的所見】 
工事名： 

会社(企業体)名： 

 

 

 

■評価テーマ ＊＊について 

［ 発注者が重要度の高い工事目的物を明示                 ］ 
 

事項 所見の具体的内容 評価 

 

（記入例） 

重要度の高い工事目

的物の品質の確保・

向上を図るために行

う使用材料や機材等

の技術的な工夫 

 

○ 

 

（記入例） 

重要度の高い工事目

的物の品質の確保・

向上を図るため、当

該工事目的物の施工

中に行う技術的な工

夫 

 

－ 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札

参加者へ提示する。 

 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１  A4用紙1枚以内にまとめるものとし、１つの所見につき400字程度以内で簡潔に記載すること。 

２  ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイント以上とする。 

３  所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。 

  また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外（掲載終了した旧NETISを

含む）の新技術・新工法・特許工法等がある場合、必要に応じて技術的内容や効果が把握できる資料を1所見に

つき1枚まで添付できる。 

なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

  なお、差し替え及び再提出は認めない。 

５  「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象工種に関する技術的所見については評価しない。 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－２（施工計画審査タイプⅠ・Ⅱ型） 

簡易な施工計画【品質管理に係る技術的所見】 
工事名： 

会社(企業体)名： 

 

 

 

■評価テーマ ＊＊について 

［ 発注者が重要度の高い工事目的物を明示                 ］ 
 

事項 所見の具体的内容 評価 

 

（記入例） 

重要度の高い工事目

的物の品質の確保・

向上を図るために行

う使用材料や機材等

の技術的な工夫 

① ・・・・・ 

○ 

 

（記入例） 

重要度の高い工事目

的物の品質の確保・

向上を図るため、当

該工事目的物の施工

中に行う技術的な工

夫 

① ・・・・・ 

－ 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札

参加者へ提示する。 

 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１  A4用紙1枚以内にまとめること。 

２  ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイント以上とする。 

３  所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。 

  また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外の新技術・新工法・特許工

法等がある場合、必要に応じて、その技術内容や効果が把握出来るカタログ等の資料を技術的所見毎に1枚に限

り、添付可能とする。なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

  なお、差し替え及び再提出は認めない。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

 

文言整理 

ガイドライン本文の改正に

伴い注意書きを改正 
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品質管理に係る技術的所見で NETIS 掲載技術がない場合、２事項×１所見＝２枚まで資料を

添付できる。 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する。 

ア 品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機材等の技術的な工夫 

イ 品質の確保・向上を図るため、施工中に行う技術的な工夫 

ウ 品質の確保・向上を図るため、施工後・工事期間内に行う技術的な工夫 

エ その他 

NETIS 掲載技術の場合、 

NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

NETIS 掲載技術が無い場合、工程管理に係る技術的所見、品質管理に係る技術的所見の２項

目での評価では、 

２項目×２事項×１所見＝４枚まで資料を添付できる。 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２項目を選択する。 

ア 品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機材等の技術的な工夫 

イ 品質の確保・向上を図るため、施工中に行う技術的な工夫 

ウ 品質の確保・向上を図るため、施工後・工事期間内に行う技術的な工夫 

エ その他 

NETIS 掲載技術の場合、 

技術 NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

入札参加者が 

左記の項目について品質のより確実な確保又は品質の

向上を図るための品質管理に係る技術的な工夫につい

て、具体的に、かつ簡潔に記述する。 
 

※各項目毎に、１つの所見とする。 

 また、２つ以上の所見と判断された場合には、該当す

る事項を評価しない 

入札参加者が 

左記の事項について品質のより確実な確保又は品質の

向上を図るための品質管理に係る技術的な工夫につい

て、具体的に、かつ簡潔に記述する。 
 

※ １つの事項につき１つの所見とし、400 字程度以

内で簡潔に記述すること。 

  なお、２つ以上の所見と判断された場合には、該当

する事項を評価しない。 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３（施工計画審査タイプⅠ・Ⅱ型） 

簡易な施工計画【施工上の対処すべき技術的所見】 
工事名： 

会社(企業体)名： 

 

 

 

事項 所見の具体的内容 評価 

 

（記入例） 

周辺環境対策をより

効果的に行うための

技術的な工夫 

 

○ 

 

（記入例） 

一般交通の安全確保

のための交通安全対

策に係る技術的な工

夫 

 

－ 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札

参加者へ提示する。 

 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１  A4用紙1枚以内にまとめるものとし、１つの所見につき400字程度以内で簡潔に記載すること。 

２  ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイント以上とする。 

３  所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。 

  また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外（掲載終了した旧NETISを

含む）の新技術・新工法・特許工法等がある場合、必要に応じて技術的内容や効果が把握できる資料を1所見に

つき1枚まで添付できる。 

なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

  なお、差し替え及び再提出は認めない。 

５  「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象工種に関する技術的所見については評価しない。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－３（施工計画審査タイプⅠ・Ⅱ型） 

簡易な施工計画【施工上の対処すべき技術的所見】 
工事名： 

会社(企業体)名： 

 

 

 

事項 所見の具体的内容 評価 

 

（記入例） 

周辺環境対策をより

効果的に行うための

技術的な工夫 

① ・・・・・ 

○ 

 

（記入例） 

一般交通の安全確保

のための交通安全対

策に係る技術的な工

夫 

① ・・・・・ 

－ 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札

参加者へ提示する。 

 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１  A4用紙1枚以内にまとめること。 

２  ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイント以上とする。 

３  所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。 

  また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外の新技術・新工法・特許工

法等がある場合、必要に応じて、その技術内容や効果が把握出来るカタログ等の資料を技術的所見毎に1枚に限

り、添付可能とする。なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

  なお、差し替え及び再提出は認めない。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

 

文言整理 

ガイドライン本文の改正に

伴い注意書きを改正 
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施工上の対処すべき技術的所見で NETIS 掲載技術がない場合、２事項×１所見＝２枚まで資

料を添付できる。 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する。 

ア 自然環境への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

イ 社会環境（周辺施設等）への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

ウ より安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に係る技術的な工夫に関する事項 

エ 一般交通の安全確保等のために行う、より効果的な交通安全対策に係る技術的な工夫に関する

事項 

オ その他①（発注者が個別の工事毎に、具体的に設定） 

カ その他②（入札参加者による独自設定） 

NETIS 掲載技術が無い場合、品質管理に係る技術的所見、施工上の対処すべき所見の３項目

での評価では、 

２項目×２事項×１所見＝４枚まで資料を添付できる。 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２項目を選択する。 

ア 周辺環境対策をより効果的に行うための技術的な工夫 

イ 安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に係る技術的な工夫 

ウ 一般交通の安全確保のための交通安全対策に係る技術的な工夫 

エ その他 

NETIS 掲載技術の場合、 

技術 NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

入札参加者が 

左記の項目について仕様書等の規定されている対応方

針に加えて、より安全で、より効果的となるような技術

的な工夫について、具体的に、かつ簡潔に記述する。 
 

※各項目毎に、１つの所見とする。 

 また、２つ以上の所見と判断された場合には、該当す

る事項を評価しない 

NETIS 掲載技術の場合、 

NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

入札参加者が 

左記の事項について仕様書等の規定されている対応方

針に加えて、より安全で、より効果的となるような技術

的な工夫について、具体的に、かつ簡潔に記述する。 

 

※ 各事項につき１つの所見とし、400 字程度以内で

簡潔に記述すること。 

  なお、２つ以上の所見と判断された場合には、該当

する事項を評価しない。 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－４－１  （※事前登録済みの会社は表彰を申請する場合を除き提出不要 

           ただし、表彰を除く事前登録内容に変更が生じた場合は、再度登録が必要） 

企業の施工能力等調書（１）（施行成績・ISO・主たる営業所） 
工事名： 

会社(構成員)名： 

◎工事施行成績の評価対象は、全道における各建設管理部で、   年1月1日から   年12月31日までに完成し、その後引渡が

完了した工事とする。 

 （共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20％以上の場合のものに限る。） 

◎工事施行成績は、当該工事と同じ入札参加資格の工種による工事のものを対象とする。 

工事名 
完成 

年月日 

コリンズ 

番号 
受注者名 

工事施行 

成績評点 

     

     

     

     

     

合計件数       件 
合計点数  

平均点  

※平均点は、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

※共同企業体の構成員としての実績の場合、受注者名欄は共同企業体の名称を記入する。 

 

 

 

ＩＳＯマネジメントシステムの取得（登録）の有無   （ あり ・ なし ） 

※取得（登録）している場合は、下欄に登録年月日、登録番号及び有効期限を記入し、登録証書の写しを併せて提出する。 

登録年月日     年   月   日 登録番号  

有効期限     年   月   日  

※当該年度内有効期限を迎える場合は留意すること。 

 

 

 

 

主たる営業所の

所在地 

営業所名  

住所  

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 乙型共同企業体（分担施工方式）の場合の工事施行成績は、分担する工事と同じ入札参加資格による工事のものを対象とする。 

 ３ 工事施行成績の記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白

に「全○葉の内○号」と記入すること。 

  

 

 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－４  （※事前登録済みの会社は表彰を申請する場合を除き提出不要） 

 

企業の施工能力等調書 
工事名： 

会社(構成員)名： 

◎工事施行成績の評価対象は、全道における各建設管理部で、   年1月1日から   年12月31日までに完成し、その後引渡が

完了した工事とする。 

 （共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20％以上の場合のものに限る。） 

◎工事施行成績は、当該工事と同じ入札参加資格の工種による工事のものを対象とする。 

工事名 
完成 

年月日 

コリンズ 

番号 
受注者名 

工事施行 

成績評点 

     

     

     

合計件数       件 
合計点数  

平均点  

※平均点は、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

※共同企業体の構成員としての実績の場合、受注者名欄は共同企業体の名称を記入する。 

 

・北海道建設部工事等優秀者表彰（知事感謝状）の有無  （ あり ・ なし ） 

・北海道新技術・新製品開発賞の受賞（表彰状）の有無  （ あり ・ なし ） 

  ※表彰がある場合は、下欄に表彰年月日及び表彰の種類・部門を記入する。 

  ※共同企業体の場合は、表彰がある会社名を記入。 

 

※申請の有無を記入。       （ あり ・ なし ） 

表彰年月日     年   月 種類・部門 
○○表彰（賞） ○○部門 

（部門は北海道建設部工事等優秀者表彰の場合） 

※会社名   

※「申請」とは、年1回、各建設管理部において申請ができる0.5点をいう。 

 

・建設管理部工事優良企業表彰の有無    （ あり ・ なし ） 

  ※表彰がある場合は、下欄に表彰年月日及び表彰の種類・部門を記入する。 

  ※共同企業体の場合は、表彰がある会社名を記入。 

※申請の有無を記入。       （ あり ・ なし ） 

表彰年月日     年   月 

※会社名   

※「申請」とは、年1回、受賞した建設管理部において申請ができる0.25点をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＳＯマネジメントシステムの取得（登録）の有無   （ あり ・ なし ） 

※取得（登録）している場合は、下欄に登録年月日、登録番号及び有効期限を記入し、登録証書の写しを併せて提出する。 

登録年月日     年   月   日 登録番号  

有効期限     年   月   日  

 

主たる営業所の

所在地 

営業所名  

住所  

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 乙型共同企業体（分担施工方式）の場合の工事施行成績は、分担する工事と同じ入札参加資格による工事のものを対象とする。 

 ３ 工事施行成績の記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白

に「全○葉の内○号」と記入すること。 

 ４ 事前登録済みの会社が北海道建設部工事等優秀者表彰等、表彰の申請をする場合は、該当欄のみに記入し提出する。 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

様式を分割 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

欄を追加 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度の改正漏れ 
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 変更後 変更前 備考 

 

様式－４－２  （※表彰等を申請する場合に提出すること） 

企業の施工能力等調書（２）（表彰関係） 
工事名： 

会社(構成員)名： 

・北海道建設部工事等優秀者表彰（知事感謝状）又は、 

北海道新技術・新製品開発賞の受賞（表彰状）の申請の有無 （ 申請する ・ 申請しない ） 

  ※申請しない場合は、当該表彰に係る以下の欄は記載不要 

※表彰を申請する場合は、下欄に表彰年月日及び表彰の種類・部門を記入する。 

  ※共同企業体の場合は、表彰がある会社名を記入するとともに申請を適用する企業体名を記載すること。 

※申請の有無を記入。       （ あり ・ なし ） 

表彰年月日     年   月 種類・部門 
○○表彰（賞） ○○部門 

（部門は北海道建設部工事等優秀者表彰の場合） 

※会社名  ※企業体名  

※「申請」とは、年1回、各建設管理部において申請ができる0.5点をいう。 

 

 

 

 

・建設管理部工事優良企業表彰の申請の有無   （ 申請する ・ 申請しない ） 

  ※申請しない場合は、当該表彰に係る以下の欄は記載不要 

※表彰を申請する場合は、下欄に表彰年月日及び表彰の種類・部門を記入する。 

  ※共同企業体の場合は、表彰がある会社名を記入するとともに申請を適用する企業体名を記載すること。 

※申請の有無を記入。       （ あり ・ なし ） 

表彰年月日     年   月 

※会社名  ※企業体名  

※「申請」とは、年1回、受賞した建設管理部において申請ができる0.5点をいう。 

 

 

 

 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 事前登録済みの会社が北海道建設部工事等優秀者表彰等、表彰の申請をする場合は、該当欄のみに記入し提出する。 

 

 

 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式を分割 

 

 

 

表彰の有無は問わず、申請の

有無を確認する様式に改正 

 

企業体に申請を適用する場

合は、企業体名を記載する様

式に改正 

 

 

 

 

表彰の有無は問わず、申請の

有無を確認する様式に改正 

 

企業体に申請を適用する場

合は、企業体名を記載する様

式に改正 

 

 

企業の技術力による表彰等

を追加 

 

 

 

評価項目の追加に伴う様式

の追加 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－５ 

配置予定技術者調書（総合評価用） 
工事名： 

会社(構成員)名： 

氏名 ○○ ○○ 

生年月日 年 月 日生 

資格 

種類 技術士（○○部門） 

取得年月日 年  月  日 

登録番号  

種類 ○級○○施工管理技士 

取得年月日 年  月  日 

登録番号  

種類  

取得年月日 年  月  日 

登録番号  

継続教育の 
取得単位 

団
体
名 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会   年間 ユニット 

(公社)土木学会     単位 

(公社)日本技術士会   年間 ＣＰＤ時間 

各建設管理部 
優秀現場代理人

表彰 

表彰の有無 申請の有無 あり・なし 申請する・申請しない 
※申請しない場合、以下の欄は記載不要 

 他工事と兼任予定 あり・参加申請中・なし 

 兼
任
予
定
工
事 

入札日  
 

 工事名 
 
 

 
 

表彰年月日 年  月  日 

表彰機関名 ○○建設管理部 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者の中から、評価の合計が最も低い者を記入すること。 

  （申請した配置予定技術者と実際の配置技術者が異なることは問題ないが、申請した配置予定技術者の評価より実際の配置技術

者の評価が下がる場合、減点の対象となるので注意すること。） 

 ３ 記載内容を証明する資料として、資格を証する書面、ＣＰＤ受講証明書及び表彰状等の写しを併せて提出すること。 

 ４ 優秀現場代理人表彰は、全道の建設管理部における表彰についても評価対象とする。（なお、他工事と兼任する場合において、

当建設管理部発注の兼任する他工事の総合評価で評価されている場合、また、当工事の入札時点で他工事で評価され落札予定者

となった場合は、当工事では評価しない。） 

 ５ 優秀現場代理人表彰を申請する場合、他工事との兼任、工事名、工期を記入すること。（当建設管理部発注の工事を記入） な

お、他工事と兼任予定欄の「あり」は既発注工事、「参加申請中」は本様式提出時点で他に兼任を予定している入札参加申請中の

工事がある場合。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

様式－５ 

配置予定技術者調書（総合評価用） 
工事名： 

会社(構成員)名： 

氏名 ○○ ○○ 

生年月日 年 月 日生 

資格 

種類 技術士（○○部門） 

取得年月日 年  月  日 

登録番号  

種類 ○級○○施工管理技士 

取得年月日 年  月  日 

登録番号  

種類  

取得年月日 年  月  日 

登録番号  

継続教育の 
取得単位 

団
体
名 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会   年間 ユニット 

(公社)土木学会     単位 

(公社)日本技術士会   年間 ＣＰＤ時間 

各建設管理部 
優秀現場代理人

表彰 

表彰の有無 あり・なし 

表彰年月日 年  月  日 

表彰機関名 ○○建設管理部 

申請の有無 あり・なし 

 他工事と兼任予定 あり・参加申請中・なし 

 
兼
任
予
定
工
事 

入札日  
 

 工事名 
 
 

 
 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者の中から、評価の合計が最も低い者を記入すること。 

  （申請した配置予定技術者と実際の配置技術者が異なることは問題ないが、申請した配置予定技術者の評価より実際の配置技術

者の評価が下がる場合、減点の対象となるので注意すること。） 

 ３ 記載内容を証明する資料として、資格を証する書面、ＣＰＤ受講証明書及び表彰状等の写しを併せて提出すること。 

 ４ 優秀現場代理人表彰は、全道の建設管理部における表彰についても評価対象とする。（なお、他工事と兼任する場合において、

当建設管理部発注の兼任する他工事の総合評価で評価されている場合、また、当工事の入札時点で他工事で評価され落札予定者

となった場合は、当工事では評価しない。） 

 ５ 優秀現場代理人表彰を申請する場合、他工事との兼任、工事名、工期を記入すること。（当建設管理部発注の工事を記入） な

お、他工事と兼任予定欄の「あり」は既発注工事、「参加申請中」は本様式提出時点で他に兼任を予定している入札参加申請中の

工事がある場合。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰を使用しない場合は、表

彰に関する記載を不要とす

るレイアウトに変更 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－６－１ 

担い手の育成・確保調書（１）（技術者の追加配置） 
工事名： 

会社(構成員)名： 

氏名 ○○ ○○  

生年月日 年 月 日生  

資格 

種類 ○級○○施工管理技士  

取得年月日 年  月  日  

登録番号   

種類   

取得年月日 年  月  日  

登録番号   

種類   

取得年月日 年  月  日  

登録番号   

注１ 共同企業体で申請する場合は、申請する構成員が作成し提出すること。 

 ２ 追加技術者を特定できない場合や複数の場合は、複数の候補者の中から１名を記載すること。 

 ３ 記載内容を証明する資料として、資格を証する書面の写しを提出すること。 

 ４ 追加予定技術者を兼任させる（予定を含む）場合は、同一市町村に限って認めることとしているので、 

記載に当たっては留意すること。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－６－１ 

担い手の育成・確保調書（１）（技術者の追加配置） 
工事名： 

会社(構成員)名： 

氏名 ○○ ○○  

生年月日 年 月 日生  

資格 

種類 ○級○○施工管理技士  

取得年月日 年  月  日  

登録番号   

種類   

取得年月日 年  月  日  

登録番号   

種類   

取得年月日 年  月  日  

登録番号   

注１ 共同企業体で申請する場合は、申請する構成員が作成し提出すること。 

 ２ 追加技術者を特定できない場合や複数の場合は、複数の候補者の中から１名を記載すること。 

 ３ 記載内容を証明する資料として、資格を証する書面の写しを提出すること。 

 ４ 追加予定技術者を兼任させる（予定を含む）場合は、同一市町村に限って認めることとしているので、 

記載に当たっては留意すること。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－６－２ 

担い手の育成・確保調書（２） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

①若手職員の育成・確保 
 

・技術者の35歳未満の割合が15%以上  （ 該当 ・ 非該当 ） 
 

・35歳未満の新規技術者の割合が1%以上 （ 該当 ・ 非該当 ） 
 

※当該工事公告日時点で、直近の経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の写しを提出する。 

 上記通知書の記載 
 

・若年技術職員の継続的な育成及び確保「該当」＝技術者の35歳未満の割合が15%以上 

・新規若年技術職員の育成及び確保「該当」＝35歳未満の新規技術者の割合が1%以上 
 

②技術職員総数の確保 
 

・ 技 術 職 員 の 総 数 の 増 減 状 況

  

 

（ 同数以上 ・ 
1～2 人減少 

または 

減少率 4%以下 
・ 

3 人減少 
または 

減少率 6%以下 
・ 左記非該当 ）

 

※ 当該工事公告日時点で、直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の写しを提出する。 
 

・直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）と、①若手職員の育成・確保で提出された直近の経営

規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）で確認する。 
 

(ア) 直近の経営規模等評価結果通知書 

（総合評定値通知書）に記載されている技

術職員の総数 

(イ) 直近の前の 

経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知

書)に記載されている技術職員の総数 

(ウ) 増減数 
 

（増加･同数･減少 を囲み、人数記入） 

人 人 
増加 

同数 

減少 
      人 

 (ウ)で減少の場合には、(エ)減少率を記入 



 (エ) 減少率   (ウ)／(イ)      ％ 

 （パーセントの小数第一位を切り捨て、整数値を記入） 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）（以下、「通知書」という。）に記載されている技術職員の総数は、通知書の「技

術職員数」欄の最下段「合計」欄に記載された「一級、監理補佐、基幹、二級、その他」の人数を集計した総数を記載すること。 

 

 
 

種類 
 
ＩＣＴ活用の取組 
 

当該建設管理部発注の「ＩＣＴ活用モデル工事」を取組・完成した実績 

 入札年月日    

 工事番号    

 工事名    

 完成年月日    
    

 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

様式－６－５(P81)から移動 

 

様式－６－２ 

担い手の育成・確保調書（２） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

①若手職員の育成・確保 
 

・技術者の35歳未満の割合が15%以上  （ 該当 ・ 非該当 ） 
 

・35歳未満の新規技術者の割合が1%以上 （ 該当 ・ 非該当 ） 
 

※当該工事公告日時点で、直近の経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の写しを提出する。 

 上記通知書の記載 
 

・若年技術職員の継続的な育成及び確保「該当」＝技術者の35歳未満の割合が15%以上 

・新規若年技術職員の育成及び確保「該当」＝35歳未満の新規技術者の割合が1%以上 
 

②技術職員総数の確保 
 

・ 技 術 職 員 の 総 数 の 増 減 状 況

  

 

（ 同数以上 ・ 
1～2 人減少 

または 

減少率 4%以下 
・ 

3 人減少 
または 

減少率 6%以下 
・ 左記非該当 ）

 

※ 当該工事公告日時点で、直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の写しを提出する。 
 

・直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）と、①若手職員の育成・確保で提出された直近の経営

規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）で確認する。 
 

(ア) 直近の経営規模等評価結果通知書 

（総合評定値通知書）に記載されている技

術職員の総数 

(イ) 直近の前の 

経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知

書)に記載されている技術職員の総数 

(ウ) 増減数 
 

（増加･同数･減少 を囲み、人数記入） 

人 人 
増加 

同数 

減少 
      人 

 (ウ)で減少の場合には、(エ)減少率を記入 



 (エ) 減少率   (ウ)／(イ)      ％ 

 （パーセントの小数第一位を切り捨て、整数値を記入） 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）（以下、「通知書」という。）に記載されている技術職員の総数は、通知書の「技

術職員数」欄の最下段「合計」欄に記載された「一級、監理補佐、基幹、二級、その他」の人数を集計した総数を記載すること。 

 

 
 

種類 
 
ＩＣＴ活用の取組 
 

当該建設管理部発注の「ＩＣＴ活用モデル工事」を取組・完成した実績 

 入札年月日    

 工事番号    

 工事名    

 完成年月日    
    

 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

様式－６－５(P81)から移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4→R5 改正時の注意書き

のため削除 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－６－３ 

担い手の育成・確保調書（３） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

新規の雇用の申請の有無    （ 申請する ・ 申請しない ） 
 

※申請の有無を記入     （ あり ・ なし ） 
 

※申請とは、年１回、各建設管理部において申請ができることをいう。 

※共同企業体の場合は、申請する会社名と適用する企業体名を記入。 

※申請しない場合は、以下の記載は不要。 
 

 

※過去５年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等や職業能力開発促進法に基づく

公共職業能力開発施設を卒業・修了した者の雇用。また、過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に

従事していた離職者の雇用がある場合は、下欄に雇用者の氏名等を記入するとともに、雇用関係の判断できる資料

を併せて提出する。 
 

氏名  
会社名  

企業体名  

生年月日 年  月  日生 採用時点の年齢      才 

学卒者の雇用の場合 

 

卒業（修了） 

学校名 
 

卒業（修了） 

年月日 
   年  月  日卒業（修了） 

【提出資料】 

①卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書の写し 

②雇用契約書の写しなど、雇用契約の内容がわかる書面 

③健康保険加入者：健康保険厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し＋健康保険厚生年金被保険者標

準報酬決定通知書の写し 

④健康保険未加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し＋源泉徴収簿の写し 

⑤３か月を超える継続雇用をされていることがわかる書面（賃金台帳の写しなど）注２ 
 

離職者の雇用の場合 前会社名  

 

 

 

【提出資料】 

①解雇通知書又は離職証明書の写し 

②雇用契約書の写しなど、雇用契約の内容がわかる書面 

③健康保険加入者：健康保険厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し＋健康保険厚生年金被保険者標

準報酬決定通知書の写し 

④健康保険未加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し＋源泉徴収簿の写し 

⑤３か月を超える継続雇用をされていることがわかる書面（賃金台帳の写しなど）注２ 
 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

２ 3か月を超える継続雇用とは、基準日（令和6年度は、令和6年4月1日時点）において、3か月を超える雇用があることが

必要なため、令和6年1月～3月の雇用継続ならびに基準日においても雇用を継続していることを証する書類が必要となるの

で、添付する書類に留意すること。 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－６－３ 

担い手の育成・確保調書（３） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

新規の雇用      （ あり ・ なし ） 
 

※申請の有無を記入     （ あり ・ なし ） 
 

※申請とは、年１回、各建設管理部において申請ができることをいう。 

※共同企業体の場合は、申請する会社名も記入。 

 
 

 

※過去５年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等や職業能力開発促進法に基づく

公共職業能力開発施設を卒業した者の雇用。また、過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事し

ていた離職者の雇用がある場合は、下欄に雇用者の氏名等を記入するとともに、雇用関係の判断できる資料を併せ

て提出する。 
 

氏名 

 

 

 
 

会社名  

生年月日 年  月  日生 採用時点の年齢      才 

学卒者の雇用の場合 

 
卒業学校名  

卒業年月日    年  月  日卒業 

【提出資料】 

①卒業証書又は卒業証明書の写し 

②雇用契約書の写しなど、雇用契約の内容がわかる書面 

③健康保険加入者：健康保険厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し＋健康保険厚生年金被保険者標

準報酬決定通知書の写し 

④健康保険未加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し＋源泉徴収簿の写し 

⑤３ヶ月を超える継続雇用をされていることがわかる書面（賃金台帳の写しなど） 
 

離職者の雇用の場合 前会社名  

 

 

 

【提出資料】 

①解雇通知書又は離職証明書の写し 

②雇用契約書の写しなど、雇用契約の内容がわかる書面 

③健康保険加入者：健康保険厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し＋健康保険厚生年金被保険者標

準報酬決定通知書の写し 

④健康保険未加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し＋源泉徴収簿の写し 

⑤３ヶ月を超える継続雇用をされていることがわかる書面（賃金台帳の写しなど） 
 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

２ 3ヶ月を超える継続雇用とは、基準日（令和5年度は、令和5年4月1日時点）において、3ヶ月を超える雇用があることが

必要なため、令和5年1月～3月の雇用継続ならびに基準日においても雇用を継続していることを証する書類が必要となるの

で、添付する書類に留意すること。 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

 

 

 

新規の雇用を申請する場合

のみ記載する様式に変更 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

適用する企業体名を記載す

る様式に変更 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

文言整理・時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 



 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－６－４ （※事前登録済みの会社は提出不要 
ただし、事前登録内容に変更が生じた場合は、再度登録が必要） 

担い手の育成・確保調書（４） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

雇用環境への取組の有無      （ あり ・ なし ） 

種類 ・｢建設雇用改善優良事業所表彰｣・｢通年雇用｣・「奨学金に関する支援の取組」 

 

※北海道知事からの表彰がある場合は、下欄に表彰年月日を記入し、表彰を証明する資料（表彰状等の写し）を併せ

て提出する。 
 

※｢通年雇用｣は「令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査」における審査において評価された企業

を評価。 

 

※若年者雇用の取組として、職員の奨学金返還、又は学生等内定者へ奨学金給付の支援に取り組む企業を評価 

①奨学金返還の支援(代理返還等)、又は奨学金支給(給付団体への出資を含む)を行っている、又は行う規定を設け

ていることが確認できる書類等(企業や奨学金給付団体等のホームページへの掲載、求人票、社内規定等)の写し 

 （会社名の確認できない書類等は不可とする。） 

②道内市町村の奨学金返還支援制度の認定(登録)企業となっていることが確認できる書類等(市町村のホームペー

ジへの掲載、市町村が発行する証明書(認定書、登録書)の写し 

③独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のホームページの「企業の奨学金返還支援(代理返還)制度」に登載され

ていることが確認できる書類(HP の当該箇所等)の写し。 
 

表彰年月日   年  月  日 表彰種別  

注 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 

 

種類 仕事と家庭の両立支援の取組 
 

・「北海道働き方改革推進企業認定」の「仕事と子育て･介護等の両立」の取組 

       （ あり ・ なし ） 
 

・｢北海道あったかファミリー応援企業｣の認定   （ あり ・ なし ） 
 

・次世代育成支援対策推進法に規定する｢一般事業主行動計画｣の策定 （ あり ・ なし ） 
 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 「北海道働き方改革推進企業認定」、｢北海道あったかファミリー応援企業｣による評価の場合は、認定証の写しを提出すること。 

 ３ 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」による評価の場合は、策定届(変更届)の写しを提出すること。 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－６－４ （※事前登録済みの会社は提出不要） 
 

担い手の育成・確保調書（４） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

雇用環境への取組の有無      （ あり ・ なし ） 

種類 ・｢建設雇用改善優良事業所表彰｣・｢通年雇用｣・「奨学金返還支援の取組」 

 

※北海道知事からの表彰がある場合は、下欄に表彰年月日を記入し、表彰を証明する資料（表彰状等の写し）を併せ

て提出する。 
 

※｢通年雇用｣は「令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査」における審査において評価された企業

を評価。 

 

※若年者雇用の取組として、職員の奨学金返還の支援に取り組む企業を評価 

①奨学金返還の支援(代理返還)を行っている、又は行う規定を設けていることが確認できる書類等(企業のホームペ

ージへの掲載、求人票、社内規定等)の写し 

 

②道内市町村の奨学金返還支援制度の認定(登録)企業となっていることが確認できる書類等(市町村のホームペー

ジへの掲載、市町村が発行する証明書(認定書、登録書)の写し 

③独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のホームページの「企業の奨学金返還支援(代理返還)制度」に登載され

ていることが確認できる書類(HP の当該箇所等)の写し。 
 

表彰年月日   年  月  日 表彰種別  

注 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 

 

種類 仕事と家庭の両立支援の取組 
 

・「北海道働き方改革推進企業認定」の「仕事と子育て･介護等の両立」の取組 

       （ あり ・ なし ） 
 

・｢北海道あったかファミリー応援企業｣の認定   （ あり ・ なし ） 
 

・次世代育成支援対策推進法に規定する｢一般事業主行動計画｣の策定 （ あり ・ なし ） 
 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 

 ２ 「北海道働き方改革推進企業認定」、｢北海道あったかファミリー応援企業｣による評価の場合は、認定証の写しを提出すること。 

 ３ 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」による評価の場合は、策定届(変更届)の写しを提出すること。 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

事前登録に係る注意書きを

追加 

 

 

 

ガイドラインⅢ-3-2-4 雇用

環境への取組改正による 

 

 

 

 

 

ガイドラインⅢ-3-2-4 雇用

環境への取組改正による 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－６－５ （※事前登録済みの会社は提出不要） 

担い手の育成・確保調書（５） 
工事名： 
会社(構成員)名： 
種類 高年齢者継続雇用の取組 

 

次のいずれかによる 

・令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における 

「高年齢者継続雇用対策」の評価    （ あり ・ なし ） 

 
・高年齢者を継続雇用している実績    （ あり ・ なし ） 

  高年齢者を継続雇用している実績  

  雇用年月日    年  月  日  

  被雇用者氏名 北海 太郎  

  被雇用者年齢 満   歳（令和５年 4 月 1 日時点）  

  被雇用者生年月日 昭和  年  月  日  

  勤務先名称 ○○建設株式会社  

  勤務先の所在地（都道府県・市町村名） 北海道○○市  

  

注１ 高年齢者については，令和5年4月1日時点で満65歳以上の者（昭和33年４月1日以前に生まれた者）を令

和5年４月1日以前に雇用し、令和6年４月1日時点で、継続して雇用している者とする。 

 ２ 入札参加者は、下記のいずれかの書類を提出すること。 

・健康保険被保険者証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し。 

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び出勤簿や賃金台帳等の継続雇用されていることが解る書

類の写し。 

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し。 

 ３ 複数人該当する場合は、いずれか１名の記入及び添付資料の提出で良い。 

 ４ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること 

 

    

 

種類 女性の活躍支援の取組 
 

次のいずれかによる 

・令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「女性活躍支援」の評価 

       （ あり ・ なし ） 
 

・「北海道働き方改革推進企業認定」の「女性」の取組  （ あり ・ なし ） 
 

・「北海道なでしこ応援企業」の認定    （ あり ・ なし ） 
 

・女性活躍推進法に規定する「一般事業主行動計画」の策定  （ あり ・ なし ） 
注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること 
 ２ 「北海道働き方改革推進企業認定」、｢北海道あったかファミリー応援企業｣による評価の場合は、認定証の写しを提出すること。 

 ３ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」による評価の場合は、策定届(変更届)の写しを提出すること。 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

「ＩＣＴ活用の取組」は様式－６－２(P78)に移動 

 

様式－６－５ （※事前登録済みの会社は提出不要） 

担い手の育成・確保調書（５） 
工事名： 
会社(構成員)名： 
種類 高年齢者継続雇用の取組 

 

次のいずれかによる 

・令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における 

「高年齢者継続雇用対策」の評価    （ あり ・ なし ） 

 
・高年齢者を継続雇用している実績    （ あり ・ なし ） 

  高年齢者を継続雇用している実績  

  雇用年月日    年  月  日  

  被雇用者氏名 北海 太郎  

  被雇用者年齢 満   歳（令和 4 年 4 月 1 日時点）  

  被雇用者生年月日 昭和  年  月  日  

  勤務先名称 ○○建設株式会社  

  勤務先の所在地（都道府県・市町村名） 北海道○○市  

  

注１ 高年齢者については，令和4年4月1日時点で満65歳以上の者（昭和32年４月1日以前に生まれた者）を令

和4年４月1日以前に雇用し、令和５年４月1日時点で、継続して雇用している者とする。 

 ２ 入札参加者は、下記のいずれかの書類を提出すること。 

・健康保険被保険者証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し。 

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び出勤簿や賃金台帳等の継続雇用されていることが解る書

類の写し。 

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し。 

 ３ 複数人該当する場合は、いずれか１名の記入及び添付資料の提出で良い。 

 ４ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること 

 

    

 

種類 女性の活躍支援の取組 
 

次のいずれかによる 

・令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「女性活躍支援」の評価 

       （ あり ・ なし ） 
 

・「北海道働き方改革推進企業認定」の「女性」の取組  （ あり ・ なし ） 
 

・「北海道なでしこ応援企業」の認定    （ あり ・ なし ） 
 

・女性活躍推進法に規定する「一般事業主行動計画」の策定  （ あり ・ なし ） 
注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること 
 ２ 「北海道働き方改革推進企業認定」、｢北海道あったかファミリー応援企業｣による評価の場合は、認定証の写しを提出すること。 

 ３ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」による評価の場合は、策定届(変更届)の写しを提出すること。 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

「ＩＣＴ活用の取組」は様式－６－２(P78)に移動 

 

 

事前登録に関する注意書き

を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4→R5 ガイドライン改正

時の注意書きのため削除 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－７－１ （※事前登録済みの会社は提出不要 
         ただし、事前登録内容に変更が生じた場合は、再度登録が必要） 

地域の守り手確保等調書（１） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

公共土木施設の維持管理の実績の有無   （ 過去５年間にわたる実績   あり ・ なし ） 
 

緊急時の応急措置の実績の有無  （ 過去５年間の実績  あり ・ なし ） 
 

※活動実績がある場合は、下欄にその内容を具体的に記入するとともに、活動内容及び活動時期が客観的に判断できる資料（契約書写

し等)を併せて提出する。 

 年度 業務名等 内容 

公共土木施設の維持

管理 
   

   

   

   

   

緊急時の応急措置    

注１ 公共土木施設の維持管理の過去５年間にわたる実績は、年度ごとに記入する。 
 ２ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 

多様な雇用への貢献      （ あり ・ なし ） 
 

｢障がい者の就労支援｣・「協力雇用主登録」・「新分野進出優良建設企業表彰」 
※｢障がい者の就労支援｣は「令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査」における審査において評価された、又は北海

道働き方改革推進認定制度の「障がい者」の取組分野に該当があり、写しの提出があった企業を評価。 

※｢協力雇用主｣は、保護観察所に協力雇用主として登録している企業を評価。 

※登録先の保護観察所が発行する証明書(当該年度の日付であることが分かること)の写しを提出する。 

※「障がい者の就労支援」において、「令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査」において評価されず、その後に北海

道働き方改革推進企業認定制度の認定を受け、「障がい者」の取組分野に該当する場合は、認定証の写しを提出する。 

 

登録（表彰）年月日   年  月  日 
北海道働き方改革推進企業認定制度の 

認定証の有効期間   年  月  日 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 ２ 北海道働き方改革推進認定企業制度の場合は、有効期間を記載し提出すること。 

 

環境対策の認定制度等の有無     （ あり ・ なし ） 
 

※認定（登録）を受けている場合は、下欄に種類、認定（登録）年月日及び認定（登録）期間の終了日を記入するとともに、認定（登

録）を証明する資料（認定証書等の写し）を併せて提出する。（４種類のうちのいずれかで可） 

種類 「ＩＳＯ14001」・「北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な取組」部門」・ＨＥＳ・ＥＡ２１ 

認定(登録)年月日    年  月  日 期間の終了日   年  月  日 

注１ 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 
 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の内○

号」と記入すること。 
 ３ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－７－１ （※事前登録済みの会社は提出不要） 
 

地域の守り手確保等調書（１） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

公共施設の維持管理の実績の有無  （ 過去５年間にわたる実績 あり ・ なし ） 
 

緊急時の応急措置の実績の有無  （ 過去５年間の実績  あり ・ なし ） 
 

※活動実績がある場合は、下欄にその内容を具体的に記入するとともに、活動内容及び活動時期が客観的に判断できる資料（契約書写

し等)を併せて提出する。 

 業務名 内容 

公共施設の維持管理   

  

  

  

  

緊急時の応急措置   

注１ 公共施設の維持管理の過去５年間にわたる実績は、年度ごとに記入する。 
 ２ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 

多様な雇用への貢献      （ あり ・ なし ） 
 

｢障がい者の就労支援｣・「協力雇用主登録」・「新分野進出優良建設企業表彰」 
※｢障がい者の就労支援｣は「令和５・６年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査」における審査において評価された企業を評価。 

※｢協力雇用主｣は、保護観察所に協力雇用主として登録している企業を評価。 

※登録先の保護観察所が発行する証明書(当該年度における登録の継続が分かること)の写しを提出する。 

※新分野進出優良建設企業表彰の実績がある場合は、下欄に表彰年月日を記入する。 

・表彰を証明する資料（表彰状等の写し）を提出する。 

 

登録（表彰）年月日   年  月  日 

注１ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 
 

環境対策の認定制度等の有無     （ あり ・ なし ） 
 

※認定（登録）を受けている場合は、下欄に種類、認定（登録）年月日及び認定（登録）期間の終了日を記入するとともに、認定（登

録）を証明する資料（認定証書等の写し）を併せて提出する。（４種類のうちのいずれかで可） 

種類 「ＩＳＯ14001」・「北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な取組」部門」・ＨＥＳ・ＥＡ２１ 

認定(登録)年月日    年 月 日 期間の終了日   年  月  日 

注１ 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 
 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の内○

号」と記入すること。 
 ３ 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

 

事前登録に関する注意書き

を追加 

 

 

文言整理 

 

 

 

過去 5 年間の実績が分かる

よう年度を記載する様式に

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象を明確化 

 

 

表彰制度の終了により記載

を削除 

ガイドラインⅢ-3-2-5(3)

地域社会貢献の多様な雇用

への貢献の改正による 

表現をわかりやすく改正 

北海道働き方改革推進企業

認定制度は有効期間がある

ため、記載する様式に改正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－７－２  

地域の守り手確保等調書（２） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

地域企業の活用 ＜適用１＞ 地域内企業の活用比率 
 

※地域企業活用予定比率について、該当する項目に「レ」を記入する。 

地域内企業活用比率  □ ２０％以上 

  □ １０％以上２０％未満 

  □ １０％未満 

注１ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

地域企業の活用 ＜適用２＞ 地域内企業の活用 
 

※地域内企業の元請施工又は地域内企業を一次下請で１社以上活用する計画の有無を記入する。 

地元の元請会社 会社名  所在地  

地元の一次下請会社 会社名  所在地  

注１ 地元の一次下請会社が複数ある場合は、主たる会社の会社名・所在地を記入すること。 

 ２ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

地域資材の活用計画の有無     （ あり ・ なし ） 
 

※下欄に指定した工事資材を使用する計画がある場合又は○○地域内における工事資材（地域内で調達する工事資材）の調達計画があ

る場合に資材名又は資材調達金額を記入する。 

指定工事資材 資材調達計画 

○○の石材 （ あり ・ なし ） 

  

工事資材 資材調達(調達金額が工事予定入札額の 5％以上)の計画 

 （ あり ・ なし ） 

注１ 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 

 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜、行又は欄を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉

の内○号」と記入すること。 

 ３ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

地域の技能士等の活用計画の有無        （ あり ・ なし ） 
 

※当該建設管理部内に居住する技能士・基幹技能者又は登録基幹技能者を１名以上活用する計画がある場合は、下欄に職種名、人数及

び従事する作業内容を記入する。 

職種名 活用予定人数 左記の職種の者が従事する作業内容 

○○技能士 人  

○○基幹技能者 人  

○○登録基幹技能者 人  

注１ 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 

 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜、行又は欄を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉

の内○号」と記入すること。 

 ３ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
 

 

様式－７－２  

地域の守り手確保等調書（２） 
工事名： 
会社(構成員)名： 

地域企業の活用 ＜適用１＞ 地域内企業の活用比率 
 

※地域企業活用予定比率について、該当する項目に「レ」を記入する。 

地域内企業活用比率  □ ２０％以上 

  □ １０％以上２０％未満 

  □ １０％未満 

注１ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

地域企業の活用 ＜適用２＞ 地域内企業の活用 
 

※地域内企業の元請施工又は地域内企業を一次下請で１社以上活用する計画の有無を記入する。 

地元の元請会社 会社名  所在地  

地元の一次下請会社 会社名  所在地  

注１ 地元の一次下請会社が複数ある場合は、主たる会社の会社名・所在地を記入すること。 

 ２ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

地域資材の活用計画の有無     （ あり ・ なし ） 
 

※下欄に指定した工事資材を使用する計画がある場合又は○○地域内における工事資材（地域内で調達する工事資材）の調達計画があ

る場合に資材名又は資材調達金額を記入する。 

指定工事資材 資材調達計画 

○○の石材 （ あり ・ なし ） 

  

工事資材 資材調達(調達金額が工事予定入札額の 5％以上)の計画 

 （ あり ・ なし ） 

注１ 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 

 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜、行又は欄を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉

の内○号」と記入すること。 

 ３ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

地域の技能士等の活用計画の有無    （ あり ・ なし ） 
 

※当該建設管理部内に居住する技能士・基幹技能者又は登録基幹技能者を１名以上活用する計画がある場合は、下欄に職種名、人数及

び従事する作業内容を記入する。 

職種名 活用予定人数 左記の職種の者が従事する作業内容 

○○技能士 人  

○○基幹技能者 人  

○○登録基幹技能者 人  

注１ 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。 

 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜、行又は欄を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉

の内○号」と記入すること。 

 ３ 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。 

 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－８は、A4 用紙横向き） 
   

 様式－８  

 地域建設業経営環境評価調書  
 工事名： 
会社（構成員）名： 

 

 ◎当該年度の未完成工事受注額  
 ※元請として、当該建設管理部と契約を締結している工事のうち、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請書等の申請締切日

の前日までに工事完成検査を実施していない工事（予定を含む。）の工事名、受注額等を下欄に記入する。なお、入札公告・契約

等が年度末もしくは次年度当初となる工事においては、入札参加申請締切日前日時点の年度内完成予定の工事を当該年度の未完成

工事から除外する。 

 

 

工

事 

番

号 

工事名 
受注者名 
(共同企業体名) 

工期 

共同企業体の場合の受

注額(円) 当該年度の 

未完成工事 

受注額(円) 
※共同企業体の場

合③を記入 

 

 受 注 額

(円) 

① 
※ 全 体 額

を記入 

出 資

比率 

( 請 負

比) 

② 

構成員と

しての受

注額(円) 

① × ②

＝③ 

 

     ～       

     ～       

     ～       

     ～       

     ～       
   

 ◎過去5か年度平均受注額 対象期間：（平成３１年4月1日～令和６年3月31日） 

  過去5か年度平均受注額(円)   

 注1  共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 2  共同企業体で施工中の工事における受注額は、各構成員の出資比率（請負比）により算出した金額とする。 
  なお、算出にあたり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 3  過去5か年度平均受注額の各年度別受注額で、債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払

額とする。 

  ただし、2・3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事については、契約年度の受注額を0円とし、

完成年度の受注額はその工事の最終支払額を計上し、計算を行う。 

 4  過去5か年度平均受注額の算出にあたり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 5  記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚になる場合は、用紙右上余白に「全○葉の

内○号」と記入すること。 
（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）

 

   

 

 

様式－８ 【別紙 留意事項】 
 

地域建設業経営環境評価調書の記載上の留意事項 
 

【分母＜過去５か年度平均受注額＞について】 
①  対象期間：平成31年4月1日から令和6年3月31日 
②  対象工事： ①の期間に元請として、当該建設管理部と契約を締結した工事のうち、以下の工事を除く全ての工事を対象とする。 
   ＜対象外工事＞ ・建設指導課発注工事、ＷＴＯ対象工事 

③  債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払額とする。 
   ※ 実際の支払日（振込日）が事務処理上、新年度となっていても当該年度として計算する。 
④  ③の工事のうち、2月～3月入札で工期末が次年度となる「ゼロ国」、「ゼロ道」、「翌債」などの工事は、以下のとおりとする。 
   ・契約年度の受注額 ： 0円 

   ・完成年度の受注額 ： 最終支払額 
⑤  平均受注額の算出で１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 

 

【分子＜当該年度の未完成工事受注額＞について】 
①  対象期間：当該年度 
②  対象工事： 当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請締切日の前日までに、元請けとして当該建設管理部と契約を締結している工事のうち、

工事完成検査を実施し引渡を行っていない工事のうち、以下の工事を除く全ての工事のを対象とする。 

   ＜対象外工事＞ 建設指導課発注工事、ＷＴＯ対象工事 

③  受注額：④、⑤以外は、当初契約額とする（契約変更があっても当初契約額） 
④  債務負担工事等の当初の工期設定が年度を超える工事における受注額は、当該年度の当初における支払予定額とする。 
   ※ 契約変更で当初の支払予定額が変更になっていても、当初の支払予定額とする。 
⑤  ④の工事のうち、3か年以上の工事において中間年にあたる場合は、当該年度の当初における最新支払限度額とする。 
⑥  ④の工事のうち、2月～3月入札で工期末が次年度となる「ゼロ国」、「ゼロ道」、「翌債」などの工事は、以下のとおりとする。 
   ・契約年度の受注額 ： 当初契約額 

   ・完成年度の受注額 ： 当初契約額 
⑦  当初契約において、契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の責めに帰さない要因による工期延期等に伴い、年度を超えることとなっ

た場合については、以下のとおりとする。 

   ・契約年度の受注額 ： 当初契約額 

   ・完成年度の受注額 ： 0円 
⑧  入札公告・契約等が年度末もしくは次年度当初となる工事における分子の計算は、入札参加締切日前日時点の年度内完成予定の工事を分子から

除外して計算を行い、申請締切日以降に手持ち工事が受注者の責めに帰さない要因により年度を超えることとなった場合においても、分子から除

外して計算を行うこととする。 

⑨  共同企業体での未完成工事受注額については、出資比率により算出する。 
 

（様式－８は、A4 用紙横向き） 
   

 様式－８  

 地域建設業経営環境評価調書  
 工事名： 
会社（構成員）名： 

 

 ◎当該年度の未完成工事受注額  
 ※元請として、当該建設管理部と契約を締結している工事のうち、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請書等の申請締切日

の前日までに工事完成検査を実施していない工事（予定を含む。）の工事名、受注額等を下欄に記入する。なお、入札公告・契約

等が年度末もしくは次年度当初となる工事においては、入札参加申請締切日前日時点の年度内完成予定の工事を当該年度の未完成

工事から除外する。 

 

 

工

事 

番

号 

工事名 
受注者名 
(共同企業体名) 

工期 

共同企業体の場合の受

注額(円) 当該年度の 

未完成工事 

受注額(円) 
※共同企業体の場

合③を記入 

 

 受 注 額

(円) 

① 
※ 全 体 額

を記入 

出 資

比率 

( 請 負

比) 

② 

構成員と

しての受

注額(円) 

① × ②

＝③ 

 

     ～       

     ～       

     ～       

     ～       

     ～       
   

 ◎過去5カ年度平均受注額 対象期間：（平成３０年4月1日～令和５年3月31日） 

  過去5カ年度平均受注額(円)   

 注1  共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。 
 2  共同企業体で施工中の工事における受注額は、各構成員の出資比率（請負比）により算出した金額とする。 
  なお、算出にあたり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 3  過去5カ年度平均受注額の各年度別受注額で、債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払

額とする。 

  ただし、2・3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、ゼロ道、翌債などの工事については、契約年度の受注額を0円とし、

完成年度の受注額はその工事の最終支払額を計上し、計算を行う。 

 4  過去5カ年度平均受注額の算出にあたり1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 5  記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚になる場合は、用紙右上余白に「全○葉の

内○号」と記入すること。 
（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）

 

   

 

 

様式－８ 【別紙 留意事項】 
 

地域建設業経営環境評価調書の記載上の留意事項 
 

【分母＜過去５カ年度平均受注額＞について】 
①  対象期間：平成30年4月1日から令和５年3月31日 
②  対象工事： ①の期間に元請として、当該建設管理部と契約を締結した工事のうち、以下の工事を除く全ての工事を対象とする。 
   ＜対象外工事＞ ・建設指導課発注工事、ＷＴＯ対象工事 

③  債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払額とする。 
   ※ 実際の支払日（振込日）が事務処理上、新年度となっていても当該年度として計算する。 
④  ③の工事のうち、2月～3月入札で工期末が次年度となる「ゼロ国」、「ゼロ道」、「翌債」などの工事は、以下のとおりとする。 
   ・契約年度の受注額 ： 0円 

   ・完成年度の受注額 ： 最終支払額 
⑤  平均受注額の算出で１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 

 

【分子＜当該年度の未完成工事受注額＞について】 
①  対象期間：当該年度 
②  対象工事： 当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請締切日の前日までに、元請けとして当該建設管理部と契約を締結している工事のうち、

工事完成検査を実施し引渡を行っていない工事のうち、以下の工事を除く全ての工事のを対象とする。 

   ＜対象外工事＞ 建設指導課発注工事、ＷＴＯ対象工事 

③  受注額：④、⑤以外は、当初契約額とする（契約変更があっても当初契約額） 
④  債務負担工事等の当初の工期設定が年度を超える工事における受注額は、当該年度の当初における支払予定額とする。 
   ※ 契約変更で当初の支払予定額が変更になっていても、当初の支払予定額とする。 
⑤  ④の工事のうち、3カ年以上の工事において中間年にあたる場合は、当該年度の当初における最新支払限度額とする。 
⑥  ④の工事のうち、2月～3月入札で工期末が次年度となる「ゼロ国」、「ゼロ道」、「翌債」などの工事は、以下のとおりとする。 
   ・契約年度の受注額 ： 当初契約額 

   ・完成年度の受注額 ： 当初契約額 
⑦  当初契約において、契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の責めに帰さない要因による工期延期等に伴い、年度を超えることとなっ

た場合については、以下のとおりとする。 

   ・契約年度の受注額 ： 当初契約額 

   ・完成年度の受注額 ： 0円 
⑧  入札公告・契約等が年度末もしくは次年度当初となる工事における分子の計算は、入札参加締切日前日時点の年度内完成予定の工事を分子から

除外して計算を行い、申請締切日以降に手持ち工事が受注者の責めに帰さない要因により年度を超えることとなった場合においても、分子から除

外して計算を行うこととする。 

⑨  共同企業体での未完成工事受注額については、出資比率により算出する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理・時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理・時点修正 
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 変更後 変更前 備考 

 

 

 

 

 

 

 
（様式－９は、A4 用紙横向き） 
   

 様式－９  

 

評価点事後審査方式 自己採点申請書 
工事名   

 会社（構成員）名   

   

 

 当該工事に関する、総合評価・技術評価事後審査方式に伴う得点申請書を提出します。なお、内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 また、落札候補者となった際の発注者による確認において、申請した得点に錯誤があった場合は、その得点の上方修正は認められず、下方修正されることについて承諾

いたします。 
 なお、「減点項目」に該当する場合に、発注者で減点項目欄に減ずる得点を記入し修正することについて承諾いたします。 

 

   

 

評
価
項
目 

企業の施工能力等 配置予定技術者 担い手の育成・確保 地域の守り手確保 地
域
建
設
業
経
営
環
境
評
価 

※
３ 

減点項目 技
術
点
計 

 

 
工
事
施
行
成
績 

※
１ 

北
海
道
建
設
部
工
事
等
優
秀
者
表
彰 

建
設
管
理
部
優
良
企
業
表
彰 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
取
得 

地
域
精
通
度 

資
格(

配
置
予
定
技
術
者
①) 

※
２ 

資
格(

配
置
予
定
技
術
者
②
／
加
点
措
置) 

Ｃ
Ｐ
Ｄ
の
取
得 

現
場
代
理
人
表
彰 

技
術
者
の
追
加
配
置 

技
術
職
員
の
育
成
・
確
保 

新
規
の
雇
用 

選択項目 地域の安全安心 
地域

経済 

社会

貢献 
その他 

重
要
な
契
約
不
適
合
に
伴
う
修
補(

損
害
賠
償)

請
求 

技
術
評
価
項
目
の
不
履
行 

 

 

雇
用
環
境
取
組 

仕
事
と
家
庭
の
両
立 

地
域
技
能
士 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
取
組 

 

主
た
る
営
業
所 

災
害
時
の
協
力 

緊
急
時
の
応
急 

公
共
土
木
施
設
の
維
持 

地
域
企
業
活
用 

地
域
資
材
活
用 

多
様
な
雇
用 

環
境
対
策
の
認
定 

円
滑
な
事
業
執
行
へ
の
貢
献 

 

 

 

事前登録の有無 

登録あり：○ 

登録なし：ー 

                               

 得点                                 

   

 ※１ 工事施行成績の平均点は、次のとおりです。 点  （共同企業体の場合は、各構成員の工事施行成績平均点の単純平均とする。）  

   

 ※２ 配置予定技術者の氏名は次のとおりです。 

    ※ 複数の候補者を想定している場合は、各候補者のうち評価の合計が最も低い者の得点及び名前を記載すること。 
 

  配置予定技術者① 氏名    

  配置予定技術者② 氏名（※ 乙型JVの場合に記載しています。）    

   

 ※３ 経営環境評価の当該年度未完成工事受注額（分子）は、申請時点において、次により算出しています。なお、当該工事の開札までに、新たな受

注があり、変更となる場合は、発注者が修正することに同意します。 
 

  当該年度未完成工事受注額（分子） 円 評価 

比率 
  

 

  過去 5 か年度平均受注額（分母） 円  

   

 (注) 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成するとともに、代表の構成員は、共同企業体の自己採点申請書を作成し提出すること。  

   

 （用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

   

 
 

 
（様式－９は、A4 用紙横向き） 
   

 様式－９  

 

評価点事後審査方式 自己採点申請書 
工事名   

 会社（構成員）名   

   

 

 当該工事に関する、総合評価・技術評価事後審査方式に伴う得点申請書を提出します。なお、内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 また、落札候補者となった際の発注者による確認において、申請した得点に錯誤があった場合は、その得点の上方修正は認められず、下方修正されることについて承諾

いたします。 
 なお、「減点項目」に該当する場合に、発注者で減点項目欄に減ずる得点を記入し修正することについて承諾いたします。 

 

   

 

評
価
項
目 

企業の施工能力 配置予定技術者 担い手の育成・確保 地域の守り手確保 地
域
建
設
業
経
営
環
境
評
価 

※
３ 

減点項目 技
術
点
計 

 

 
工
事
施
行
成
績 

※
１ 

北
海
道
建
設
部
工
事
等
優
秀
者
表
彰 

建
設
管
理
部
優
良
企
業
表
彰 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
取
得 

地
域
精
通
度 

資
格(

配
置
予
定
技
術
者
①) 

※
２ 

資
格(

配
置
予
定
技
術
者
②
／
加
点
措
置) 

Ｃ
Ｐ
Ｄ
の
取
得 

現
場
代
理
人
表
彰 

技
術
者
の
追
加
配
置 

技
術
職
員
の
育
成
・
確
保 

新
規
の
雇
用 

選択項目 地域の安全安心 
地域

経済 

社会

貢献 
その他 

重
要
な
契
約
不
適
合
に
伴
う
修
補(

損
害
賠
償)

請
求 

技
術
評
価
項
目
の
不
履
行 

 

 

雇
用
環
境
取
組 

仕
事
と
家
庭
の
両
立 

地
域
技
能
士 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
取
組 

 

主
た
る
営
業
所 

災
害
時
の
協
力 

緊
急
時
の
応
急 

公
共
施
設
の
維
持 

地
域
企
業
活
用 

地
域
資
材
活
用 

多
様
な
雇
用 

環
境
対
策
の
認
定 

円
滑
な
事
業
執
行
へ
の
貢
献 

 

 

 

事前登録の有無 

登録あり：○ 

登録なし：ー 

                               

 得点                                 

   

 ※１ 工事施行成績の平均点は、次のとおりです。 点  （共同企業体の場合は、各構成員の工事施行成績平均点の単純平均とする。）  

   

 ※２ 配置予定技術者の氏名は次のとおりです。 

    ※ 複数の候補者を想定している場合は、各候補者のうち評価の合計が最も低い者の得点及び名前を記載すること。 
 

  配置予定技術者① 氏名    

  配置予定技術者② 氏名（※ 乙型JVの場合に記載しています。）    

   

 ※３ 経営環境評価の当該年度未完成工事受注額（分子）は、申請時点において、次により算出しています。なお、当該工事の開札までに、新たな受

注があり、変更となる場合は、発注者が修正することに同意します。 
 

  当該年度未完成工事受注額（分子）  円 評価 

比率 
  

 

  過去 5 カ年度平均受注額（分母）  円  

   

 (注) 共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成するとともに、代表の構成員は、共同企業体の自己採点申請書を作成し提出すること。  

   

 （用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
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